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近
世
前
期
に
諸
善
本
の
副
本
作
成
事
業
や
古
写
本
収
集
を
行
な
っ
た
後
西
天
皇
の
収
集
書
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
霊
元
天
皇
を
経
て
、
中
御
門
天
皇
と
有
栖
川
宮
職
仁
親
王
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
。
寛
文
六
年
に
後
水
尾
法
皇
の
命
を
承
け
て
後
西
上
皇
が
霊
元
天
皇
に
諸
記
録
新

写
本
を
七
〇
合
進
上
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
古
写
本
や
文
学
書
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
上
皇
の
手
許

に
残
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
も
含
め
た
後
西
上
皇
蔵
書
は
、
貞
享
二
年
の
上
皇
崩
御
後
に
霊
元
天
皇
が
接

収
し
、
さ
ら
に
再
整
理
を
行
な
っ
て
自
ら
の
蔵
書
中
に
組
み
込
ん
だ
。
な
お
、
後
西
上
皇
は
蔵
書
の

一
部
を
皇
子
幸
仁
親
王
や
近
衛
基
煕
に
賜
与
し
て
い
る
。
後
西
天
皇
が
禁
裏
本
の
副
本
作
成
作
業
を

行
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
禁
裏
の
火
災
に
備
え
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際

に
は
、譲
位
後
も
自
分
の
手
許
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
蔵
書
を
増
や
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

霊
元
天
皇
に
進
上
し
た
以
外
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
一
部
を
除
い
て
幸
仁
親
王
（
も
し

く
は
八
条
宮
尚
仁
親
王
）
に
譲
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
霊
元
天
皇
は
後
西
上
皇
旧
蔵

書
を
接
収
し
た
後
、
史
書
に
つ
い
て
は
分
類
し
て
寛
文
六
年
後
西
上
皇
進
上
本
に
加
え
る
作
業
を
行

な
っ
た
が
、完
全
に
そ
の
作
業
が
完
了
し
な
い
ま
ま
、譲
位
後
五
年
を
経
て
東
山
天
皇
に
譲
っ
た
（
未

整
理
部
分
は
手
許
に
残
す
）。
し
か
し
そ
の
後
も
必
要
に
応
じ
て
禁
裏
よ
り
箱
を
戻
し
て
書
物
を
取

り
返
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、
文
学
書
は
譲
位
後
も
そ
の
ま
ま
仙
洞
に
て
管
理
し
て
い
た
。
霊
元

法
皇
崩
御
後
に
は
、
中
御
門
天
皇
へ
は
、
後
西
上
皇
旧
蔵
書
中
よ
り
分
置
さ
れ
た
分
や
霊
元
天
皇
新

収
書
も
含
め
て
か
な
り
の
量
の
史
書
・
文
学
書
が
贈
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
他
の
皇
子

女
に
一
旦
形
見
分
け
さ
れ
た
後
に
中
御
門
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
有
栖
川
宮

職
仁
親
王
に
対
し
て
は
、
享
保
一
二
〜
一
四
年
頃
と
崩
御
後
の
二
度
に
わ
た
っ
て
書
籍
が
賜
与
さ
れ

て
い
る
。こ
れ
ら
の
書
籍
の
中
に
は
霊
元
法
皇
が
意
図
的
に
選
別
し
て
職
仁
親
王
に
贈
っ
た
も
の
と
、

崩
御
後
、
偶
然
的
要
素
に
よ
っ
て
職
仁
親
王
の
手
に
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
が
あ
っ
た
。
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は
し
が
き

写
本
研
究
の
上
で
古
写
本
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
近
年
、

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
御
所
本
や
東
山
御
文
庫
本
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
中

で
、
近
世
の
朝
廷
に
お
い
て
書
写
さ
れ
た
新
写
本
に
善
写
本
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
後
西
天
皇
や
霊
元
天
皇
な
ど
の
主
導
に
よ
り
書
写

さ
れ
た
そ
れ
ら
の
写
本
は
禁
裏
あ
る
い
は
諸
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
良
質
な
写
本
を
丁

寧
に
書
写
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
後
の
諸
事
情
に
よ
っ
て
親
本
が
失
な
わ
れ
た
場

合
等
に
は
大
き
な
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
本
稿
で
検
討
対
象
と
す

る
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
も
、
御
所
本
や
東
山
御
文
庫
本
と
兄
弟
関
係
と
言
っ

て
良
い
ほ
ど
密
接
な
関
係
を
持
つ
良
質
な
蔵
書
群
で
あ
る
。

こ
の
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
と
称
さ
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
九
八
〇
年

に
高
松
宮
宣
仁
親
王
が
国
（
文
化
庁
）
に
寄
託
し
、
つ
い
で
文
化
庁
よ
り
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
へ
寄
託
、
さ
ら
に
一
九
八
七
年
の
宣
仁
親
王
没
後
、
親
王
の
遺
志
に
基

づ
い
て
親
王
妃
よ
り
国
に
寄
贈
さ
れ
、
文
化
庁
を
経
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に

管
理
替
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
総
点
数
は
管
理
換
当
時
に
お
い
て
一
六
五
九
件
〔
文

化
庁
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
高
松
宮
妃
殿
下
御
寄
贈
品
特
別
陳
列
」

一
九
八
七
年
〕
と
数
え
ら
れ
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
二
年
に

か
け
て
国
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
、
の
ち
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
管
理
換
さ
れ
た

史
料
も
含
め
て
、
現
在
で
は
、
Ｈ

－

六
〇
〇
の
番
号
が
付
け
ら
れ
、
一
九
七
一
点
と

数
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
文
化
庁
が
高
松
宮
よ
り
購
入
し
た
史
料
の
中
に
は
、「
高

松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
の
移
管
以
前
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
管
理
換
さ
れ
た
た

め
に
別
番
号
で
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
も
八
点
）
1
（

ほ
ど
あ
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
「
高

松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
は
当
初
、「
高
松
宮
禁
裏
本
」
と
称
さ
れ
、
一
九
八
八

年
に
い
た
っ
て
文
化
庁
に
よ
っ
て
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
と
命
名
さ
れ
た
。
こ

の
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
に
つ
い
て
、
寄
贈
当
初
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た
「
高
松
宮
妃
殿
下
御
寄
贈
品
特
別
陳
列
」（
一
九
八
七
年
一
〇
月
六
日
〜

二
五
日
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
び
、
高
松
宮
妃
殿
下
か
ら
文
化
庁
に
寄
贈
さ
れ
た
典
籍
類
は
、「
高

松
宮
禁
裏
本
」
と
称
せ
ら
れ
る
一
六
五
九
件
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
禁
裏
本
と
は
、
近
世
初
期
に
京
都
御
所
に
お
い
て
蒐
集
・
整
理
さ
れ
た

宮
中
の
文
庫
の
典
籍
類
の
総
称
で
あ
る
。
天
下
も
平
穏
に
な
っ
た
近
世
初
頭
、

第
一
〇
七
代
後
陽
成
・
第
一
〇
八
代
後
水
尾
以
下
歴
代
天
皇
に
よ
っ
て
、
京
都

御
所
で
は
伝
来
の
典
籍
類
の
整
理
と
と
も
に
、
京
都
付
近
の
諸
社
寺
・
諸
公
家

の
秘
蔵
す
る
典
籍
類
の
書
写
・
蒐
集
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
特
に
第
一
一
一
代

後
西
・
第
一
一
二
代
霊
元
天
皇
の
時
代
に
は
そ
の
業
が
進
み
、
御
所
の
文
庫
は

非
常
に
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
各
種
の
典
籍
・
史
料
類
の
収
納

が
続
き
、
こ
れ
ら
を
禁
裏
本
と
称
し
、
今
日
ま
で
伝
来
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
、

そ
の
主
体
を
な
す
二
万
八
千
余
件
の
も
の
は
、
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本
と
し

て
京
都
御
所
内
に
保
管
さ
れ
、
勅
封
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
近
世
初
に
創
立
さ
れ
た
有
栖
川
宮
で
は
、
第
三
代
を
後
西
天
皇
皇
子

幸ゆ
き
ひ
と仁

親
王
が
、
第
五
代
を
霊
元
天
皇
皇
子
職よ
り
ひ
と仁

親
王
が
継
承
さ
れ
た
が
、
そ
の

際
、
そ
れ
ぞ
れ
禁
裏
本
の
一
部
の
移
譲
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
は
有
栖
川
宮
に
伝

わ
り
、
さ
ら
に
高
松
宮
が
有
栖
川
宮
の
祭
祀
を
受
け
継
が
れ
る
に
至
っ
て
高
松

宮
に
帰
し
、
今
日
ま
で
大
切
に
保
存
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
高
松

宮
禁
裏
本
で
あ
り
、
元
来
は
京
都
御
所
の
御
文
庫
本
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
）
2
（

。

以
上
の
説
明
は
大
き
く
見
れ
ば
誤
り
で
は
な
い
が
、
幾
つ
か
の
点
に
お
い
て
問
題

を
抱
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
宮
家
継
承
の
際
に
移
譲
を
受
け
た
と
す
る
点
に
つ
い
て

は
現
在
で
は
霊
元
天
皇
崩
御
後
の
形
見
分
け
を
重
視
す
る
見
解
が
そ
の
後
の
定
説

と
な
っ
て
お
り
〔
詫
間
等
〕、
加
え
て
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
、
現
在
課
題
と
す
べ
き
問
題
点
を
箇
条
書
き
に
し
て
み

た
い
。
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［「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程］……小倉慈司

①
「
禁
裏
」
と
は
天
皇
の
御
所
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、「
禁
裏
本
」
と
称
し
た

場
合
、
天
皇
の
所
蔵
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
に
は
天
皇
が
譲
位

後
に
書
写
・
蒐
集
し
た
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②

有
栖
川
宮
第
三
代
幸
仁
親
王
が
「
禁
裏
本
」
の
一
部
の
移
譲
を
受
け
た
こ
と
に

つ
い
て
、「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
の
性
格
を
考
え
る
上
で
は
、
そ
の
時
期
が

い
つ
、
誰
か
ら
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
後
西
上
皇
の
崩
御
時
と
考
え
る

見
方
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
充
分
な
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

③
「
高
松
宮
（
家
伝
来
）
禁
裏
本
」
の
す
べ
て
が
後
西
天
皇
・
霊
元
天
皇
旧
蔵
書

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

①
の
点
は
一
見
、
細
か
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」

の
性
格
を
解
明
す
る
上
で
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
現
在
も
京
都
御
所
に
伝
わ
る
東

山
御
文
庫
本
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
御
所
本
と
の
差
異
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
も
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

②
は
結
論
と
し
て
は
筆
者
も
後
西
上
皇
よ
り
譲
与
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
可

能
性
と
し
て
は
別
の
考
え
方
も
成
り
立
ち
得
る
の
で
、検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

③
は
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」（
以
下
、
必
要
に
応
じ
高
松
宮
本
と

略
称
す
る
）に
つ
い
て
一
つ
の
論
考〔
小
倉（
慈
）ａ
〕お
よ
び
図
録
解
説〔
小
倉（
慈
）ｂ
〕

を
執
筆
し
た
こ
と
が
あ
る
。
前
者
は
高
松
宮
本
の
中
で
も
史
書
を
中
心
に
し
て
論
じ

た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、高
松
宮
本
全
体
を
考
え
る
上
で
は
不
充
分
な
点
が
あ
っ
た
。

後
者
は
前
稿
を
踏
ま
え
つ
つ
も
視
野
を
広
げ
て
解
説
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
一

般
読
者
を
対
象
と
し
た
短
文
で
あ
っ
た
た
め
意
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
問

題
点
の
す
べ
て
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
①
②
の
点
を
中
心
に
、
後
西
天
皇
や
霊
元
天
皇
の
蔵
書
が
ど

の
よ
う
に
し
て
有
栖
川
宮
に
受
け
継
が
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
こ
と
に
し

た
い
。
③
に
つ
い
て
は
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
に

て
整
理
中
の
有
栖
川
宮
本
も
含
め
て
広
く
調
査
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
稿
で
は

必
要
に
応
じ
て
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
る
（
一
部
に
つ
い
て
は
小
倉
（
慈
）
ａ
ｂ
で
論

及
し
た
）。
な
お
、
以
下
に
言
及
す
る
史
料
に
は
東
山
御
文
庫
本
・
高
松
宮
本
が
頻

出
す
る
が
、
勅
封
番
号
を
付
し
た
も
の
が
東
山
御
文
庫
本
、
Ｈ
で
始
ま
る
番
号
を
付

し
た
も
の
が
高
松
宮
本
で
あ
る
。

❶
後
西
院
か
ら
霊
元
天
皇
へ
の
進
上

後
西
天
皇
は
譲
位
以
前
よ
り
禁
中
や
諸
家
に
蔵
さ
れ
る
諸
記
録
の
複
本
作
成
に
熱

心
に
取
り
組
み
、
多
く
の
蔵
書
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
蔵
書
が
霊
元
天
皇
の
も
と

に
渡
る
機
会
は
複
数
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
も
の
を
順
を
追
っ
て
検
討
し
た
い
。

『
葉
室
頼
業
記
』
に
よ
れ
ば
、
譲
位
し
て
ま
も
な
く
の
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）

二
月
六
日
、
御
幸
始
に
際
し
て
「
新
写
之
御
記
録
十
包
」
を
霊
元
天
皇
に
進
上
し

て
い
る
〔
葉
室
頼
業
記
、
小
川
ａ
〕
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
）
3
（

。
霊
元
天
皇
が

一
〇
歳
を
迎
え
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ご
く
基
本
的
な
書
物
が
選
ば

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
翌
四
年
八
月
一
日
に
は
「
即
之
筆
一
巻
）
4
（

」

お
よ
び
『
杜
氏
通
典
』
一
部
が
贈
ら
れ
〔
禁
裏
番
衆
所
日
記
、
酒
井
ｄ
〕、
そ
の
九
日

後
に
は
『
明
月
記
』
が
贈
ら
れ
た
〔
勧
慶
日
記
同
月
一
〇
日
条
、
石
田
（
実
）
ｂ
〕。

こ
の
後
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
い
た
り
、
父
後
水
尾
法
皇
）
5
（

の
命
に
よ
っ
て
、

霊
元
天
皇
へ
自
分
が
書
写
せ
し
め
た
記
録
類
新
写
本
を
大
量
に
進
上
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
の
大
火
で
後
西
天
皇
所
蔵
本
の
親
本
で
あ
っ

た
禁
裏
本
の
大
半
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
即
位
し
た
霊
元
天
皇
の
手
許
に

は
書
籍
が
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寛
文
六
年
の

禁
裏
へ
の
写
本
進
上
の
経
緯
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
〔
是
澤
ａ
、
本
田
、
吉
岡
、
田
島
ａ
等
〕
が
、
今
一
度
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
葉
室
頼
業
記
』
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
二
月
二
六
日
条
よ
り

従
二
新（後
西
）院一

園（基
福
）殿・

頼（葉
室
）業召

候
て
、
則
参
候
へ
ハ
、
御
対
面
ニ
而
仰
ニ
ハ
、
昨
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日
法（後
水
尾
）

皇
へ
御
幸
成
候
へ
ハ
、
何
ニ
て
も
御
写
置
候
物
候
ハ
ヽ
、
禁
中
へ
被
レ
進

写
さ
せ
候
様
ニ
仰
也
、
新
院
御
記
録
少
々
、
其
れ
ハ
新
院
御
用
ニ
も
無
之
候
間
、

則
可
レ
被
レ
進
也
、
又
院
中
之
御
記
、
先
年
従
二
法
皇
一
御
借
被
レ
成
候
、
そ
れ
ハ

院
中
ノ
御
記
候
間
、
不
レ
進
候
、

同
三
月
二
一
日
条
よ
り

四
人
法
皇
へ
召
、
芝（宣
豊
）山・
長（忠
康
）谷・
梅（定
矩
）小路
殿
等
御
使
ニ
而
、
新
院
、
法
皇
へ
被
二
仰

上
一
候
ハ
、
禁
中
之
御
記
録
不
レ
残
写
被
レ
置
候
、
炎
上
ニ
北
御
文
庫
ニ
而
残
候

間
、
禁
中
へ
可
レ
被
レ
進
候
、
日
限
ハ
廿
四
日
、
日
柄
能
候
間
、
四
人
共
、
廿

四
日
新
院
へ
可
レ
参
由
也
、
可
二
相
渡
一
候
由
也
、
自
レ
其
法
皇
へ
又
持
参
可
レ
仕

候
仰
也
、

同
三
月
二
四
日
条
よ
り

新
院
へ
四
人
参
申
候
、
先
日
被
レ
仰
候
御
記
録
、
今
日
、
日
限
能
候
間
、
被

レ
進
候
由
、
御
対
面
ニ
而
仰
也
、
御
記
箱
七
十
合
也
、
則
目
録
ニ
而
箱
請
取
申

候
也
、
従
レ
其
法
皇
へ
箱
持
せ
参
也
、
長
櫃
八
ツ
ニ
て
持
参
也
、
法
皇
ニ
て
、

四
人
箱
五
十
目
録
合
也
、
廿
箱
残
候
也
、
芝
山
殿
・
池（共
孝
）尻殿
・
長
谷
殿
・
梅

小
路
殿
、
御
肝
煎
也
、
昼
き
り
む
き
、
夕
飯
御
振
舞
也
、
目
録
ニ
合
申
候
箱

五
十
、
禁
中
へ
持
せ
参
也
、
新
院
仰
ニ
ハ
、
禁
中
之
御
記
不
レ
残
写
被
レ
置
候
、

其
外
諸
家
所
持
仕
候
御
記
、
御
借
被
レ
成
候
て
、
写
被
レ
置
候
、
其
仁
へ
御
理

可
レ
被
レ
仰
候
へ
共
、
禁
中
へ
被
レ
進
候
上
ハ
、
御
理
不
レ
及
候
由
仰
也
、
禁
中

へ
被
レ
進
候
上
ハ
、
新
院
ニ
ハ
少
も
御
秘
シ
不
レ
被
レ
成
候
へ
共
、
法
皇
何
と

や
ら
ん
御
念
入
候
由
、
仰
之
由
、
被
二
聞
召
一
候
由
也
、
新
院
御
封
切
上
申
候
、

其
後
、
箱
ニ
法
皇
ノ
御
封
御
付
被
レ
成
候
也
、
御
用
之
義
ニ
而
、
封
開
候
ハ
ヽ
、

法
皇
へ
可
二
申
上
一
候
由
也
、
其
後
ハ
新
院
へ
可
二
申
上
一
候
仰
也
、

今
日
被
レ
進
候
御
記
箱
之
目
録

一
、
続
日
本
紀

一
箱

一
、
続
日
本
後
紀

同

一
、
三
代
実
録

同

一
、
国
史
部
類

同

一
、
令
集
解

同

一
、
三
代
格

同

（
○
中
略
）

一
、
勧
修
寺
家
記

一
ー（箱
）

一
、
平
戸
記

一
ー十九
冊

一
、
園
太
記

□卅三
冊□
一
ー

一
、
薩
戒
記

一
ー

一
、
甘
露
寺
家
記

一
ー

一
、
日
次
雑
々
記

四
箱

（
○
中
略
）

一
、
雑
々
無
目
録

五
箱

已
上
七
十
合
也
、
錠
・
目
録
有
、
法
皇
ノ

御
封
也
、

□

今
日
、
主（霊
元
）上へ

目
録
懸
二
御
目
、一
箱
五
十
合
、
御
文
庫
へ
入
也
、
無
目
録
五
箱
、

新
院
御
封
也
、
勧
修
寺
家
記
箱
内
ニ
、
永
昌
記
九
冊
、
吉
記
十
九
、
吉
続
記

十
七
冊
也
、

園
・
頼
業
両
人
新
院
・
法
皇
へ
為
二
御
礼
、一
従
二
禁
中
一
御
使
参
也
、
六
十
五
箱

ハ
法
皇
ノ
御
封
、
無
目
録
五
箱
ハ
新
院
御
封
也
、

同
三
月
二
五
日
条
よ
り

今
日
、
昨
日
之
残
箱
廿
、
目
六
ニ
合
申
候
也
、
四
人
法
皇
へ
参
見
合
候
也
、

新
院
之
御
封
廿
、
持
参
仕
返
上
候
也
、
御
使
田
向
、
則
御
文
庫
へ
入
也
、
昨
日

従
二
新
院
一
御
記
七
十
箱
、
禁
中
へ
被
レ
進
レ
候
由
、
服（貞
常
）部備
後
守
へ
物
語
候
也
、

以
上
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
後
西
上
皇
が
父
後
水
尾
法
皇
を
訪
問
し
た
際
、

写
し
て
お
い
た
物
が
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
も
の
で
も
霊
元
天
皇
に
進
上
し
て
写
さ
せ

る
よ
う
に
と
の
命
を
承
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
西
上
皇
は
、
手
許
に
持
っ
て
い
る

記
録
類
は
必
要
が
な
い
の
で
進
上
す
る
、
た
だ
法
皇
御
所
の
記
録
に
つ
い
て
も
先
年

法
皇
よ
り
借
り
て
写
し
た
が
、
そ
れ
は
法
皇
の
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
進
上

し
な
い
こ
と
に
す
る
、
と
園
基
福
お
よ
び
葉
室
頼
業
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

そ
れ
よ
り
約
一
か
月
後
、
今
度
は
頼
業
ら
が
後
水
尾
法
皇
に
召
さ
れ
、
後
西
上
皇

が
写
し
て
お
い
た
禁
中
の
諸
記
録
が
焼
け
ず
に
残
っ
て
い
た
た
め
、
天
皇
に
進
上
す

る
こ
と
に
な
り
、
来
た
る
二
四
日
に
上
皇
の
も
と
よ
り
法
皇
の
と
こ
ろ
へ
運
ぶ
よ
う

命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
二
四
日
当
日
に
は
、
箱
七
〇
合
が
運
び
出
さ
れ
、
二
日
に
わ

た
っ
て
目
録
と
の
照
合
（
一
部
は
目
録
の
作
成
）
が
行
わ
れ
て
法
皇
の
封
が
な
さ
れ
、
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天
皇
の
も
と
に
運
び
入
れ
ら
れ
た
。
二
四
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
禁
中
の
記
録
を
写

し
た
写
本
だ
け
で
な
く
、
諸
家
（
勧
修
寺
家
や
甘
露
寺
家
等
）
の
記
録
を
写
し
た
写

本
も
進
上
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
頼
業
に
洩
ら
し
た
後
西
上
皇
の
言
葉
か
ら
は
後

水
尾
法
皇
に
対
す
る
不
満
も
感
じ
ら
れ
、
こ
の
霊
元
天
皇
へ
の
譲
渡
が
後
水
尾
法
皇

と
後
西
上
皇
と
の
力
関
係
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
と
も

か
く
も
こ
こ
で
は
進
上
さ
れ
た
七
〇
箱
は
主
に
史
書
で
あ
っ
て
文
学
書
は
含
ま
れ
て

い
な
い
こ
と
、
ま
た
後
水
尾
法
皇
も
古
写
本
の
進
上
ま
で
は
要
求
し
て
お
ら
ず
、
恐

ら
く
後
西
上
皇
が
自
ら
蒐
集
し
た
り
法
皇
よ
り
賜
わ
る
な
ど
し
て
集
積
し
た
古
写
本

は
そ
の
ま
ま
上
皇
の
手
許
に
置
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
（
こ
の
点
は
後
で
確
認

す
る
）
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
文
学
書
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
恐
ら
く
後
水

尾
法
皇
の
手
許
に
も
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
七
〇
箱
と
現
東
山
御
文
庫
本

と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
田
島
ａ
論
文
に
詳
し
い
が
、
一
部
修
正
を
加
え
て
稿
末

の
表
一
に
示
し
た
（
参
考
と
し
て
、
桜
町
天
皇
在
位
中
の
目
録
と
考
え
ら
れ
る
勅
封

一
七
四

－

二

－

二
五
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』（
Ⅳ
）〈
以
下
、
度
々
言
及
す
る
目
録
に

つ
い
て
は
史
書
関
係
と
文
学
書
関
係
と
に
分
け
、
成
立
順
に
ロ
ー
マ
数
字
番
号
を
振

る
こ
と
と
す
る
〉
お
よ
び
勅
封
一
八
二

－

九

－

一
二
『
日
次
記
以
下
御
目
録
）
6
（

』（
Ⅴ
）、

中
御
門
天
皇
の
蔵
書
目
録
と
考
え
ら
れ
る
勅
封
五
九

－

三

－

一『
御
文
庫
記
録
目
録
』

（
Ⅱ
）
お
よ
び
勅
封
一
〇
四

－

三

－

一
〇
『
書
籍
御
目
録
』（
Ⅲ
）
所
載
の
箱
と
の
対

照
も
記
し
た
。
な
お
『
御
文
庫
記
録
目
録
』（
Ⅱ
）『
書
籍
御
目
録
』（
Ⅲ
）
は
中
御

門
天
皇
蔵
書
す
べ
て
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
対
応
す
る
箱
の
な
い
こ
と

は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
）。

な
お
、
な
ぜ
寛
文
六
年
二
月
と
い
う
時
期
に
後
水
尾
法
皇
が
後
西
上
皇
に
要
請
し

た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
霊
元
天
皇
が
践
祚
し
て
三
年
が
過
ぎ
、
一
三
歳
を
迎
え

た
た
め
に
、
本
格
的
な
学
問
を
開
始
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
よ
り
以
前
、
寛
文
三
年
一
二
月
頃
よ
り
六
年
正
月
に
か
け
て
は
、
後
西
院
が
蔵

す
る
『
御
湯
殿
上
日
記
』
写
本
か
ら
の
転
写
本
作
成
を
後
水
尾
法
皇
が
行
な
っ
て
お

り
〔
是
澤
ａ
ｂ
、
田
島
・
松
澤
〕、
そ
れ
が
一
段
落
し
た
こ
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
）
7
（

。

❷
後
西
上
皇
崩
御
後
の
蔵
書
の
行
方

後
西
上
皇
は
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
〇
年
後
の
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
二
月
二
二

日
に
崩
御
し
た
が
、
そ
の
時
に
残
さ
れ
た
蔵
書
の
行
方
が
問
題
と
な
る
。
石
田
実
洋

氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
時
量
卿
御
記
後
西
院
御
喪
事
』
二
月
二
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
崩
御

後
、
す
ぐ
に
上
皇
に
仕
え
て
い
た
平
松
時
量
と
高
野
保
春
・
岡
部
盛
次
が
立
ち
会
っ

て
上
皇
の
御
文
庫
に
封
を
し
た
が
、
直
後
に
霊
元
天
皇
の
仰
せ
に
よ
り
上
皇
第
二
皇

子
幸
仁
親
王
が
封
を
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
四
月
一
二
日
に
は
勅
命
に
よ
っ
て

穂
波
経
尚
と
高
野
保
春
・
櫛
笥
隆
慶
が
封
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
〔
石
田
（
実
）
ａ
）
8
（

〕。

こ
の
間
、
二
月
二
三
日
に
は
近
衛
基
煕
に
上
皇
の
遺
書
一
通
が
贈
ら
れ
る
も
、
翌
々

二
五
日
に
は
子
細
が
あ
り
、
遺
書
の
返
却
が
求
め
ら
れ
て
い
る
）
9
（

。
こ
の
後
、
五
月

二
九
日
か
ら
六
月
一
日
に
か
け
て
霊
元
天
皇
や
近
衛
基
煕
、基
煕
室
常
子
内
親
王（
後

西
天
皇
妹
）、
基
煕
男
家
煕
、
家
煕
一
女
、
堯
恕
法
親
王
（
後
西
天
皇
弟
）
等
に
形
見

分
け
が
な
さ
れ
〔
基
煕
公
記
、
无
上
法
院
殿
御
日
記
、
堯
恕
法
親
王
記
、
基
量
卿
記
、
時

量
卿
御
記
〕、
さ
ら
に
七
月
末
に
い
た
り
上
皇
御
文
庫
の
主
だ
っ
た
蔵
書
が
霊
元
天

皇
に
進
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
七
月
三
〇
日
条
よ
り

一
、
後
西
院
御
文
庫
ニ
有
之
候
古
今
御
伝
受
之
箱

御
記
少
々
、
先
日
禁

中
へ
被
二

進
上
、一
今
日
又
残
御
記
・
額
写
等
尽
可
レ

入
二

御
文
庫
一

由
、

以（千
種
有
継
、柳
原
資
廉
）

二
両
伝
奏
一
平（時

量
）松中
納
言
へ
稲（正
往
）葉丹
後
守
申
之
、
件
之
御
記
、
半
分
余
御

代
々
之
宸
記
、
御
正
記
也
、
以
上
廿
箱
之
内
、
宸
記
分
八
箱
、
今
日
参
了
、
残

十
二
箱
令
二
紛
失
、一
不
レ
知
二
行
方
、一
若
臣
下
記
故
、
左（近
衛
基
煕
）

相
府
へ
被
レ
下
歟
、

内
々
和
歌
・
抄
物
・
御
記
等
可
レ
被
レ
下
由
、
後
西
院
兼
而
仰
之
由
也
、
依
左

府
出
頭
異
一レ

他
也
、
雖
レ
然
不
レ
被
レ
進
二
禁
中
、一
他
所
へ
可
レ
被
レ
下
義
、
不
レ
叶
二
其

理
一
之
由
、
公
武
御
沙
汰
治
定
之
間
、
唯
今
及
二
此
沙
汰
、一

残
十
二
箱
御
記

如
何
、
不
レ
知
二
子
細
、一
莫
レ
言
々
々
、
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古
今
伝
授
の
箱
に
つ
い
て
は
『
基
煕
公
記
』
同
年
七
月
二
八
日
条
に
「
従
二
禁

中
一
女
房
奉
書
到
来
、御
伝
授
御
箱
之
事
也
、此
間
之
事
難
レ
記
、為
レ
道
愁
歎
無
レ
極
、

落
涙
而
已
、」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
、
あ
る
い
は
後
西
上
皇

の
遺
志
と
し
て
は
基
煕
に
下
賜
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
）
10
（

。

崩
御
直
前
に
後
西
上
皇
が
ど
の
よ
う
な
書
籍
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
前
節
で
紹
介

し
た
『
葉
室
頼
業
記
』
の
記
事
か
ら
考
え
る
と
、
論
理
的
に
は
Ａ
寛
文
六
年
以
降
に

蒐
集
し
た
史
書
の
新
写
本
、
Ｂ
文
学
書
な
ど
史
書
以
外
の
新
写
本
、
Ｃ
古
写
本
等
貴

重
書
や
愛
玩
品
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
以
外
に
、
後
水
尾
法
皇
所
蔵
書
籍

を
転
写
し
た
新
写
本
が
寛
文
六
年
の
進
上
対
象
か
ら
除
か
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
が
、
進
上
し
た
七
〇
箱
の
大
部
分
に
目
録
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

結
局
、
除
外
さ
れ
る
こ
と
な
く
箱
に
入
っ
て
い
た
も
の
は
そ
の
ま
ま
進
上
さ
れ
た
と

見
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
（
別
箱
と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
後
西
上
皇
の
も
と
に
残
さ

れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）。
一
方
、『
基
量
卿
記
』
か
ら
崩
御
時
点
で
所
持
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
の
は
「
古
今
御
伝
受
之
箱
」
と
「
代
々
之
宸
記
」
八
箱
を
含
む
「
御

記
」、
そ
れ
に
「
額
写
」「
和
歌
・
抄
物
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
ａ
「
古

今
御
伝
受
之
箱
」
ｂ
「
代
々
之
宸
記
」
ｃ
「
額
写
」
は
霊
元
天
皇
が
接
収
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
山
御
文
庫
本
の
中
で
該
当
し
そ
う
な
も
の
を
探

す
と
、
ａ
勅
封
六
二

－
八
〜
一
一
、
六
三

－

七
、
六
八

－

七
、
ｂ
勅
封
六
七

－

一
・

二
、
六
七

－

五
の
一
部
、
一
〇
一

－

一
が
挙
げ
ら
れ
る
（
ｃ
は
お
そ
ら
く
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
未
撮
影
と
推
測
さ
れ
る
）。

こ
れ
以
外
に
後
西
上
皇
旧
蔵
書
を
検
討
す
る
上
で
有
用
な
史
料
と
し
て
勅
封

一
二
〇

－

一
三

－

二
『
御
本
御
目
録
』（
Ⅰ
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
田
島
公
氏

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、そ
の
後
、石
田
実
洋
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
〔
田
島
ｂ
、

石
田
（
実
）
ｄ
〕
が
、
後
西
上
皇
が
文
庫
を
整
理
し
た
際
に
作
成
し
た
折
紙
一
四
紙

か
ら
な
る
目
録
草
稿
で
、
そ
の
後
、
霊
元
天
皇
が
整
理
を
行
な
っ
た
際
に
も
使
用
し
、

書
き
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
、
両
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
を
本
稿
の

論
旨
に
関
わ
る
範
囲
で
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

①

現
状
は
、
三
紙
が
勅
封
一
二
〇

－

一
三

－

二

－

一

－

一
〜
三
と
し
て
、
つ
い
で

残
り
の
九
紙
が
勅
封
一
二
〇

－

一
三

－

二

－

二
〜
一
二
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る

（
以
下
、
本
節
で
は
た
と
え
ば
勅
封
一
二
〇

－

一
三

－

二

－

一

－

一
を
1

－

1
と
記
す

こ
と
と
す
る
）。
こ
の
う
ち
1
〜
10
ま
で
が
後
西
上
皇
が
記
し
た
も
の
（
一
部
に
霊

元
天
皇
の
追
記
あ
り
）
で
あ
り
、
残
り
の
11
・
12
が
霊
元
天
皇
の
筆
跡
と
考
え
ら

れ
る
。

②

12
を
除
い
た
各
紙
に
は
冒
頭
部
に
十
干
の
文
字
が
、
尾
部
に
十
二
支
の
文
字
が

記
さ
れ
て
い
る
（
1

－

2
と
6
・
7
は
十
干
の
み
。
ま
た
5
と
11
は
十
二
支
の
み
）。

十
干
は
後
西
上
皇
所
蔵
段
階
で
の
配
列
で
あ
り
、
そ
の
後
、
霊
元
天
皇
に
移
動
し

た
段
階
で
「
第
一
」
〜
「
第
十
一
」
の
序
数
が
割
り
振
ら
れ
、
現
物
と
の
照
合
が

行
な
わ
れ
て
、
不
足
目
録
と
し
て
の
12
が
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
5
と

11
も
合
わ
せ
て
十
二
支
の
番
号
が
割
り
振
ら
れ
た
。
十
干
の
番
号
の
対
応
関
係
で

不
足
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（「
戊
終
」「
己
」「
辛
」「
壬
」「
癸
」）
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
当
初
は
存
在
し
て
い
た
が
、
対
応
す
る
書
目
が
霊
元
天
皇
以
外
の
人
物
に

分
与
さ
れ
、
そ
の
蔵
書
群
と
と
も
に
移
動
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

③

書
名
に
付
さ
れ
た
圏
点
や
合
点
等
の
符
号
、
ま
た
追
記
は
、
断
定
は
で
き
な

い
が
霊
元
天
皇
の
可
能
性
が
高
い
（
石
田
氏
は
追
記
に
つ
い
て
「
ほ
と
ん
ど
霊
元
天

皇
の
筆
跡
の
よ
う
で
あ
る
が
、
後
西
天
皇
に
よ
る
も
の
か
、
と
思
し
き
追
記
も
存
す
る
」

と
す
る
）。
1

－

2
冒
頭
部
分
の
抹
消
さ
れ
た
書
目
は
大
部
分
が
現
在
陽
明
文
庫

に
伝
来
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
霊
元
天
皇
が
抹
消
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

に
後
西
上
皇
か
ら
直
接
近
衛
家
に
分
与
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
補
足
な
い
し
修
正
を
加
え
る
。

作
成
者
の
別
は
、
紙
質
が
異
な
る
点
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
1
〜

10
ま
で
は
紙
質
が
同
じ
で
あ
る
が
、
11
・
12
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

目
録
の
文
字
符
号
が
実
際
に
書
物
が
納
め
ら
れ
て
い
た
箱
と
対
応
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
5
は
十
干
の
番
号
が
割
り
振
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
内
容
が
同
じ
即
位
関
係
の
書
物
を
記
す
1

－

2
と
一
体
の
目
録
と

‘
①

‘
②
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し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
だ
か
ら
逆
に
1

－

2
に
は
十
二
支
が
記
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
）。
十
干
番
号
で
欠
け
て
い
る
部
分
が
第
三
者
の
も
と
に
移
動
し

た
と
想
定
す
る
説
は
魅
力
的
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
十
二
支
の
う
ち
「
午
」「
未
」

の
字
を
割
り
振
ら
れ
た
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
単
に
、
霊
元

天
皇
の
再
整
理
後
に
目
録
が
紛
失
し
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
な
お
石
田
氏

は
自
説
の
問
題
点
と
し
て
十
二
支
の
文
字
が
割
り
振
ら
れ
て
い
な
い
目
録
が
存
在

す
る
（
1

－

2
、
6
、
7
）
こ
と
も
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
1

－

2
に
つ
い

て
は
上
記
の
解
釈
で
説
明
で
き
る
。
6
・
7
に
つ
い
て
は
あ
る
い
は
目
録
所
載
書

目
の
多
く
が
現
高
松
宮
本
で
あ
る
こ
と
（
後
述
）
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

原
本
を
観
察
す
る
と
、
書
目
に
爪
点
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
稿
末

表
二
参
照
）。
爪
点
と
合
点
等
と
の
関
係
を
4
で
見
る
と
、
墨
筆
合
点
な
い
し
墨

抹
の
な
い
書
目
は
末
尾
の
二
点
を
除
い
て
爪
点
が
施
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ

る
（
三
番
目
に
記
さ
れ
る
『
禁
掖
秘
抄
』
は
墨
筆
合
点
を
抹
消
し
た
上
で
爪
点
が
施
さ

れ
て
い
る
）
こ
と
か
ら
、
4
に
関
し
て
は
墨
筆
合
点
に
よ
っ
て
書
目
照
合
が
な
さ

れ
た
後
に
爪
点
に
よ
る
書
目
照
合
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
追
記
に
つ

い
て
は
例
え
ば
4
の
『
吉
口
伝
目
録
』『
雑
事
』
の
「
輪
王
寺
宮
借
用
」、『
弁
官

至〔
要
〕

用
集
』の「
左
府
借
進
」は
後
西
上
皇
が
記
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う（
と

す
れ
ば
そ
れ
ら
と
の
位
置
関
係
か
ら
墨
筆
合
点
が
先
に
記
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
後

西
上
皇
が
記
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
）。
1

－

2
の
抹
消
書
目
に
つ
い
て
は
、

後
西
上
皇
が
直
接
近
衛
家
に
分
与
し
た
も
の
と
推
測
す
る
点
は
筆
者
も
同
様
に
考

え
て
い
る
〔
小
倉
（
慈
）
ａ
ｂ
〕
が
、
書
物
の
不
存
在
に
気
づ
い
た
際
に
書
目
を

抹
消
す
る
事
例
は
他
の
東
山
御
文
庫
本
の
目
録
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
分

与
し
た
後
西
上
皇
自
身
が
抹
消
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
）
11
（

。

次
に
『
御
本
御
目
録
』（
Ⅰ
）
に
記
載
さ
れ
る
書
目
と
現
存
本
と
の
対
応
関
係
に

つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
表
二
）。
こ
れ
は
既
に
石
田
氏
に
よ
っ
て
試
み

ら
れ
て
い
る
（
1
に
つ
い
て
は
田
島
氏
も
行
な
っ
て
い
る
）
が
、
石
田
氏
は
候
補
が
複

数
考
え
ら
れ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
省
く
な
ど
慎
重
な
態
度
を
と
ら
れ
た
の
で
、
こ

勅封120-13-2-1-3　『御本御目録』子（乙地）　宮内庁所蔵

‘
③
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こ
で
は
石
田
氏
の
表
作
成
後
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
公
開
さ
れ
た
東
山
御
文
庫
本

も
加
え
、推
測
も
交
え
つ
つ
積
極
的
に
対
応
関
係
を
比
定
し
て
み
る
こ
と
と
し
た（
稿

末
表
二
参
照
）。

こ
れ
ら
は
後
西
上
皇
崩
御
後
に
霊
元
天
皇
が
接
収
し
た
史
書
で
あ
る
。
十
干
番
号

の
う
ち
、
甲
は
上
下
、
乙
は
天
地
、
丙
は
乾
坤
、
丁
は
宇
宙
、
戊
は
始
（
終
）、
庚

は
方
円
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
箱
ず
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
仮
に
十
干
の
す
べ
て
が
二
箱
ず
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
全
二
〇
箱
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
基
量
卿
記
』
に
記
さ
れ
る
二
〇
箱
と
い
う
数
と
一
致
す
る
が
、

そ
れ
が
偶
然
な
の
か
あ
る
い
は
同
一
と
見
做
す
べ
き
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
も

か
く
も
、
1
〜
10
に
記
さ
れ
た
書
目
（
の
う
ち
霊
元
天
皇
に
よ
る
追
記
を
除
い
た
部
分
）

は
後
西
上
皇
が
崩
御
時
ま
で
所
有
し
、
そ
の
後
、
一
部
を
除
い
て
霊
元
天
皇
の
手
に

渡
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
な
か
に
は
1

－

1
の
16
や
18
・
21
、
2

の
12
、
6
の
5
〜
10
、
7
の
22
・
23
、
の
よ
う
に
古
写
本
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て

お
り
、
現
在
、
東
山
御
文
庫
に
伝
来
す
る
古
写
本
の
一
定
数
は
こ
の
時
に
禁
裏
に
入

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
先
に
後
西
上
皇
崩
御
後
に
霊
元
天
皇
の
手
に
渡
っ

た
蔵
書
群
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
内
の
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
後
西
上
皇
蔵
書
の
内
、
残
っ
た
文
学
書
）
12
（

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た

ら
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
久
保
木
秀
夫
氏
に
よ
っ
て
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
御
所
本
の

中
に
後
西
天
皇
の
副
本
作
成
事
業
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
写
本
が

一
〇
〇
点
近
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
久
保
木
ａ
ｂ
）
13
（

〕
が
、
総

体
と
し
て
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
禁
裏
本
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
）
14
（

。
こ
の
点
は
明
確
で
な
い
が
、
先
述
し
た
伝
授
や
折
に
触
れ
た

贈
物
を
除
き
、
大
部
分
は
後
西
上
皇
崩
御
後
に
霊
元
天
皇
の
手
に
渡
っ
た
と
考
え
て

お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
目
か
ら
東
山
御
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
る
諸
目
録
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず

注
目
さ
れ
る
目
録
と
し
て
、
外
題
に
霊
元
天
皇
の
筆
跡
で
「
禁
裏
目
録
四
季
恋
雑
擔

子
之
外
」
と
記
さ
れ
る
墨
付
七
丁
の
勅
封
六
九

－

五

－

三
『
禁
裏
目
録
』（
本
文
も
霊

元
天
皇
筆
）（
ⅰ
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
霊
元
天
皇
自
身
が
「
禁
裏
」
と
記
し
て
い
る
こ

と
か
ら
霊
元
天
皇
在
位
時
（
寛
文
三
年
〔
一
六
六
三
〕
〜
貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕）

の
禁
裏
目
録
と
考
え
ら
れ
る
が
、
冒
頭
に
は

古
今
伝
授

□勅
封檐

子

古
今
伝
授

□勅
封檐
子

秘

神
記
歌

□勅
封箱
入

出

和
漢
雑
々

□勅
封檐
子

出

□勅
封檐

子

歌
書
抄
物

□勅
封檐
子

古
抄

□勅
封箱

入

近
代
歌

□勅
封文

匣
入

　

□鑰
元在
御
前
、

和
已
後
之
和
歌

檐
目
六
在
御
前
、

子

□勅
封連

歌
和
漢
々
和

聯
句
等
之
筥
、

箱
目
六
在
御
前
、

入

塗
檐
子

一
个

○
雑
々
歌
書

長

勅
封

御
目
録
在
御
前
、

櫃
入

と
記
さ
れ
て
お
り
、
後
西
上
皇
旧
蔵
書
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
後
に
は

『
古
今
和
歌
集
』
等
具
体
名
を
記
し
た
書
目
一
〇
六
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
は
後
水
尾
天
皇
か
ら
後
西
天
皇
へ
伝
領
さ
れ
た
藤
原
定
家
筆
『
更
級
日
記
』

や
後
西
天
皇
筆
の
外
題
で
「
明
暦
」
印
を
持
つ
『
作
者
部
類
』〔
書
陵
部
五
〇
二

－

四
一
〇
〕
が
含
ま
れ
て
い
る
。
定
家
筆
『
更
級
日
記
』
は
後
西
上
皇
御
遺
物
と
し
て

霊
元
天
皇
に
進
上
さ
れ
た
〔
基
量
卿
記
貞
享
二
年
五
月
二
九
日
条
〕
も
の
な
の
で
、
こ

の
『
禁
裏
目
録
』（
ⅰ
）
は
貞
享
二
年
五
月
以
降
、
霊
元
天
皇
が
譲
位
す
る
貞
享
四

年
三
月
ま
で
の
間
の
内
容
を
記
し
た
禁
裏
の
歌
書
目
録
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
後
西
上

皇
旧
蔵
書
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
で
は
他
に
あ
っ
た
と
い
う
「
四
季
・
恋
・
雑
檐
子
」
に
関
す
る
目
録
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
は
り
霊
元
天
皇
自
身
が
記
し
た
勅
封
一
〇
二

－

三

－

三
八
『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）
が
参
考
に
な
る
。
同
目
録
は
墨
付
二
四
丁
で
、
あ
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る
段
階
で
の
霊
元
天
皇
の
蔵
書
目
録
と
考
え
ら
れ
る
）
15
（

が
、
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ

て
い
る
。春

上

「
代
々
御
集
」
等
68
点

春
下

「
後
鳥
羽
院
御
集
」
等
55
点
（
末
尾
部
分
は
別
筆
に
よ
る
追
記
）

春
小

「
青
表
紙
御
目
六
無
二
相
違
、一」

夏
小

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

夏

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

秋
上

「
御
目
録
無
二
相
違
、一」

秋
下

「
殿
宴
和
歌
」
等
62
点
（
行
間
追
記
あ
り
）

冬
大
小

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

雑
春

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

恋
小

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

雑
小

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

雑
夏

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

雑
秋

「
御
目
六
無
二
相
違
、一」

雑

「
藤
川
百
首
抄
出
」
等
61
点
（
末
尾
に
貼
紙
追
記
あ
り
）

雑
賀

（
二
十
数
点
記
す
も
×
印
に
て
全
部
抹
消
）

雑
冬

「
御
目
録
無
二
相
違
、一」

恋

「
新
撰
和
歌
」
等
34
点

雑
恋

「
詞
林
采
葉
抄
」
等
93
点
（
行
間
追
記
、
末
尾
追
記
あ
り
）

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
「
御
目
六
無
二
相
違
、一
」
等
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は

霊
元
天
皇
が
こ
の
目
録
を
作
成
す
る
以
前
に
目
録
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
が
、
そ
の
目
録
の
作
成
主
体
と
し
て
は
後
水
尾
天
皇
・
後
西
天
皇
・
霊
元
天
皇
自

身
の
三
人
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
同
目
録
で
具
体
的
に
書
名
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、
久
保
木
ａ
論
文
で
万
治
四
年
禁
裏
焼
失
以
前
に
後

西
天
皇
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
禁
裏
本
の
副
本
と
見
ら
れ
る
『
代
々
御
集
』〔
書
陵

部
五
〇
一

－

八
四
五
〕『
紅
塵
灰
集
』〔
書
陵
部
五
〇
一

－

六
五
五
〕『
慕
風
愚
吟
集
』〔
書

陵
部
五
〇
一

－
六
九
六
〕
が
春
上
の
中
に
、『
和
泉
式
部
集
』〔
書
陵
部
五
〇
一

－

四
二
〕

が
春
下
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
後
西
天
皇
の
歌
集
で
あ
る
『
鷖
巣
』〔
勅
封
六
八

－
一

－
一
、同
天
皇
自
筆
〕
が
春
下
の
中
に
）
16
（

、後
西
天
皇
筆
『
逍
遥
院
内
府
入
道
百
首
』

〔
書
陵
部
特
五
三
〕
が
秋
下
の
中
に
（
行
間
追
記
）、「
明
暦
」
印
を
持
つ
『
袖
中
抄
』

二
〇
冊
〔
Ｈ

－

六
〇
〇

－

四
三
六
〕
や
後
西
天
皇
外
題
〔
図
書
寮
典
籍
解
題
文
学
篇

六
六
頁
、
続
文
学
篇
二
五
頁
〕『
招
月
清
岩
和
歌
抄
』〔
書
陵
部
一
五
二

－

四
七
〕
お
よ

び
『
列
首
万
葉
』〔
書
陵
部
五
〇
一

－

六
七
一
〕
が
雑
恋
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
少
な
く
と
も
後
西
天
皇
旧
蔵
書
が
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
良
い
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
霊
元
天
皇
自
筆
・
東
山
天
皇
自
筆
と
考
え
ら
れ
る
書
目
も
あ
り
、

霊
元
天
皇
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
書
目
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
西
天
皇

旧
蔵
書
を
含
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
17
（

。
よ
っ
て
後
西
天
皇
の
蔵
書
を
検

討
す
る
上
で
、
こ
の
『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）
は
基
本
と
す
べ
き
資
料
の
一
つ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
以
上
の
『
禁
裏
目
録
』（
ⅰ
）
と
『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）
に
そ
の
後
の
増
加

も
合
わ
せ
て
整
理
し
直
し
た
の
が
勅
封
六
九

－

一

－

八
霊
元
天
皇
等
筆『
歌
道
目
録
』

（
外
題｢

歌
書
目
録｣

）（
ⅲ
）
お
よ
び
勅
封
六
九

－

五

－

六

－

一
霊
元
天
皇
筆
『
仙
洞

歌
書
御
目
録
』（
外
題｢

歌
書
目
録｣

）（
ⅳ
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
歌
道
目
録
』

（
ⅲ
）
に
つ
い
て
は
そ
の
重
要
性
を
田
島
氏
が
指
摘
し
〔
田
島
ｂ
〕、
そ
れ
を
承
け
て

酒
井
氏
が
検
討
を
加
え
〔
酒
井
ａ
〕、
さ
ら
に
小
川
氏
が
「
有
栖
川
宮
に
譲
渡
さ
れ

る
直
前
の
書
目
を
書
き
上
げ
た
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
〔
小
川
ｂ
〕。
酒
井
氏
は
勅

封
六
九

－

五

－

六

－

二
霊
元
天
皇
筆
『
仙
洞
新
写
歌
書
目
録
御
土
代
』（
外
題｢

新

写
歌
書
目
六｣

）（
酒
井
氏
自
身
は
勅
封
六
九

－

五

－

六

－

一
の
『
仙
洞
歌
書
御
目
録
』
と

誤
表
記
）
18
（

し
て
い
る
）
に
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
書
写
の
『
古
今
金
玉
集
』〔
現
高
松

宮
本
Ｈ

－

六
〇
〇

－

一
二
五
七
〕
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
享
保
九
年

頃
の
霊
元
法
皇
所
蔵
の
歌
書
の
目
録
で
あ
る
と
し
、『
公
宴
続
歌
』
に
関
す
る
同
目

録
と
の
対
比
か
ら『
歌
道
目
録
』も
そ
の
頃
の
目
録
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〔
酒

井
ａ
〕。
論
理
的
に
は
酒
井
説
以
外
の
考
え
方
も
成
り
立
つ
可
能
性
が
あ
る
が
、
内
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容
上
、『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）
よ
り
後
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
霊
元
法
皇
晩
年

の
蔵
書
目
録
と
見
る
こ
と
自
体
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に『
歌
道
目
録
』

（
ⅲ
）
は
折
帖
で
、
表
面
冒
頭
に
黒
塗
檐
子
の
「
廿
一
代
集
」
な
ど
個
別
の
檐
子
や

箱
に
入
っ
て
い
る
書
目
七
三
点
が
書
き
上
げ
ら
れ
（
お
手
許
に
置
か
れ
た
も
の
か
）、

つ
い
で
「
元
和
已
後
和
歌
」
一
檐
子
、「
連
歌
」
一
檐
子
、
そ
れ
か
ら
「
百
首
懐
紙

透
写
」
一
〇
巻
と
「
七
夕
三
首
懐
紙
透
写
」
一
巻
の
一
箱
、
つ
い
で
「
冰

甲
乙
／

四
季
恋
雑

大
／
同

小
／
雑
四
季
恋
賀
／
和
歌
抄
／
歌
書
抄
／
和
歌
雑
々
」
と
記

さ
れ
、
十
数
丁
の
白
紙
を
は
さ
ん
だ
後
、
春
大
・
春
小
・
夏
大
・
夏
小
・
秋
大
の
内

訳
が
、
続
い
て
裏
面
に
秋
小
・
冬
大
・
冬
小
・
恋
大
・
恋
小
・
雑
大
・
雑
小
・
雑
春
・

雑
夏
・
雑
秋
・
雑
冬
・
雑
恋
・
雑
賀
・
和
歌
抄
・
歌
書
抄
・
和
歌
雑
々
の
内
訳
が
記

さ
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
（
な
お
、
註
（
41
）
も
参
照
）。

一
方
、『
仙
洞
歌
書
御
目
録
』（
ⅳ
）
の
方
は
、
冒
頭
に
「
古
今
集
古
本
」「
九
十

賀
記
為
家
卿
筆
、

奧
定
家
筆
、」「
悠
紀
方
屏
風
歌
為
家
卿
筆
、」
が
内
裏
に
進
め
ら
れ
、「
栄
花
物
語

新
写
」
が
大
樹
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
仙
洞
」
の
目
録
で

あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
つ
い
で
「
和
」
上
中
下
一
棹
、
可
・

各
一
棹
、「
東
戸
棚
之
内
／
南
戸
棚
之
内
」、
寛
文
三
年
以
来
の
詠
草
や
懐
紙
・
短
冊

類
を
納
め
た
永
・
会
各
一
棹
、
と
い
う
構
成
が
示
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
和
上
中
下
の
内

訳
、
和
上
長
持
の
内
の
甲
檐
子
の
内
訳
、
和
下
長
持
の
内
の
乙
檐
子
・
伊
抄
檐
子
・

三
抄
檐
子
・
詩
文
章
檐
子
の
内
訳
、
抄
長
持
の
内
の
抄
物
檐
子
・
入
薫
箱
の
内
訳
が

記
さ
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
（
途
中
、
抄
之
長
持
の
内
の
古
檐
子
・
歌
書
抄

物
檐
子
に
つ
い
て
は
檐
子
の
内
に
目
録
が
あ
る
旨
記
さ
れ
る
）。
和
上
長
櫃
の
中
に
は「
古

今
伝
授
箱
」
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
霊
元
上
皇
の
手
許
に
置
か
れ
た
書
籍
の
目
録

と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

今
後
、
こ
れ
ら
書
目
と
現
存
本
と
の
対
比
を
行
な
い
、
後
西
上
皇
旧
蔵
書
の
霊
元

天
皇
蔵
書
へ
の
混
雑
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

❸
幸
仁
親
王
へ
の
分
与

後
西
上
皇
よ
り
生
前
、
ま
た
崩
御
時
に
近
衛
基
煕
に
書
物
を
分
与
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
こ
と
を
前
節
で
述
べ
た
が
、「
は
し
が
き
」
で
述
べ
た
よ
う
に
後
西
天
皇
皇
子

幸
仁
親
王
も
上
皇
旧
蔵
書
を
伝
領
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
）
19
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
後
西
上
皇

よ
り
直
接
、
賜
与
さ
れ
た
と
見
る
説
が
通
説
で
あ
る
〔
小
倉
（
慈
）
ａ
ｂ
、
酒
井
ｄ
〕

が
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
証
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
）
20
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
確
認

す
る
と
、
後
西
天
皇
の
蔵
書
印
で
あ
る
「
明
暦
」
印
に
加
え
、
幸
仁
親
王
の
蔵
書
印

で
あ
る
「
幸
仁
」
印
な
い
し
「
幸
」
印
を
持
つ
書
物
が
高
松
宮
本
中
に
三
四
点
存
す

る
〔
小
倉
（
慈
）
ｂ
）
21
（

〕。
し
た
が
っ
て
あ
る
段
階
で
後
西
天
皇
の
蔵
書
が
幸
仁
親
王
の

手
に
渡
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
）
22
（

。
ま
た
か
つ
て
和
田
英
松
氏
は
以
下
の
奥
書
を
持

つ
『
水
日
集
』
写
本
を
蔵
し
て
い
た
〔
和
田
三
九
六
頁
〕。

右
水
日
集
上
下
、
凡
歌
数
八
百
九
十
六
首
者
、
後
西
院
御
製
勅
名
の
集
に
て
、

則
宸
翰
の
御
本
有
栖
川
兵
部
卿
親
王
御
所
持
也
、
不
思
議
に
伝
写
し
侍
り
ぬ
、

正
奇
宝
と
し
奉
る
べ
き
も
の
な
り
、

元
禄
九
歳
子
初
秋
初
九

松
残
子

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
の
有
栖
川
宮
家
当
主
は
幸
仁
親
王
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

と
き
以
前
に
同
親
王
が
後
西
天
皇
自
筆
の
『
水
日
集
』
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。『
水
日
集
』
は
「
貞
享
元
年
十
二
月
廿
日
ま
で
年
月
の
順
に
の
せ
ら
れ
た

れ
ば
、
御
詠
の
を
り
〳
〵
、
書
と
め
さ
せ
給
ひ
し
も
の
に
て
、
崩
御
あ
ら
せ
ら
れ
し

は
、
翌
二
年
二
月
二
十
二
日
な
れ
ば
、
殆
ど
最
後
の
御
製
を
も
収
め
ら
れ
た
る
も
の

な
ら
ん
か
」〔
和
田
三
九
六
頁
〕
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、少
な
く
と
も
こ
の
『
水
日
集
』

に
つ
い
て
は
後
西
上
皇
崩
御
直
前
か
ら
元
禄
九
年
ま
で
の
間
に
幸
仁
親
王
に
対
し
て

賜
与
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
西
天
皇
自
筆
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
恐

ら
く
御
由
緒
品
と
し
て
形
見
分
け
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
だ
と

す
れ
ば
、
こ
れ
を
も
っ
て
後
西
天
皇
か
ら
幸
仁
親
王
へ
の
蔵
書
の
賜
与
を
一
般
化
す
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［「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程］……小倉慈司

る
こ
と
は
難
し
い
。

一
方
、
Ｈ

－

六
〇
〇

－

二
一
伝
藤
原
信
実
筆
・
霊
元
天
皇
賛
『
柿
本
人
麿
像
』
に

は
鑑
定
極
札
が
付
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
包
紙
に
「
従
二
仙（霊
元
）洞一

兵（幸
仁
親
王
）

部
卿
宮
御
拝
領

人
丸
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
霊
元
天
皇
譲
位
後
、
幸
仁
親
王
が
兵
部
卿
で
あ
っ
た

時
期
（
貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕
〜
元
禄
一
〇
年
〔
一
六
九
七
〕）
に
、
霊
元
上
皇
よ
り

親
王
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
〔
中
村
〕。
し
か
し
こ
れ
も
恐
ら

く
は
和
歌
に
関
す
る
伝
授
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
（
元
禄
元
年
一
二

月
一
六
日
に
和
歌
天
仁
遠
波
伝
授
を
受
け
て
い
る
〔
霊
元
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記
〕
の
で
、

こ
れ
が
候
補
に
挙
げ
ら
れ
る
）、
こ
れ
を
霊
元
天
皇
か
ら
幸
仁
親
王
へ
の
贈
与
の
一
般

例
と
見
做
す
こ
と
も
難
し
い
。

こ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
状
況
証
拠
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
関
係
資
料
を

追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
『
有
栖
川
宮
日
記
』
に
よ
れ
ば
、貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
『
岷
江
入
楚
』

や
「
詩
歌
合
」
を
後
西
天
皇
第
四
皇
子
義
延
法
親
王
・
後
西
天
皇
第
五
皇
子
天
真
法

親
王
・
梅
小
路
共
方
に
貸
す
〔
三
月
二
四
日
・
二
八
日
、
閏
三
月
二
五
日
、
五
月
二
八

日
条
等
〕
一
方
、
中
院
通
茂
か
ら
「
後
西
院
様
御
会
之
写
御
本
十
五
冊
」
を
借
り
て

返
し
て
い
る
〔
閏
三
月
二
日
条
〕
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
、
必
ず
し
も
蔵
書
量
が
充
分

で
は
な
か
っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
）
23
（

。
貞
享
三
年
一
一
月
二
〇
日
に
は
霊
元
天
皇
の
命

に
よ
り
「
易
抄
十
三
冊
」
を
献
上
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
が
後
西
天
皇
と
関
係
の
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
は
飛
鳥

井
家
よ
り
「
新
拾
遺
・
続
後
拾
遺
」「
後
撰
・
後
拾
遺
」「
新
勅
撰
・
新
後
撰
・
風
雅
・

新
後
拾
遺
」「
続
後
撰
・
続
千
載
・
新
千
載
・
新
続
古
今
」
等
の
歌
集
を
借
用
し
た

り
返
却
し
た
り
し
て
い
る
〔
四
月
二
二
日
、
六
月
二
四
日
条
〕。
幸
仁
親
王
薨
去
後
の

元
禄
一
二
年
二
七
日
に
は
清
水
谷
実
業
よ
り
「
為
家
卿
集
）
24
（

」「
具
起
卿
詠
」「
歌
書
写

本
」「
花
山
院
御
筆
巻
物
」「
大
臣
名
」
等
が
返
却
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
幸

仁
親
王
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
年
一
〇
月
九
日
に
は
竹
内
惟
庸
に

幸
仁
親
王
が
借
用
し
て
い
た
「
源
氏
小
本
十
冊
・
と
し
た
ち
二
冊
」
を
、
清
水
谷
実

業
に
「
と
し
た
ち
十
二
冊
」
を
返
却
し
て
い
る
。

次
に
第
二
節
で
触
れ
た
『
時
量
卿
御
記
』
に
よ
れ
ば
、
後
西
上
皇
崩
御
後
、
平
松

時
量
・
高
野
保
春
ら
が
御
文
庫
に
封
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
霊
元
天
皇
の
命
に

よ
っ
て
さ
ら
に
封
を
加
え
た
の
は
幸
仁
親
王
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
幸
仁
親
王
自
身
の

願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
平
松
時
量
は
後
に
な
っ
て
京
都
所
司
代
稲
葉
正
往
よ
り

聞
い
て
お
り
、
幸
仁
親
王
を
非
難
し
て
い
る
が
、
四
十
九
日
が
過
ぎ
た
後
は
再
び
勅

命
に
よ
っ
て
、
今
度
は
穂
波
経
尚
・
高
野
保
春
・
櫛
笥
隆
慶
が
封
を
す
る
こ
と
に
変

更
さ
れ
、
幸
仁
親
王
は
排
除
さ
れ
た
〔
同
記
二
月
二
二
日
、
三
月
四
日
、
四
月
一
二
日
・

一
三
日
条
〕。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
西
天
皇
第
一
皇
子

で
女
御
明
子
女
王
が
生
ん
だ
唯
一
の
皇
子
で
も
あ
っ
た
八
条
宮
長
仁
親
王
は
既
に
薨

去
し
て
お
り
、
第
三
皇
子
永
悟
法
親
王
も
薨
去
、
同
母
弟
の
第
四
皇
子
義
延
法
親
王

が
六
歳
下
（
第
五
〜
第
七
皇
子
も
出
家
し
て
い
る
）、
八
条
宮
を
継
い
だ
第
八
皇
子
尚

仁
親
王
は
ま
だ
一
五
歳
で
元
服
前
（
翌
貞
享
三
年
に
元
服
）
と
い
う
状
況
を
考
え
れ

ば
、
た
と
え
近
衛
基
煕
が
格
別
な
寵
愛
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
第
二
皇
子
で
有

栖
川
宮
家
当
主
で
も
あ
る
幸
仁
親
王
が
後
西
上
皇
蔵
書
の
か
な
り
の
部
分
を
受
け
継

ぐ
こ
と
は
社
会
的
に
自
然
な
こ
と
と
言
え
る
。
最
終
的
に
後
西
上
皇
蔵
書
を
接
収
し

た
の
が
霊
元
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
幸
仁
親
王
が
願
い
出
た
と

い
う
よ
り
は
霊
元
天
皇
が
幸
仁
親
王
を
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
実
際
、
後
西
上
皇
の
遺
書
は
幸
仁
親
王
宛
が
一
通
、
尚
仁
親
王
と
第
六
皇

子
公
弁
親
王
宛
が
一
通
、
近
衛
基
煕
宛
が
一
通
、
平
松
時
量
と
高
野
保
春
宛
が
一
通

と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
〔
基
煕
公
記
、
註
（
9
）
参
照
〕。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
貞
享
二
年
一
二
月
に
在
京
の
水
戸
史
館
員
が
「
後
西
院
様
御

本
」「
後
西
院
様
御
記
録
」
に
つ
い
て
有
栖
川
宮
家
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
〔
大

日
本
史
編
纂
記
録
〕
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。「
有
栖
川
様
御
記
録
ハ
後
西
院
様
御
本
共
ニ

御
座
候
様
ニ
達
二
御
耳
一
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
西
上
皇
旧
蔵
書
が
有
栖
川
宮
家

に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
水
戸
史
館
員
に
と
っ
て
も
自
然
な
理
解
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
に
対
し
、『
大
日
本
史
編
纂
記
録
』
は
「
後
西
院
御
記
録
ハ
壱
巻
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も
有（幸
仁
親
王
）

栖
川
様
ヘ
ハ
不
レ
被
レ
遣
、
八（尚
仁
親
王
）

条
様
・
聖（道
祐
法
親
王
）

護
院
様
・
毘（公
弁
法
親
王
）

沙
門
堂
様
御
三
所
へ
皆
々

御
譲
被
レ
遊
候
、
両
御
門
主
に
ハ
御
用
ニ
無
二
御
座
一
候
間
、
皆
々
八
条
様
へ
可
レ
被

レ
進
と
内
々
両
御
門
主
被
レ
仰
候
故
、
御
本
共
参
候
ハ
ヽ
殿（徳
川
光
圀
）

様
御
用
ニ
立
可
レ
申
物
も

可
レ
有
二
御
座
一
と
生（永
盛
）嶋玄

蕃
頭
被
二
申
談
一
候
、
然
処
禁
中
へ
書
目
録
叡
覧
被
レ
遊
、

珍
敷
物
者
皆
々
御
取
被
レ
成
、
流
布
之
物
斗
八
条
様
へ
被
レ
遣
候
、
殿
様
ゟ
御
献
上
被

レ
遊
候
一
代
要
記
も
旧
本
・
新
写
両
部
共
ニ
官
庫
へ
納
り
申
候
、
残
念
至
極
奉
レ
存
由

玄
蕃
頭
被
レ
申
候
、」
と
八
条
宮
諸
大
夫
生
嶋
永
盛
の
談
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
旧
稿
〔
小
倉
（
慈
）
ａ
〕
で
は
「
明
暦
」
印
が
捺
さ
れ
た
幸
仁
親
王
蔵
書
が

確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
有
栖
川
宮
家
と
八
条
宮
家
が
「
借
用
を
断
る
た
め
に
述
べ

た
虚
言
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
」
と
記
し
た
が
、
徳
川
光
圀
編
纂
詞
文
集

に
後
西
院
が
「
扶
桑
拾
葉
集
」
の
名
を
与
え
た
り
〔
扶
桑
拾
葉
集
序
〕、『
一
代
要
記
』

の
献
上
を
受
け
る
な
ど
後
西
天
皇
と
水
戸
徳
川
家
と
の
関
係
は
良
好
で
あ
り
、
そ
の

関
係
は
例
え
ば
元
禄
一
二
年
の
幸
仁
親
王
薨
去
時
に
徳
川
光
圀
に
御
遺
物
を
贈
進
し

て
い
る
〔
有
栖
川
宮
日
記
同
年
一
〇
月
一
六
日
条
参
照
〕
よ
う
に
、
幸
仁
親
王
の
時
代

に
も
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
有
栖
川
宮
家
が
水
戸
徳
川
家

に
対
し
て
冷
淡
な
態
度
を
と
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
見
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
や
は
り
幸
仁
親
王
へ
は
後
西
上
皇
旧
蔵
書
は
分
与
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
水
戸
史
館
員
が
尋
ね
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
水
戸
史
館
員
は
後
西
上
皇
旧
蔵
書
一
般
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
の
で
は
な

く
、「
後
西
院
様
御
記
録
」
つ
ま
り
後
西
上
皇
旧
蔵
書
の
う
ち
の
史
書
に
つ
い
て
問

い
合
わ
せ
た
の
で
あ
り
、
有
栖
川
宮
家
・
八
条
宮
家
の
回
答
も
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
回
答
を
も
っ
て

後
西
上
皇
旧
蔵
書
が
全
く
幸
仁
親
王
の
も
と
に
渡
ら
な
か
っ
た
証
左
と
見
做
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
決
め
手
は
な
い
が
、
天
和
か
ら
宝
永
・
正
徳
頃
に
か
け
て
霊
元
天

皇
は
活
発
に
歌
書
収
集
を
行
な
っ
て
お
り
〔
酒
井
ａ
ｃ
〕、
幸
仁
親
王
が
薨
去
す
る

元
禄
一
二
年
ま
で
の
間
に
霊
元
天
皇
が
後
西
天
皇
旧
蔵
書
（
そ
の
中
に
は
「
明
暦
」

印
が
捺
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
）
を
下
賜
す
る
だ
け
の
理
由
と
な
る
事
由
は
見
出

せ
な
い
。
後
西
上
皇
が
生
前
に
歌
書
を
中
心
と
し
た
蔵
書
の
一
部
を
幸
仁
親
王
に
与

え
て
い
た
か
、
崩
御
時
の
遺
物
贈
与
の
一
部
が
霊
元
天
皇
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
か

の
ど
ち
ら
か
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

❹
後
西
天
皇
の
書
籍
収
集
の
目
的

こ
れ
ま
で
三
節
に
わ
た
っ
て
後
西
天
皇
の
蔵
書
が
霊
元
天
皇
、
ま
た
幸
仁
親
王
の

手
に
渡
る
過
程
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
後
西
天
皇
は
な
ぜ
書
籍
収
集
を

行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
科
道
安
著
『
槐
記
』
享
保
九
年

（
一
七
二
三
）
の
記
述
が
影
響
を
与
え
て
き
た
。

後
西
院
ハ
、
各
別
ノ
遠
慮
ア
リ
シ
君
也
、
新
院
ニ
ヲ
リ
イ
サ
セ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ
、

唯
一
向
ニ
禁
中
ノ
御
記
録
ヲ
、
御
宸
筆
ニ
テ
大
方
ノ
コ
ラ
ズ
遊
バ
サ
レ
テ
、
両

部
ト
ナ
シ
、
院
ノ
御
文
庫
ニ
収
メ
ラ
レ
タ
リ
、
初
ハ
イ
ラ
ザ
ル
御
事
也
ト
思
ヒ

シ
ガ
、
果
シ
テ
右
（
筆
者
注
…
文
脈
上
、
後
光
明
院
の
代
を
指
す
が
、
正
し
く
は

万
治
四
年
〔
一
六
六
一
〕
の
こ
と
）
ノ
炎
上
ニ
一
冊
モ
ノ
コ
ラ
ズ
焼
失
タ
レ
ド
モ
、

此
新
写
遺
リ
シ
故
ニ
コ
ソ
、
今
ノ
御
記
ノ
分
ハ
皆
、
後
西
院
ノ
宸
翰
也
ト
仰
ラ

ル
、（
九
月
七
日
）

こ
の
記
事
に
は
火
災
の
時
期
な
ど
一
部
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

〔
平
林
、
田
島
ａ
〕
が
、
書
籍
収
集
の
目
的
と
い
う
点
か
ら
は
再
検
討
が
な
さ
れ
て
来

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
禁
裏
の
火
災
に
備
え
て
禁
裏
本
の
副
本
を
作
成
し
た
と
い
う

理
解
で
あ
る
。
し
か
し
後
西
天
皇
に
よ
る
禁
裏
本
の
副
本
作
成
事
業
は
践
祚
以
前
か

ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
〔
久
保
木
ａ
〕、
禁
裏
本
の
副
本
と
し
て
作
成
し
た
の
で

あ
れ
ば
そ
も
そ
も
後
水
尾
法
皇
の
仰
せ
を
待
つ
ま
で
も
な
く
譲
位
と
と
も
に
霊
元
天

皇
に
譲
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
）
25
（

、
禁
裏
本
以
外
の
副
本
も
作
成
し
て
い
る
こ
と
〔
葉

室
頼
業
記
寛
文
六
年
三
月
二
四
日
条
〕
な
ど
か
ら
見
て
も
、
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。



365

［「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程］……小倉慈司

そ
う
で
は
な
く
後
西
天
皇
に
と
っ
て
の
副
本
作
成
事
業
は
、
第
一
に
自
分
の
た
め
―

自
分
の
手
許
に
置
い
て
お
く
た
め
―
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
西
天

皇
は
あ
く
ま
で
も
弟
高
貴
宮
（
識
仁
親
王
、
霊
元
天
皇
）
が
成
長
す
る
ま
で
の
中
継

ぎ
の
天
皇
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
禁
裏
の
書
籍
が
自
由
に
な
る
の
は
在
位
中
の
間
だ

け
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
副
本
作
成
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
譲
位
後
も
収

集
に
努
め
て
蓄
積
し
た
蔵
書
は
、
最
終
的
に
は
大
部
分
を
自
分
の
皇
子
に
譲
る
こ
と

を
考
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、第
二
節
で
言
及
し
た『
御

本
御
目
録
』（
Ⅰ
）
の
1

－

2
で
冒
頭
の
書
目
1
〜
14
の
一
四
点
が
抹
消
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
説
明
が
つ
け
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
書
目
は
す
べ

て
天
皇
の
元
服
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
15
の
『
代
々
御
元
服
』
は
勅

封
一
四
三

－

四
四
に
当
た
る
と
す
れ
ば
、
天
皇
元
服
・
皇
太
子
元
服
・
親
王
元
服
の

順
で
歴
代
天
皇
の
元
服
年
月
日
お
よ
び
年
齢
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
16
以
下
は
親

王
元
服
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
元
服
に
関
す
る
史
料
だ
け
が
抹
消
さ

れ
、
近
衛
基
煕
に
譲
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
天
皇
元
服
に
お
い
て
は

原
則
と
し
て
摂
政
太
政
大
臣
が
加
冠
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
摂
関
家
に

と
っ
て
重
要
な
儀
式
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
親
王
元
服
に
お
い
て
も
摂

関
が
加
冠
役
を
勤
め
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ぜ
天
皇
元
服
だ

け
が
特
別
扱
い
さ
れ
た
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
。筆
者
は
、こ
れ
ら『
御
本
目
録
』（
Ⅰ
）

に
挙
げ
ら
れ
た
書
目
は
、
本
来
、
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
（
も
し
く
は
八
条
宮
尚
仁
親
王
）

に
譲
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
天
皇
元
服
に
関
す
る
史
料
を
宮
家
の
当
主
が
所
有
す
る
こ
と
は
、
霊
元

天
皇
の
疑
惑
を
招
く
、
あ
る
い
は
霊
元
天
皇
に
と
っ
て
何
ら
か
の
口
実
を
与
え
る
危

険
性
が
あ
る
と
後
西
上
皇
は
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
西
上
皇
が
崩
御
す

る
四
年
前
の
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
に
は
皇
位
継
承
予
定
者
で
あ
っ
た
一
宮
を
霊

元
天
皇
が
強
引
に
出
家
さ
せ
、
一
宮
の
外
祖
父
小
倉
実
起
ら
を
処
分
、
五
宮
を
儲
君

に
治
定
す
る
と
い
う
小
倉
事
件
が
起
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
緊
張
状
況
の
中
で
、
後

西
上
皇
は
蔵
書
の
行
く
末
に
つ
い
て
も
深
く
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
結
果
、
あ
る

段
階
で
天
皇
元
服
関
係
史
料
を
近
衛
基
煕
に
分
与
し
た
、と
推
測
し
て
お
き
た
い（
な

お
、『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
七
月
三
〇
日
条
に
て
推
測
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
外

に
も
基
煕
に
賜
わ
っ
た
書
籍
も
あ
っ
た
）
26
（

）。

❺
霊
元
天
皇
に
よ
る
後
西
上
皇
旧
蔵
書
の
管
理

霊
元
天
皇
は
後
西
上
皇
旧
蔵
書
を
接
収
し
て
後
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
そ
の
問
題
の
解
明
を
試
み
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
寛
文
六
年
に
後
西
上
皇
よ
り
霊
元
天
皇
に
進
上
さ
れ
た
書

籍
が
そ
の
後
、
代
々
の
天
皇
に
伝
え
ら
れ
禁
裏
文
庫
本
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、霊
元
天
皇
が
三
四
歳
で
皇
子
の
東
山
天
皇
に
譲
位
し
た
後
、

七
九
歳
ま
で
齢
を
保
っ
た
の
に
対
し
、
東
山
天
皇
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に

三
五
歳
で
中
御
門
天
皇
に
譲
位
、
そ
の
年
の
内
に
急
逝
し
た
た
め
、
蔵
書
の
動
き
は

単
線
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、ま
ず
酒
井
氏
の
研
究〔
酒

井
ａ
ｂ
〕
を
も
と
に
史
書
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

霊
元
天
皇
が
東
山
天
皇
に
譲
位
し
た
の
は
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
三
月
二
一
日

で
あ
る
が
、『
光
栄
卿
記
』
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
四
月
一
四
日
条
に
は
、

凡
東
山
院
即
位
時
、
従
二
法（霊
元
）皇一

被
二
譲
申
一
御
記
筥
八
十
三
合
、
外
檐
子
也
、

其
後
又
一
合
二
合
法
皇
被
レ
召
レ
之
、
度
々
有
二
出
入
事
、一
仍
先
日
出
二
御
御
文

庫
一
被
レ
改
レ
之
云
）々
27
（

、

と
あ
り
、
東
山
天
皇
が
即
位
し
た
段
階
で
八
三
合
の
「
御
記
筥
」
と
「
檐
子
」
が
譲

ら
れ
た
と
い
う
。「
東
山
院
即
位
時
」
と
い
う
の
は
烏
丸
光
栄
の
記
憶
違
い
で
、
石

田
俊
氏
が
指
摘
し
た
『
基
量
卿
記
』
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
五
月
一
五
日
条
等
の

記
事
に
よ
り
〔
石
田
（
俊
）〕
元
禄
五
年
六
月
二
七
日
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
（
筥
数

に
つ
い
て
『
基
量
卿
記
』
同
年
六
月
二
六
日
条
に
は
八
〇
合
分
の
目
録
を
基
量
が
書

い
た
と
見
え
る
）
28
（

）。「
檐
子
」
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、御
記
筥
八
三
合
は
、

寛
文
六
年
後
西
進
上
御
記
七
〇
合
に
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
正
月
に
徳
川
綱
吉
か
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ら
献
上
さ
れ
た
『
日
次
記
』
等
の
写
本
〔
基
量
卿
記
同
月
二
六
日
条

石
田
（
実
）
ｂ
〕

や
霊
元
天
皇
が
書
写
さ
せ
た
史
書
関
係
の
書
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
（『
日

次
記
』
の
ほ
か
、
宝
永
四
年
〔
一
七
〇
七
〕
段
階
の
禁
裏
文
庫
の
蔵
書
目
録
と
さ
れ
る
京

都
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
菊
亭
文
庫
本
『
禁
裏
御
記
録
目
録
』〔
菊
キ
三
三
〕〔
田
島
ｃ
参
照
〕

に
見
え
る
「
年
代
記
之
類
」「
奏
事
目
録

散
状
」
な
ど
が
候
補
に
挙
げ
ら
れ
る
）
29
（

）。

「
其
後
又
一
合
二
合
法
皇
被
レ
召
レ
之
、」
の
部
分
に
つ
い
て
は
酒
井
氏
は
霊
元
上

皇
が
筥
を
追
加
し
て
天
皇
の
も
と
に
送
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ

う
で
は
な
く
、
一
旦
、
東
山
天
皇
に
渡
し
た
八
三
合
の
筥
の
中
か
ら
一
合
・
二
合
ず

つ
霊
元
上
皇
が
再
び
借
り
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
天

皇
（
中
御
門
天
皇
）
が
御
文
庫
に
出
御
し
て
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
『
光
栄
卿
記
』（
お
よ
び
『
基
量
卿
記
』）
の
記
事
か
ら
は
、
史
書
関
係
の
書

籍
に
つ
い
て
は
元
禄
五
年
六
月
に
、
寛
文
六
年
後
西
上
皇
進
上
御
記
に
そ
の
後
の
増

加
分
を
加
え
た
も
の
（
霊
元
上
皇
が
所
有
す
る
す
べ
て
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
）

が
天
皇
に
譲
ら
れ
、
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
東
山
天
皇
か
ら
中
御
門
天
皇
に
引
き
継

が
れ
た
こ
と
、
但
し
中
に
は
霊
元
上
皇
が
再
び
仙
洞
に
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
点
を
霊
元
天
皇
（
お
よ
び
東
山
・
中
御
門
・
桜
町
天
皇
）
の
文
庫
の
内
、
行
幸
・

御
幸
関
係
の
史
料
を
収
め
て
い
た
箱
の
目
録
で
あ
っ
た
勅
封
一
三
〇

－

一
〜
六
『
御

入
記
目
録
』（
以
下
、
本
節
で
は
1
〜
6
と
表
記
す
る
）
に
記
載
さ
れ
る
書
目
を
検
討

す
る
こ
と
で
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
目
録
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ

の
中
に
寛
文
六
年
後
西
上
皇
進
上
本
と
後
西
上
皇
崩
御
後
の
霊
元
天
皇
接
収
本
が
含

ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
目
録
に
記
載
さ
れ
る
書
目
の
多
く
が
東
山
御
文

庫
本
と
高
松
宮
本
と
に
分
か
れ
て
現
存
す
る
こ
と
、
年
月
日
を
記
し
た
不
足
目
録
や

追
加
目
録
な
ど
が
中
に
含
ま
れ
て
詳
細
が
判
明
す
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。

1
〜
2
が
霊
元
天
皇
の
筆
に
よ
る
『
御
入
記
目
録
』（
1
が
「
行
幸
」、2
が
「
御
幸
」）、

3
が
元
禄
一
五
年
七
月
二
六
日
の
日
付
を
持
つ
『
不
足
目
録
』、
4
が
中
御
門
天
皇

筆
『
御
追
加
目
録
』、
5
が
行
幸
に
関
す
る
桜
町
天
皇
筆
『
御
追
加
目
録
』、
6
が
御

幸
に
関
す
る
桜
町
天
皇
筆
『
御
新
加
目
録
』
で
あ
る
。
目
録
の
記
載
と
現
存
本
と
を

対
照
さ
せ
た
表
を
作
成
し
た
）
30
（

（
稿
末
表
三
）。

1
に
は
行
幸
に
関
す
る
記
録
六
三
点
（
内
四
点
は
抹
消
）
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
う
ち
40
の
「
聚
楽
行
幸
記
」
以
下
に
は
末
尾
の
62
63
を
除
き
「
新
加
」
と
注

記
さ
れ
て
い
る
。
62
63
は
明
ら
か
に
追
筆
で
あ
り
、
注
記
を
書
き
漏
ら
し
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、40
以
降
す
べ
て
が「
新
加
」と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。「
新

加
」
と
注
記
さ
れ
た
書
目
の
中
に
は
「
古
」
と
注
記
さ
れ
た
も
の
も
目
立
つ
。「
古
」

と
は
古
写
本
の
意
で
あ
ろ
う
。
39
以
前
に
記
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
外
題
も
し
く
は

扉
題
が
後
西
天
皇
筆
で
あ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
、
40
以
降
の
中
に
も
や
は
り
外
題

も
し
く
は
扉
題
が
後
西
天
皇
筆
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
こ
か
ら
推
測
す
る
と
、
39

以
前
が
寛
文
六
年
後
西
上
皇
進
上
本
で
あ
り
、
40
以
後
が
上
皇
崩
御
後
の
霊
元
天
皇

接
収
本
お
よ
び
霊
元
天
皇
新
収
本
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。

こ
の
仮
説
を
踏
ま
え
て
御
幸
に
関
す
る
記
録
四
二
点
（
内
一
点
は
抹
消
）
を
記
す

2
を
見
る
と
、
や
は
り
こ
の
目
録
に
お
い
て
も
、「
新
加
」
の
注
記
を
伴
わ
な
い
20

ま
で
と
「
新
加
」
と
注
記
さ
れ
る
21
以
降
と
に
分
け
ら
れ
、
前
者
に
は
後
西
天
皇
筆

外
題
が
目
立
ち
（
但
し
10
は
比
定
さ
れ
る
書
目
の
外
題
が
後
西
天
皇
筆
か
と
思
わ
れ

る
も
の
の
、
行
間
に
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
書
目
で

あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
）、
後
者
に
は
「
古
」
と
記
さ
れ
る
物
が
幾
つ
も
見
ら

れ
る
。
現
所
在
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
1
は
大
部
分
東
山
御
文
庫
中
の
現
存
が

確
認
で
き
る
が
、
2
に
は
東
山
御
文
庫
以
外
に
高
松
宮
本
中
に
現
存
す
る
と
見
ら
れ

る
も
の
が
存
在
し
、
対
応
関
係
が
不
明
な
も
の
に
つ
い
て
も
Ｈ

－

六
〇
〇

－

九
九
一

『
記
録
目
録
』（
Ⅵ
）
に
書
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
か
つ
て
は
有
栖
川
宮

家
に
伝
来
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
高
松
宮
本
に
現
存
す

る
書
（
お
よ
び
所
在
不
明
な
も
の
）
は
、
3
に
お
い
て
書
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
、「
已

上
不
足
十
二
冊
、
／
元
禄
十
五
年
／
七
月
廿
六
日
」
と
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。
要

す
る
に
2
（
お
よ
び
恐
ら
く
対
と
な
る
目
録
で
あ
る
1
）
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）

以
前
に
作
成
さ
れ
た
目
録
で
あ
り
、
東
山
天
皇
に
贈
る
以
前
に
霊
元
天
皇
が
作
成
し
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た
目
録
で
あ
っ
て
、
元
禄
一
五
年
に
東
山
天
皇
が
箱
を
改
め
さ
せ
た
際
に
は
行
方
不

明
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
霊
元
上
皇
が
一
旦
、
禁
中
よ
り
再

び
仙
洞
に
戻
し
た
際
に
取
り
出
し
て
手
許
に
置
い
た
か
ら
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
御
幸
関
係
の
史
料
で
あ
る
か
ら
、
霊
元
上
皇
が
考
え
直
し
て
手
許
に
置
く
こ
と

と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
）
31
（

。

4
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
六
月
八
日
に
中
御
門
天
皇
が
記
し
た
も
の
で
、
後

西
天
皇
外
題
の
五
点
を
書
き
上
げ
、「
元
自
二
旧
院
一
参
御
本
之
中
」
に
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
時
点
で
の
「
旧
院
」
と
は
霊
元
法
皇
を
指
す
と
見
ら
れ
る
の
で
、
霊
元
法

皇
の
手
元
に
後
西
上
皇
旧
蔵
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
時
、
禁
裏
文
庫
に

組
み
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
桜
町
天
皇
が
記
し
た
6
の
中
に
も

後
西
天
皇
外
題
と
見
ら
れ
る
書
目
が
存
す
る
の
で
、
こ
の
時
ま
で
未
整
理
の
後
西
上

皇
旧
蔵
書
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
あ
る
い
は
霊
元
法
皇
崩
御
後
に
禁
中
に

送
ら
れ
た
書
物
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
）。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
後
西
上
皇
崩
御
後
、
そ
の
蔵
書
を
接
収
し
た
霊
元
天
皇
は

そ
れ
を
分
類
し
、
寛
文
六
年
に
入
手
し
た
御
記
箱
に
追
加
す
る
な
ど
し
て
整
理
を
進

め
（
第
二
節
で
触
れ
た
表
二
を
参
考
に
す
れ
ば
、
そ
の
作
業
は
完
了
し
な
か
っ
た
可
能
性

が
高
い
）、
譲
位
後
五
年
を
経
て
東
山
天
皇
に
譲
っ
た
。
但
し
す
べ
て
の
史
書
を
譲

っ
た
わ
け
で
は
な
く
）
32
（

、
享
保
年
間
に
中
御
門
天
皇
へ
後
西
上
皇
旧
蔵
書
を
送
っ
た
り

も
し
て
い
る
。
一
方
で
、
必
要
に
応
じ
て
一
旦
東
山
天
皇
に
譲
っ
た
書
目
を
取
り
返

す
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
主
に
譲
位
後
、
霊
元
上
皇
が
主
導
し
中
御

門
天
皇
・
桜
町
天
皇
が
継
承
し
た
伏
見
宮
本
書
写
事
業
の
流
れ
〔
詫
間
〕
と
も
合
致

す
る
）
33
（

。
次
に
文
学
書
の
動
き
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
酒
井
氏
は
「
霊
元
院
の
歌
書
を
中

心
と
し
た
蔵
書
は
、
高
松
宮
本
『
歌
書
目
録
』
等
を
参
観
す
る
限
り
、
退
位
後
も
保

有
し
、
仙
洞
御
所
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。（
○
中
略
）
現
存
本
か
ら
は

仙
洞
御
所
の
文
庫
と
内
裏
の
御
文
庫
と
の
い
ず
れ
の
旧
蔵
本
か
は
峻
別
が
困
難
で
あ

る
上
、
霊
元
院
の
収
書
活
動
の
解
明
を
主
眼
と
す
る
本
稿
の
性
格
か
ら
も
、
霊
元
院

は
所
蔵
の
歌
書
を
退
位
後
も
接（
マ
マ
）収

し
、
以
後
の
東
山
・
中
御
門
天
皇
が
独
自
に
公
家

か
ら
献
上
さ
せ
、収
書
し
て
い
た
と
い
う
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
す
に
留
め
た
い
。」〔
酒

井
ａ
二
六
二
頁
〕
と
述
べ
て
お
り
、
Ｈ

－

六
〇
〇

－

九
九
〇
『
歌
書
目
録
』
の
記
載

を
根
拠
に
し
て
霊
元
天
皇
が
譲
位
後
も
文
学
書
を
保
有
し
続
け
た
と
推
測
さ
れ
た
。

こ
の
高
松
宮
本
『
歌
書
目
録
』
は
『
新
類
題
和
歌
集
』
編
纂
の
た
め
の
諸
歌
集
か

ら
の
和
歌
抜
書
作
業
点
検
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
〔
酒
井
ａ
〕
が
、
禁
裏
本
を
借
り
出

し
て
作
業
を
行
な
う
こ
と
も
論
理
的
に
は
可
能
な
の
で
、
霊
元
上
皇
が
譲
位
後
も
文

学
書
を
保
有
し
続
け
た
と
推
測
す
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な

い
。
し
か
し
二
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
霊
元
天
皇
の
在
位
中
の
文
学
書
目
録
で
あ

る
『
禁
裏
目
録
』（
ⅰ
）、そ
し
て
『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）、霊
元
天
皇
等
筆
『
歌
道
目
録
』

（
ⅲ
）、
霊
元
天
皇
筆
『
仙
洞
歌
書
御
目
録
』（
ⅳ
）
と
い
っ
た
譲
位
後
の
目
録
を
眺

め
る
限
り
（
次
節
で
取
り
上
げ
る
『
禁
中
へ
御
渡
物
目
録
』
も
参
照
）、
基
本
的
に
酒
井

氏
が
推
測
す
る
如
く
在
位
中
の
蔵
書
を
そ
の
ま
ま
仙
洞
に
引
き
継
ぎ
、
増
補
し
て
い

っ
た
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
諸
目
録
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
東
山
天
皇
・
中
御
門
天
皇
に
譲
っ
た
文
学
書
が
ど
の
程
度
の
分
量
で
あ
っ
た
か

が
推
測
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
）
34
（

。

❻
霊
元
法
皇
か
ら
中
御
門
天
皇
・
職
仁
親
王
へ
の
蔵
書
の
移
動

霊
元
法
皇
の
蔵
書
は
諸
親
族
や
臣
下
へ
の
形
見
分
け
を
除
い
て
は
基
本
的
に
中
御

門
天
皇
と
皇
子
有
栖
川
宮
職
仁
親
王
へ
賜
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

中
御
門
天
皇
へ
の
贈
賜
は
霊
元
法
皇
崩
御
後
の
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
一
〇

月
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
詫
間
氏
が
『
宗
建
卿
記
』
同
月
一
一
日
・
一
八
日
条

と
勅
封
一
八
四

－

七
七
『
禁
中
へ
御
渡
物
目
録
』（
外
題
「
禁
中
様
へ
参
り
し
物
共

の
覚
か
き
」）
を
、酒
井
氏
が
『
光
栄
卿
記
』
同
月
二
六
日
条
を
紹
介
し
て
い
る
〔
詫

間
、
酒
井
ａ
ｂ
〕。
こ
の
う
ち
最
も
詳
細
な
内
容
が
わ
か
る
の
は
『
禁
中
へ
御
渡
物
目

録
』
で
あ
り
、
詫
間
氏
は
部
分
的
に
紹
介
し
て
い
る
の
み
な
の
で
、
こ
こ
で
同
目
録
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の
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

「
十
（
後
筆
）一月
十
一
日

こ
ん
中
様
上
ル
、」

一
、
甲
乙

□
く
ろ
ぬ
り二
箱

一
、
■
命冊
記

一
箱

一
、
大
嘗
会
記

一
箱

一
、
新
熊
野
雑
々

一
箱

一
、
祓

一
箱

一
、
八
講
之
条
々

一
箱

」
丁
オ
）

1
（

一
、
皇
代
暦
第

六
巻
一
箱

一
、
紹
運
録

一
箱

一
、
楽
道

一
箱

一
、
一
代
要
記

一
た
ん
す

一
、
一
代
要
記

一
箱四

冊

一
、
神
楽

一
箱

一
、
秘

一
箱

」
丁
ウ
）

1
（

□（十
月
）□十

一
日

御
伝
授
御
長
持

三
さ
ほ

照
高
院
箱

六

日
野
半
ひ
つ

一

十
三
日

な桐
か
も
ち

三
さ
ほ

」
丁
オ
）

2
（

内
七
十
二
色
外
ニ
も
く
ろ
く
有
、

し
ゆ
ん
け
い
御
長
持

二

内
四
色
冰
甲
乙
二
た
ん
す

れ
ん
歌
一
た
ん
す

歌
書

一
た
ん
す

な
し
地
御
長
持

二

内
八
色

御銀
い
か

一

十
八
日

四
季
恋
雑
大小
御
た
ん
す

十
八
た
ん
す

冰（こ
の
一
行
墨
抹
）

□
た
ん
す

二

元
和
以
後
御
た
ん
す

一

」
丁
オ
）

3
（

寛
文
三
年
以
来

一
た
ん
す

御
記
六
は
こ

廿
三

右
お
も
て
よ
り

一
文
字
御
半
ひ
つ

二しゆ
ん
け
い
白
桐

□
□
□
□

内
八
■
ツ

歌
書
抄
物
一
た
ん
す

秘
箱

古
一
た
ん
す

古
抄

一
箱

古
二
た
ん
す

一
文
字
ニ
御
□
□
の

右
ハ

入
薫
上下

二
箱

く
り
色
小

御
た
ん
す

女
二
宮
様

り
ん
き
う
し
様
御
持
参
、

 
 
 
 
 

 
 

」
丁
ウ
）

3
（

廿
日

御
な
か
も
ち

一
さ
ほ

内
和
歌
書抄
一
た
ん
す

歌
書
抄
物
一
た
ん
す

和
歌
雑
々
一
た
ん
す

動
植
品
彙
事
類
一
た
ん
す 

」
丁
オ
）

4
（

左
伝

一
た
ん
す

四
海河
入
海

二
た
ん
す

小
か
ち
御
太
刀

銀
御
は
ん
さ
う
つ
の
た
ら
い

同
御
子
の
こ
し
か
け

同
御
香
ほ
ん

小
道
具
有
、

同
御
す
ゝ
り
箱

同
御
て
う
し
ひ
さ
け

」
丁
ウ
）

2
（

金
御
さ
か
つ
き
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大
明
図

一
箱

御
太
刀
後
白
河
院
宝
剣

君
万
歳

三
ふ
り
一
箱

御
賀
丸

（「
□
〔
女
二
ヵ
〕

□
宮
様
□
〔
り
ん
ヵ
〕

□
き
う
寺
様
御
持
参
也
」
の
上
に
貼
紙
訂
正
）

右
ハ
「
御
内
義
よ
り
」

」
丁
ウ
）

4
（

廿
三
日

一
、
御
記
六
箱
く
ろ
ぬ
り
一

し
ゆ
ん
け
い
二

五
合

桐
白
木
二何

れ
も
あ
し
有
、

一
、御詠
草
也
、

永
の
字御

長
持

一
さ
ほ

一
、
女
ほ
う
奉
書
の
箱

一
箱

右
ハ
一
乗
院
様
御
持
参
也
、

」
丁
オ
）

5
（

十
月
廿
八
日

一
、
太
平
御
ら
ん
一
た
ん
す

一
、
太
平
広
記

一
た
ん
す

一
、
文
苑
英
華

一
た
ん
す

一
、
玉
海

二
た
ん
す

一
、
三
才
図
絵

一
た
ん
す

」
丁
ウ
）

5
（

一
、
百
川
学
海

一
た
ん
す

一
、
文
献
通
孝
〔
考
〕

一
さ（以
下
、マ
マ
）

つ

一
、
七
経
孟
子〔
考
脱
カ
〕

文
補
遺

十
さ
つ

一
、
冊
府
元
亀

四
さ
つ

一
、
唐
類
函

一
さ
つ      

一
、
月
令
広
義

二
さ
つ

」
丁
オ
）

6
（

一
、
居
家
必
用

一
た
ん
す

右
の
分
返
し
■上ル
、■■
■■

■
■
■■

」
丁
ウ
）

6
（

十
一
月
九
日

一
、
御
茶
つ
ほ
松
枝

玉
す
た
れ

三
つ

□
花
□

十
日

一
、
御
遊

一
箱

一
、
ま
り

御
た
ん
す

一
、
女古
ほ
う
日
次
一
ふ
ん
こ

一
、
凶
事
方

一
箱

」
丁
オ
）

7
（

一
、
年
中
行
事

二
箱

一
、
洞
裏
日
次

一
箱

」
丁
ウ
）

7
（

第
二
丁
の
「
十
一
日
」
は
詫
間
氏
の
指
摘
の
如
く
一
〇
月
と
考
え
ら
れ
、
冒
頭

第
一
丁
は
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
史
書
関
係
で
は
一
〇
月

一
八
日
に
「
御
記
六
は
こ
」
二
三
合
の
他
、二
三
日
に
同
じ
く
「
御
記
六
箱
」
五
合
、

一
一
月
九
日
に
「
御
遊
」「
ま
り
御
た
ん
す
」「
女
ほ
う
日
次
」「
凶
事
方
」「
年
中
行

事
」「
洞
裏
日
記
」、一
一
日
に
「
冊
命
記
」「
大
嘗
会
記
」「
新
熊
野
雑
々
」「
祓
」「
八

講
之
条
々
」「
皇
代
暦
」「
紹
運
録
」「
楽
道
」「
一
代
要
記
」「
神
楽
」「
秘
」
が
進
上

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
「
一
代
要
記
」
等
、
後
西
上
皇
旧
蔵
書
の
中
か
ら

分
置
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
、「
冊
命
記
」
や
「
新
熊
野
雑
々
」

な
ど
新
た
に
霊
元
天
皇
が
設
け
た
箱
も
あ
っ
た
。

前
節
で
も
検
討
し
た
が
、
史
書
に
比
べ
る
と
、
文
学
書
は
大
部
分
、
霊
元
法
皇
が

崩
御
時
ま
で
所
持
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。「
照
高
院
箱
」
と
は
後
陽

成
天
皇
皇
子
道
晃
法
親
王
（
延
宝
七
年
〔
一
六
七
九
〕
六
月
薨
去
）
あ
る
い
は
後
西

天
皇
皇
子
道
尊
法
親
王（
宝
永
二
年〔
一
七
〇
五
〕九
月
薨
去
）の
旧
蔵
品
で
あ
ろ
う
。

『
宗
建
卿
記
』
の
記
事
で
は
「
白
河
和
歌
伝
授
函

六
合
／
照
光
院
御
授
）
35
（

也
、
有
二
子
細
、一
被

レ
納
レ
院
云
々
、」
と
記
さ
れ
る
。
勅
封
一
一
三

－

四

－

二

－

二
九
は
道
晃
法
親
王
筆
『
入

木
並
歌
道
目
録
』（
外
題
「
仙
洞
之
上
置
目
録
合
点
ノ
分
除
之
、」）
で
あ
る
が
、
そ
の

奥
書
に
、

右
之
目
録
者
官
庫
秘
中
秘
、
輙
雖
レ
不
レ
被
レ
許
二
外
見
一
令
二
拝
借
、一
遂
書
写
之

功
了
、
朝
恩
何
事
如
レ
之
、・不
勅
裁雖二

弟
子
一
直
不
レ
可
二
附
属
、一
道
晃
臨
二
命
終
之

節
、一
令
二
函
封
一
必
可
二
返
進
一
者
也
、
為
二
後
証
一
言
上
如
レ
斯
而
已
、

記(

○
重
書)
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道
晃

と
見
え
る
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
道
晃
法
親
王
と
考
え
た
方
が
良
い
か
も
知
れ

な
い
。

『
禁
中
へ
御
渡
物
目
録
』
に
は
、「
太
平
御
ら
ん
」
等
漢
籍
に
つ
い
て
の
記
載
も
見

え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
禁
裏
に
進
上
さ
れ
た

書
目
の
中
に
「
御
内
義
」「
お
も
て
」
か
ら
だ
け
で
な
く
「
女
二
宮
様
・
り
ん
き
う

し
様
御
持
参
」（
一
〇
月
一
八
日
「
一
文
字
御
半
ひ
つ
」）「
一
乗
院
様
御
持
参
」（
一
〇

月
二
三
日
「
御
記
六
箱
」「
永
の
字
」「
女
ほ
う
奉
書
の
箱
」）
と
見
え
る
も
の
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。「
女
二
宮
」
と
は
皇
女
栄
子
内
親
王
（
二
条
綱
平
室
）、「
り
ん
き

う
し
」
と
は
林
丘
寺
で
皇
女
元
秀
、「
一
乗
院
」
と
は
皇
子
尊
賞
法
親
王
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
一
旦
、
こ
れ
ら
の
皇
子
女
に
形
見
分
け
さ

れ
た
後
、
中
御
門
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
寛
文
六
年
後
西
上

皇
進
上
書
は
別
と
し
て
、
必
ず
し
も
そ
の
他
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
霊
元
法
皇
は
天

皇
に
相
伝
す
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
皇
子
女
に

対
す
る
形
見
分
け
の
目
録
と
し
て
勅
封
一
八
四

－

七
六
『
御
遺
物
御
配
御
目
録
』
と

勅
封
一
八
四
―
七
八
『
霊
元
天
皇
御
遺
物
御
配
目
録
』
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
先

の
返
上
書
に
関
す
る
記
述
は
見
え
な
い
）
36
（

。
書
籍
・
書
跡
関
係
で
は
栄
子
内
親
王
へ
は

「
後
鳥
羽
院
御
懐
紙
霧
隔
遠
山
」
や
「
京
極
黄
門
消
息
所
望
事
」「
定
家
卿
筆
明
月
記
切
」

「
皇
太
子
元
服
記
花
園
院
宸
翰
」「
尚
歯
会
詩
」「
長
恨
歌
尊
円
筆
」「
御
幸
記
六
条
有
光
卿

筆
」
等
、元
秀
へ
は
「
風
雅
集
序
尊
円
筆
」「
後
奈
良
院
和
歌
題
」「
網
代
組
古
詩
」
等
、

尊
賞
法
親
王
へ
は
「
阿
仏
二
枚
文
法
華
経
ー
」「
行
尹
卿
筆
九
夏
三
ふ
く
」「
衣
笠
内
大

臣
家
良
公
真
跡
」「
伏
見
院
勅
筆
為
経
卿
加
筆
」「
後
柏
原
院
た
ゝ
今
の
ー
」「
後
小
松
院
」

「
後
京
極
消
息
昨
日
ー
」「
後
西
院
御
色
紙
」「
祝
枝
山
字
巻
」「
中
将
姫
筆
経
」「
弘
法

大
師
経
」「
朗
詠
上
下
行
能
卿
筆
」「
挙
天
誥
命
」「
舞
の
う
つ
し
」等
が
配
ら
れ
て
い
る
。

次
に
有
栖
川
宮
職
仁
親
王
へ
の
形
見
分
け
に
つ
い
て
、
勅
封
一
八
四

－

七
六
『
御

遺
物
御
配
御
目
録
』に
職
仁
親
王
へ
賜
与
さ
れ
た
遺
物
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
見
え
る
書
籍
・
書
跡
（
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
）
と
し
て
は
「
三
ふ
く
対

中
納
言
範
定
卿
、

／

後
鳥
羽
院
、

／

西
園
寺
入
道
相
国
、」「
家
隆
卿
消
息

定
家
卿
加
筆
、

新
古
今
之
事
、」「
後
奈

良
院
八
代
集
巻
頭
歌
」「
光
明
峯
寺
摂
政
筆
絶
句
一
首
、

自
作
也
、
」「
為
家
筆
狭
衣
詞
」「
朗
詠
行
成

真
蹟
」「
詩
歌
後
奈
良
院
勅
筆
写
、

兵
部
宮
写
、」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
後
奈
良
院
八
代
集
巻

頭
歌
」
が
Ｈ

－

六
〇
〇

－

一
六
三
五
に
、「
朗
詠
行
成
真
蹟
」
が
Ｈ

－

六
〇
〇

－
一
一
四
七
に
相
当
し
よ
う
。

高
松
宮
本
の
大
部
分
を
形
成
す
る
書
籍
類
は
こ
れ
と
は
別
に
贈
ら
れ
た
ら
し
く
、

詫
間
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
有
栖
川
宮
日
記
』
享
保
一
七
年
一
〇
月
一
七
日
条

に
「
御（霊
元
）旧院

ゟ
御
書
物
簞
笥
来
、
神
書
・
延
喜
式
・
公
卿
補
任
等
也
、」、
二
八
日
条

に
「
従
二
御
旧
院
一
御
書
物
簞
笥
四
つ
」、
一
一
月
二
〇
日
条
に
「
御
旧
院
ゟ
御
長
持

四
棹
来
、」と
見
え
て
い
る
）
37
（

。
詫
間
氏
は
Ｈ

－

六
〇
〇

－

二
一
八『
霊
元
院
御
製
草
案
』

に
享
保
一
七
年
四
月
ま
で
の
霊
元
法
皇
御
製
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
栖

川
宮
家
へ
の
移
動
は
そ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
法
皇
崩
御
後
に
行
な
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
霊
元
上
皇
か
ら
の
大
規
模

な
賜
与
は
こ
の
時
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
あ
る
。
そ
れ

は
『
有
栖
川
宮
日
記
』
に
見
え
る
虫
干
し
記
事
か
ら
の
推
測
で
あ
る
。
同
日
記
享
保

一
四
年
（
一
七
二
九
）
九
月
一
八
日
条
に
は
「
一
、
御
書
籍
虫
干
、」、
翌
一
九
日
条

に
は
「
一
、
御
懸
物
類
虫
干
、
御
拝
領
之
御
本
共
、」
と
見
え
、「
御
拝
領
之
御
本
」
が

虫
干
し
さ
れ
て
い
る
）
38
（

。
誰
か
ら
の
「
御
拝
領
」
な
の
か
明
瞭
で
な
い
が
、
ま
ず
は
霊

元
法
皇
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。こ
れ
以
前
の
書
籍
虫
干
し
記
事
を
見
て
み
る
と
、

享
保
一
二
年
の
段
階
で
は
特
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
〔
有
栖
川
宮

日
記
同
年
八
月
九
日
・
一
〇
日
条
〕、そ
れ
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
）
39
（

。
だ
と
す
れ
ば
、

霊
元
法
皇
か
ら
職
仁
親
王
へ
の
書
籍
譲
渡
は
享
保
一
二
〜
一
四
年
頃
と
霊
元
法
皇
崩

御
後
の
二
度
）
40
（

が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
職
仁
親
王
は
霊
元
天
皇
の
第
一
七
皇
子
と
し
て
正
徳
三
年（
一
七
一
三
）

に
生
ま
れ
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
九
月
有
栖
川
宮
第
四
代
正
仁
親
王
の
薨
去
を

承
け
て
、同
年
一
〇
月
有
栖
川
宮
を
相
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。一
二
年（
一
七
二
七
）

に
は
一
五
歳
を
迎
え
、三
月
二
日
、仙
洞
御
所
に
お
い
て
元
服
、中
務
卿
に
任
じ
ら
れ
、
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一
一
月
に
は
二
条
吉
忠
女
淳
子
と
婚
礼
を
挙
げ
て
い
る
〔
職
仁
親
王
行
実
一
〜
一
四

頁
〕。
同
年
に
は
法
皇
よ
り
仙
洞
北
御
殿
を
賜
わ
っ
て
も
お
り
〔
職
仁
親
王
行
実
一
四

頁
〕、
こ
の
時
期
に
書
籍
が
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
記
録
目
録
』（
Ⅵ
）
が
享
保
元
年
以
降
に
霊
元
法
皇
よ
り
職
仁
親
王
に
贈
ら
れ
た

史
書
類
一
三
箱
の
目
録
で
あ
る
こ
と
は
、
小
倉
真
紀
子
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
〔
小
倉
（
真
）
ａ
ｂ
〕。
小
倉
真
紀
子
氏
は
ａ
論
文
に
お
い
て
、
当
目
録
に
記

載
さ
れ
た
書
籍
が
、
①
霊
元
上
皇
の
仙
洞
御
所
か
ら
有
栖
川
宮
家
に
移
さ
れ
た
可
能

性
、
②
仙
洞
御
所
よ
り
一
旦
、
禁
裏
に
移
さ
れ
、
そ
の
後
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

よ
り
前
に
有
栖
川
宮
家
に
移
さ
れ
た
可
能
性
、
③
仙
洞
御
所
を
経
る
こ
と
な
く
、
元

文
二
年
以
前
に
禁
裏
よ
り
有
栖
川
宮
家
に
移
さ
れ
た
可
能
性
、
の
三
つ
の
可
能
性
を

考
え
ら
れ
た
が
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
霊
元
天
皇
が
譲
位
後
も
し
ば
ら
く
史
書

類
を
東
山
天
皇
に
渡
さ
ず
、
そ
の
ま
ま
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
の
で
、
③
の

可
能
性
は
考
慮
し
な
く
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
②
の
可
能
性
も
皆
無
で
は
無
い

が
、
少
な
く
と
も
二
度
に
わ
た
っ
て
霊
元
法
皇
か
ら
職
仁
親
王
に
書
籍
が
譲
ら
れ
た

こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
①
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
見
て
良
い
。

目
録
の
表
紙
に
張
ら
れ
た
押
紙
に
「
此
御
本
御
所
ゟ
来
り
候
記
録
御
目
録
也
、
／
土

用
干
之
節
御
記
録
ニ
可
レ
入
者
也
、」
と
あ
る
「
御
所
」
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
は

天
皇
の
御
所
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
職
仁
親
王
の
立
場
を
考
え
れ

ば
、
仙
洞
御
所
を
単
に
「
御
所
」
と
記
し
た
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
書
籍
移
譲
が
霊
元
法
皇
生
前
な
の
か
崩
御
後
の
形
見
分
け
な
の
か
、
判
断

し
難
い
が
、
霊
元
上
皇
か
ら
天
皇
へ
の
書
籍
移
譲
が
史
書
を
先
と
し
た
こ
と
、
形
見

分
け
で
あ
れ
ば
押
紙
の
文
面
の
よ
う
な
表
現
は
と
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も

思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
推
測
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
崩
御
後
の
形
見
分
け

で
は
な
く
、
霊
元
法
皇
存
世
中
の
賜
与
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し

て
こ
れ
も
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
が
、
Ｈ

－

六
〇
〇

－

五
〇
『
中
右
記
抜
書
』・
Ｈ

－

六
〇
〇

－

一
二
二
『
薩
戒
記
』
等
、『
記
録
目
録
』（
Ⅵ
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
（
霊

元
天
皇
由
来
の
）
高
松
宮
本
史
書
が
崩
御
後
に
職
仁
親
王
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
文
学
書
に
つ
い
て
は
や
は
り
い
つ
職
仁
親
王
に
賜
与
さ
れ
た
の
か
を
明
ら

か
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
先
に
『
霊
元
院
御
製
草
案
』
に
つ
い
て
詫
間
氏
の
見

解
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、
崩
御
後
の
形
見
分
け
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ

確
実
で
あ
る
。
こ
の
他
で
は
、
Ｈ

－

六
〇
〇

－

一
二
五
七
『
古
今
金
玉
集
』
は
享
保

九
年
（
一
七
二
四
）
三
月
に
霊
元
法
皇
が
自
ら
書
写
し
た
写
本
で
あ
り
、
こ
の
書
も

そ
れ
以
降
に
職
仁
親
王
の
手
に
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
Ｈ

－

六
〇
〇

－

三
〇
四
『
象
詩
歌
』
は
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
四
月
に
入
京
し
た
象
を
観
覧
し

た
時
に
詠
ま
れ
た
詩
歌
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
霊
元
法
皇
由
来
の
書
物
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、今
後
、精
査
が
必
要
で
あ
る
が
、一
つ
の
目
安
と
し
て
『
歌

道
目
録
』（
ⅲ
）
と
勅
封
一
〇
四

－

三

－

一
一

－

三
中
御
門
天
皇
筆
『
歌
書
御
目
録
』

（
ⅴ
）
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
書
目
に
は
出
入
り
が
あ
る
）
41
（

が
、
こ
の
う
ち
前
者

に
存
し
て
後
者
に
存
し
な
い
書
目
の
う
ち
、
九
〇
部
以
上
は
現
高
松
宮
本
に
比
定
さ

れ
る
）
42
（

。
こ
れ
ら
の
書
目
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
選
ば
れ
た
の
か
、
筆
者
は

判
断
す
る
能
力
を
持
た
な
い
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
意
図
を
も
っ
て
選
別
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
な
れ
ば
、
霊
元
法
皇
生
前
の
移
譲
が
あ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
生
前
に
あ
ら
か
じ
め
職
仁
親
王
に
形
見
分
け
す
る
書
物
を
選
ん
で
お
い
た

か
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

む
す
び

六
節
に
わ
た
っ
て
、
後
西
天
皇
収
集
書
が
霊
元
天
皇
を
経
て
、
中
御
門
天
皇
と
有

栖
川
宮
職
仁
親
王
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
過
程
を
た
ど
っ
た
。
第
一
節
で
は
、
寛
文

六
年
（
一
六
六
六
）
に
後
水
尾
法
皇
の
命
に
よ
っ
て
後
西
上
皇
が
霊
元
天
皇
に
諸
記

録
新
写
本
を
七
〇
合
を
進
上
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
古
写
本
や
文
学
書
は
含
ま
れ
て

お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
後
西
上
皇
の
手
許
に
残
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
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た
。
第
二
節
で
は
、
ま
ず
後
西
上
皇
が
生
前
に
作
成
し
た
史
書
関
係
の
蔵
書
目
録
草

稿
に
検
討
を
加
え
、
そ
れ
ら
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
後
西
上
皇
崩
御
後
に
霊

元
天
皇
が
接
収
し
、
さ
ら
に
再
整
理
を
行
な
っ
た
こ
と
、
一
部
は
崩
御
前
に
近
衛
基

煕
に
賜
与
し
た
こ
と
、
文
学
書
に
つ
い
て
も
霊
元
天
皇
が
接
収
し
、
自
ら
の
蔵
書
中

に
組
み
込
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
三
節
で
は
後
西
天
皇
皇
子
幸
仁
親
王
が

後
西
上
皇
旧
蔵
書
を
入
手
し
た
時
期
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
後
西
上
皇
の
生
前
も

し
く
は
崩
御
時
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
第
四
節
で
は
、
後
西
天
皇
が
禁
裏

本
の
副
本
作
成
作
業
を
行
な
っ
た
の
は
、禁
裏
の
火
災
に
備
え
て
の
も
の
で
は
な
く
、

譲
位
後
も
自
分
の
手
許
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
蔵
書
を
増
や
す
た
め
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
第
二
節
で
検
討
し
た
後
西
上
皇
作
成
の
史
書
関
係
蔵
書
目
録
草
稿
掲
載
書
目

は
、
最
終
的
に
は
、
幸
仁
親
王
（
も
し
く
は
同
じ
く
後
西
天
皇
皇
子
八
条
宮
尚
仁
親

王
）（
お
よ
び
一
部
は
近
衛
基
煕
）
に
譲
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
こ
と

を
論
じ
た
。
第
五
節
で
は
、
勅
封
一
三
〇

－
一
〜
六
『
御
入
記
目
録
』
の
検
討
に
よ

り
、
霊
元
天
皇
は
後
西
上
皇
旧
蔵
史
書
を
接
収
し
た
後
、
そ
れ
を
分
類
し
て
寛
文
六

年
後
西
上
皇
進
上
本
に
加
え
る
作
業
を
行
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し
完
全
に
そ
の
作
業

は
完
了
し
な
い
ま
ま
、
譲
位
後
五
年
を
経
て
東
山
天
皇
に
譲
っ
た
こ
と
（
未
整
理
部

分
は
手
許
に
残
す
）、
そ
の
後
も
必
要
に
応
じ
て
禁
裏
よ
り
箱
を
戻
し
て
書
物
を
取

り
返
す
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
、
文
学
書
に
つ
い
て
は
譲
位
後
も
そ
の
ま
ま
仙
洞
に
引

き
継
ぎ
、
増
補
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、

後
西
上
皇
崩
御
後
の
接
収
本
の
中
に
は
古
写
本
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
第
一
節
で

の
推
測
も
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
六
節
で
は
霊
元
法
皇
崩
御
後
の
書
物
形

見
分
け
を
検
討
し
、
崩
御
後
に
中
御
門
天
皇
へ
贈
ら
れ
た
書
籍
に
は
『
一
代
要
記
』

等
、
後
西
上
皇
旧
蔵
書
中
よ
り
分
置
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
書
物
が
含
ま
れ
て
お

り
、
霊
元
天
皇
に
よ
る
収
集
書
も
含
め
た
か
な
り
の
量
の
史
書
・
文
学
書
が
こ
の
時
、

贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
他
の
皇
子
女
に
一
旦
形
見
分
け
さ
れ
た
後

に
中
御
門
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
職
仁
親
王
に
は
や
は
り
美
術
品

的
価
値
を
持
つ
書
籍
・
書
跡
の
他
に
「
神
書
・
延
喜
式
・
公
卿
補
任
」
や
霊
元
法
皇

御
製
も
含
め
た
書
物
が
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
以
前
、
享
保
一
二
〜
一
四
年
頃

に
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
分
量
の
書
籍
が
賜
与
さ
れ
て
い
た
と
見

ら
れ
る
こ
と
、『
記
録
目
録
』（
Ⅵ
）
に
記
載
さ
れ
る
書
物
が
霊
元
法
皇
存
世
中
の
賜

与
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
史
書
は
崩
御
後
の
形
見
分
け
と
考
え
ら

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
文
学
書
に
つ
い
て
は
『
歌
道
目
録
』（
ⅲ
）
と
『
歌
書

御
目
録
』（
ⅴ
）
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
に
存
し
て
後
者
に
存
し
な
い

書
目
の
か
な
り
の
部
分
は
現
高
松
宮
本
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
あ
る
意
図
を
も
っ
て

選
別
さ
れ
た
上
で
職
仁
親
王
に
賜
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し

た
。な

お
第
六
節
で
は
、
霊
元
法
皇
が
必
ず
し
も
自
分
の
蔵
書
の
基
幹
と
な
る
部
分
す

べ
て
を
天
皇
に
譲
る
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

こ
の
こ
と
は
近
世
の
禁
裏
文
庫
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
従

来
の
研
究
で
は
、
と
も
す
れ
ば
天
皇
の
蔵
書
を
次
代
の
天
皇
が
受
け
継
ぐ
こ
と
は
当

然
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
書
物
の
流
れ
を
追
っ
た
結
果
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。
万
治
の
大
火
で
一
旦
、
壊
滅

的
な
打
撃
を
被
っ
た
禁
裏
の
文
庫
は
、
後
西
上
皇
寛
文
六
年
進
上
書
を
核
と
し
な
が

ら
焼
け
残
っ
た
書
物
と
そ
の
後
の
新
た
な
蓄
積
で
、
増
加
し
て
い
っ
た
が
、
後
西
上

皇
が
崩
御
後
に
自
分
の
蔵
書
を
縁
者
に
形
見
分
け
し
よ
う
と
考
え
た
よ
う
に
、
霊
元

上
皇
も
自
分
が
収
集
し
た
書
物
の
す
べ
て
を
崩
御
時
の
天
皇
で
あ
る
中
御
門
天
皇
に

譲
ろ
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
結
果
と
し
て
有
栖
川
宮
職
仁
親
王
へ
の

譲
渡
分
を
除
い
て
）
43
（

、
霊
元
法
皇
旧
蔵
書
籍
の
主
だ
っ
た
部
分
は
中
御
門
天
皇
の
所
蔵

と
な
っ
た
。
そ
し
て
以
後
は
、
そ
れ
が
拡
大
し
た
禁
裏
文
庫
本
と
し
て
以
後
の
歴
代

天
皇
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
禁
裏
文
庫
に
お
け
る
古
写
本
等
貴
重
書
の
伝
来
の
解
釈
に

つ
い
て
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
従
来
、
東
山
御
文
庫
に
現
存
す
る
古
写
本
に
つ
い
て
は

万
治
の
大
火
の
焼
け
残
り
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
し
焼
け
残
り
で

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
後
西
天
皇
の
譲
位
と
共
に
霊
元
天
皇
に
受
け
継
が
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れ
た
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
西
上
皇
が
新
院
御
所
に
移
動
さ
せ
た
書
物
に
つ
い

て
は
、
禁
裏
の
蔵
書
で
は
な
く
、
自
分
の
個
人
的
な
蔵
書
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
れ
ら
後
西
上
皇
の
蔵
書
の
中
に
は
勅

封
一
七
八

－

三

－

一
四
後
柏
原
天
皇
筆
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
の
よ
う
な
恐
ら
く
御
所
内

に
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
も
の
も
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
後
西
天
皇
自
身
が
奥
書

に
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
自
二
反
古
之
中
一
撰
二
出
之
一
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇

自
身
が
発
見
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
水
尾
天
皇
よ
り
拝
領
し
た
書
物
も
、
天
皇
と

し
て
拝
領
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
皇
子
と
し
て
拝
領
し
た
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
次

代
の
天
皇
に
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
霊
元
法
皇
旧
蔵
書
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
書
籍
が
職
仁
親
王
に
譲
ら
れ

た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
残
さ
れ
た
目
録
に
記
載
さ
れ
る
書
目
と
現
存
本
と
の
対
比
を
丁
寧
に
行
な

う
必
要
が
あ
る
が
、
大
雑
把
な
見
通
し
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
種
類
に
分
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
霊
元
天
皇
が
意
図
的
に
選
別
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
学

書
に
つ
い
て
は
第
六
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
史
書
に
つ
い
て
は
『
記
録
目
録
』

（
Ⅵ
）
に
掲
載
さ
れ
た
書
目
が
そ
れ
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
意
図

が
あ
っ
た
の
か
を
す
べ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、一
つ
に
は
『
明
月
記
』

巻
子
本
に
つ
い
て
石
田
実
洋
氏
が
推
測
さ
れ
た
〔
石
田
（
実
）
ｃ
八
九
頁
〕
よ
う
に
、

同
じ
内
容
の
書
物
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
一
方
を
職
仁
親
王
に
分
与
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
崩
御
時
に
霊
元
法
皇
の
手
許
に
置
か
れ
て
い
た
書
籍
の
あ
る
部
分

を
そ
の
ま
ま
職
仁
親
王
に
形
見
分
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
Ｈ

－

六
〇
〇

－
二
一
八
『
霊
元
院
御
製
草
案
』
や
そ
れ
に
含
ま
れ
る
『
伏
見
宮
殿
文
庫
記
録
目
録
』

な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
少
な
く
と
も
伏
見
宮
本
を
霊
元
院
が
書
写
せ
し
め
た
際

の
目
録
と
な
っ
た
『
伏
見
宮
殿
文
庫
記
録
目
録
』（
書
写
さ
れ
た
写
本
は
禁
裏
に
伝

来
）
が
意
図
的
に
職
仁
親
王
に
譲
渡
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
こ
れ

が
有
栖
川
宮
家
に
伝
来
し
た
の
は
偶
然
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
似
た
よ
う
な
も

の
と
し
て
高
松
宮
本
中
の
系
図
関
係
資
料
〔
Ｈ

－

六
〇
〇

－

一
〇
五
五
〜
一
一
三
四
〕

も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
寛
文
六
年
に
後
西
上
皇
よ
り
霊
元
天
皇
に
進
上
さ
れ
た
書

物
七
〇
箱
の
内
の
「
系
図
」
箱
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
来
は
禁
裏
に

伝
来
す
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
実
際
、『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』（
Ⅳ
）
に
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
〔
高
田
〕。
こ
れ
は
同
目
録
作
成
時
に
禁
裏
に
「
系
図
」
箱
が

伝
来
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
霊
元
上
皇
在
世
時
の
あ
る
段
階
に
お
い
て

仙
洞
に
取
り
戻
さ
れ
た
が
、そ
の
事
実
が
禁
裏
側
で
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

禁
裏
に
存
在
し
て
い
た
段
階
で
作
成
さ
れ
た
目
録
が
そ
の
ま
ま『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』

（
Ⅳ
）
に
転
載
さ
れ
、
一
方
、
仙
洞
で
は
そ
の
経
緯
が
忘
れ
去
ら
れ
て
職
仁
親
王
へ

分
賜
す
る
遺
物
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
小
倉
（
慈
）
ｂ
〕。

こ
れ
ら
の
点
を
詳
細
に
論
じ
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
諸
目
録
に
記
載
さ
れ
る
書
目

と
現
存
本
と
の
対
応
関
係
の
調
査
や
外
題
筆
者
の
確
定
等
の
綿
密
な
調
査
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）
資
料
番
号
は
Ｈ

－

一
三
四
、一
三
八
、一
四
一
〜
一
四
三
、一
四
五
、一
四
六
、一
六
八
。
こ
の

他
、
Ｈ

－

一
四
四
の
伝
冷
泉
為
相
本
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
高
松
宮
旧
蔵
と
述
べ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
〔
田
渕
等
〕
が
、
筆
者
と
し
て
は
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
高
松
宮

よ
り
文
化
庁
が
購
入
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
2
）
原
文
は
横
書
き
で
数
字
の
表
記
に
洋
数
字
を
用
い
て
い
る
が
、
今
、
引
用
に
あ
た
り
漢
数
字

に
改
め
た
。
こ
の
後
、一
九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
蔵
資
料
概
要
』

に
は
、「
元
来
は
禁
裏
に
伝
来
し
、
後
水
尾
、
後
西
、
霊
元
各
天
皇
が
蒐
集
、
書
写
さ
れ
た
禁

裏
御
文
庫
で
あ
っ
た
が
、
有
栖
川
宮
を
後
西
天
皇
皇
子
幸
仁
親
王
、
霊
元
天
皇
皇
子
職
仁
親
王

が
継
承
さ
れ
た
際
に
移
譲
さ
れ
、
有
栖
川
宮
歴
代
親
王
に
よ
っ
て
愛
蔵
さ
れ
た
。」
と
記
さ
れ

る
〔
三
七
頁
〕。

（
3
）
小
川
氏
は
Ｈ

－

六
〇
〇

－

二
四
五

－

三
『
部
類
記
等
記
録
目
録
』
に
つ
い
て
、
後
西
天
皇
が

譲
位
に
あ
た
り
収
集
新
写
し
た
書
目
で
あ
り
、
こ
の
寛
文
三
年
時
に
進
上
し
た
目
録
と
推
測
さ

れ
た
〔
小
川
ａ
ｂ
〕
が
、
こ
の
目
録
の
中
に
は
『
脱
屣
部
類
記
』
古
写
本
な
ど
後
西
上
皇
崩
御

時
ま
で
上
皇
の
手
許
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
物
も
含
ま
れ
て
お
り
（
表
二
参
照
）、
そ
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
4
）
張
即
之
の
書
か
。
勅
封
一
八
四

－

七
八
『
霊
元
天
皇
御
遺
物
御
配
目
録
』
に
は
妙
門
（
霊
元

註
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天
皇
皇
子
堯
恭
親
王
）
へ
の
遺
物
と
し
て
「
即
之
白
日

一
巻
」、
知
恩
院
（
霊
元
天
皇
皇
子

尊
胤
親
王
）
へ
の
遺
物
と
し
て
「
即
之
筆
大
字
長
公
子
、

一
ー
（
ふ
く
）」
が
見
え
る
。

（
5
）
以
下
、
本
稿
で
は
、
わ
か
り
や
す
く
記
述
す
る
た
め
、
歴
代
天
皇
の
呼
称
に
関
し
て
、
特
に

譲
位
後
の
時
期
に
限
定
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
「
上
皇
」
も
し
く
は
「
法
皇
」
と
表
記
す
る

こ
と
と
す
る
。

（
6
）
『
日
次
記
以
下
御
目
録
』（
Ⅴ
）
が
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』（
Ⅳ
）
と
連
れ
の
目
録
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、田
島
ｃ
論
文
補
注
10
参
照
。筆
者
は
こ
の
後
、原
本
に
て
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
る
。

田
島
ａ
論
文
の
修
正
点
に
つ
い
て
は
、
酒
井
ｅ
論
文
注
（
2
）
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
48

系
図
、49
諸
家
伝
は
現
高
松
宮
本
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』

（
Ⅳ
）
の
系
図
項
〔
酒
井
ｅ
論
文
に
翻
刻
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
誤
り
が
多
い
。『
禁
裡
御
蔵

書
目
録
』（
Ⅳ
）
全
体
の
翻
刻
と
し
て
山
崎
論
文
も
あ
る
〕
に
見
え
る
書
目
す
べ
て
が
高
松
宮

本
と
し
て
伝
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
国
治
筆『
津
守
氏
系
図
』は
現
書
陵
部
蔵
本〔
函

架
番
号
四
一
四

－

四
八
〕
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）

に
津
守
国
治
よ
り
後
水
尾
法
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
同
史
料
に
つ
い
て
は
『
図
書
寮

典
籍
解
題
』
歴
史
篇
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
参
照
〕。
他
に
菅
氏
系
図
も
「
明
暦
」
印
を
持
つ
書

陵
部
蔵
本
〔
函
架
番
号
四
一
五

－

一
八
九
〕
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
）。
ま
た
39
山
槐
記

は
勅
封
9
（

－

4
）
の
み
に
対
応
す
る
と
考
え
た
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
対
応
す
る
現

東
山
御
文
庫
本
の
函
の
す
べ
て
が
こ
の
寛
文
六
年
時
に
後
西
上
皇
よ
り
進
上
さ
れ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
追
加
さ
れ
た
も
の
も
存
在
す
る
。

（
7
）
こ
の
後
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
四
月
一
六
日
に
後
西
上
皇
よ
り
霊
元
天
皇
に
古
今
伝
授

が
行
な
わ
れ
、
後
水
尾
天
皇
相
伝
の
切
紙
二
四
通
と
後
西
筆
『
伝
心
抄
』
四
冊
〔
勅
封
六
二

－

一
二

－

二

－

三
〕
が
進
上
さ
れ
た
〔
海
野
、
酒
井
ｄ
〕。
ま
た
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
一
二

月
一
六
日
に
は
源
氏
物
語
切
紙
を
伝
授
し
て
い
る
〔
基
煕
公
記
〕（
こ
の
時
の
切
紙
か
ど
う
か

定
か
で
な
い
が
、
勅
封
六
八

－

七

－

三
の
中
に
後
西
天
皇
筆
の
源
氏
物
語
伝
授
切
紙
が
含
ま
れ

て
い
る
）。
ま
た
霊
元
天
皇
の
事
例
〔
霊
元
天
皇
実
録
参
照
〕
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
御
幸
そ
の

他
祝
儀
と
し
て
書
物
が
贈
ら
れ
る
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
そ
も
そ
も
崩
御
以
前
よ
り
上
皇
御
所
に
は
霊
元
天
皇
の
内
意
を
承
け
て
清
閑
寺
煕
房
と
西
洞

院
時
成
が
伺
候
し
て
い
た
と
い
う
〔
基
煕
公
記
貞
享
二
年
二
月
二
五
日
条
（
註
（
9
）
参
照
）〕。

（
9
）
『
基
煕
公
記
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

貞
享
二
年
二
月
二
三
日
条
よ
り

前
平（
平
松
時
量
）

中
納
言
・
宮
内
卿
両
人
以
二
岡（
盛
次
）部
伯
耆
守
一
年
来
従
二
関
東
一
被
二
侍
置
一
武
士
也
、
御
遺
書
一
通

送
之
、

同
月
二
五
日
条
よ
り

従
二
時
量
卿
・
保
春
卿
両
人
一
有
レ
状
、
御
遺
書
聊
有
二
子
細
一
之
間
、
封
之
可
二
返
給
一
旨
也
、

不
審
無
レ
極
、
雖
レ
然
無
二
是
非
一
返
遣
了
、
旧
院
自
二
御
悩
中
間
一
到
二
今
日
一
清
閑
寺
大
納
言

煕
房
卿
、・
右
衛
門
督
時
成
卿
両
人
有
二
勅
定
一
伺
二
候
院
御
所
、一
其
謂
者
御
閉
眼
以
後
、
御
文

庫
之
事
等
御
不
審
之
御
内
意
之
由
、
諸
人
称
之
、
即
真
実
云
々
、
雖
二
凡
下
人
一
如
レ
此
事

心
中
雖
レ
有
レ
之
可
二
遠
慮
一
事
也
、
尊
為
二
天
子
一
令
二
如
レ
此
叡
慮
一
可
レ
悲
々
々
、
委
細
為
二

後
代
東
西
一
之
間
、
不
レ
能
レ
記
、
仍
時
量
・
保
春
両
卿
触
二
諸
事
一
難
義
云
々
、

（
同
年
二
月
記
は
二
種
類
存
在
す
る
が
、こ
こ
で
は
草
稿
本
〔
二
二
九
四
九
号
〕
か
ら
引
用
し
た
。

書
直
本
は
若
干
表
現
が
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
）

こ
の
後
、
三
月
七
日
に
兵
部
卿
宮
（
幸
仁
親
王
）、
員
宮
（
後
西
天
皇
第
八
皇
子
で
第
一
皇

子
八
条
宮
長
仁
親
王
の
跡
継
、
後
の
尚
仁
親
王
）
と
毘
沙
門
堂
宮
（
後
西
天
皇
第
六
皇
子
公
弁

法
親
王
）、近
衛
基
煕
、平
松
時
量
と
高
野
保
春
に
遺
書
が
渡
さ
れ
て
い
る〔
基
煕
公
記
同
日
条
〕。

（
10
）
ち
な
み
に
註
（
9
）
で
触
れ
た
『
基
煕
公
記
』
草
稿
本
は
貞
享
二
年
正
月
よ
り
三
月
の
一
冊

で
あ
る
が
、
正
月
分
二
五
丁
は
す
べ
て
文
字
の
重
ね
書
き
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
、
判
読
不
能
な

状
態
と
さ
れ
て
い
る
。
古
今
伝
授
筥
に
つ
い
て
は
、
霊
元
法
皇
崩
御
後
の
『
光
栄
卿
記
』
享

保
一
七
年
一
〇
月
一
六
日
条
に
も
「
詣
二
有（
職
仁
親
王
）

栖
川
宮
、一
自
今
御
稽
古
御
詠
弥
可
レ
申
二
愚
存
一
義
、

頃
日
中（
通
躬
）院

・
武（
実
陰
）者

小
路
武
者
小
路
共
旧
院
仰
旁
兎
角
可
レ
堪
二
御
命
一
由
、
被
二
申
承
一
間
、
不

レ
顧
二
愚
意
一
可
二
申
入
一
由
申
之
、
此
次
道
之
義
多
端
申
入
、
又
宮
御
物
語
多
端
也
、
旧
院
古
今

御
伝
授
筥
等
義
也
、
不
レ
可
二
悉
記
、一
猶
載
二
風
雅
日
記
一
了
、」
と
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

（
11
）
ま
た
、
霊
元
天
皇
自
身
が
不
足
に
気
づ
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
12
に
そ
の
書
名
が
記
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
漢
籍
類
に
つ
い
て
は
さ
ぐ
る
手
が
か
り
を
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

（
13
）
こ
の
他
、
一
九
四
二
〜
四
三
年
頃
に
図
書
寮
図
書
課
整
理
係
が
猪
熊
信
男
氏
を
招
請
し
て
図

書
寮
蔵
書
中
の
旧
禁
裏
本
の
筆
者
に
つ
い
て
鑑
定
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
早
稲
田
大
学
図
書
館

所
蔵
伊
地
知
鐵
男
文
庫
『
宸
筆
調
査
目
録
』〔
文
庫
二
〇

－

五
八
五
〕
に
は
、「
明
暦
」
印
や
後

西
筆
の
外
題
が
あ
る
等
、
後
西
天
皇
に
関
わ
る
書
籍
が
八
十
数
点
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
他
に
同

書
に
掲
載
さ
れ
な
い
「
明
暦
」
印
を
持
つ
書
籍
も
数
点
存
在
す
る
）。

（
14
）
久
保
木
氏
は
、
史
書
類
の
進
上
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
「
寛
文
六
年
前
後
と
み
て
お
く
の
が
穏
当

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
久
保
木
ａ
〕
が
、
積
極
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
15
）
酒
井
ａ
論
文
は
「
元
禄
末
年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
（
〇
筆
者
註
、
註
と
し
て
福
田
論
文
を
掲

げ
る
）
東
山
御
文
庫
本
『
歌
書
目
録
』（
勅
封
一
〇
二

－

三

－

三
八
）」
と
述
べ
る
（
酒
井
ｄ
論

文
に
も
同
様
の
記
述
あ
り
）
が
、
福
田
論
文
で
元
禄
末
年
頃
の
禁
裏
御
文
庫
の
蔵
書
状
態
を
示

し
て
い
る
と
す
る
「
歌
書
目
録
」
は
、
外
題
桜
町
天
皇
筆
の
勅
封
一
〇
五

－

七

－

六
八
『
歌
書

御
目
録
』（
ⅵ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
勅
封
一
〇
二

－

三

－

三
八
『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）
は
福
田
論

文
注
（
3
）
の
記
述
に
よ
れ
ば
、福
田
氏
自
身
は
調
査
で
き
な
か
っ
た
ら
し
く
、『
桂
宮
本
叢
書
』

二
〇
所
収
「「
桂
宮
本
叢
書
」
の
称
呼
に
つ
い
て
」
の
記
載
に
よ
っ
て
、『
歌
書
御
目
録
』（
ⅵ
）

の
直
接
の
祖
本
ら
し
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
小
川
剛
生
氏
も
『
歌
書
目
録
』
が
元
禄
一
四
年

頃
と
言
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
〔
小
川
ｂ
〕
が
、酒
井
論
文
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
16
）
そ
の
一
行
前
に
「
水
日
集
」
も
行
間
追
記
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
ち
な
み
に
雑
賀
の
中
の
「
浜
木
綿
」
が
現
書
陵
部
五
〇
一

－

四
三
六
で
あ
る
と
す
る
と
、
同

書
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
写
本
な
の
で
、
本
目
録
も
そ
れ
以
降
の
成
立
と
な
る
。

（
18
）
但
し
『
仙
洞
歌
書
御
目
録
』
は
勅
封
六
九

－

五

－

六
の
史
料
名
で
も
あ
る
か
ら
、
勅
封
六
九

－

五

－

六

－

二
を
「
仙
洞
歌
書
御
目
録
」
と
呼
ぶ
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
誤
り
と
は
言
え
な
い
。

（
19
）
有
栖
川
宮
家
蔵
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
前
、
有
栖
川
宮
家
創
立
時
に
天
皇
よ
り
蔵
書
が
譲
ら

れ
た
と
の
説
〔
小
池
〕、
ま
た
初
代
好
仁
親
王
が
後
陽
成
天
皇
よ
り
拝
領
し
た
書
籍
が
あ
る
と

の
見
解
〔
武
田
〕
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
史
料

は
見
出
し
て
い
な
い
。

（
20
）
本
稿
の
内
容
に
関
連
す
る
口
頭
報
告
を
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
日
記
の

総
合
的
研
究
」（
倉
本
一
宏
代
表
）
研
究
会
（
二
〇
一
一
年
二
月
二
〇
日
）
で
行
な
っ
た
際
、

幸
仁
親
王
は
後
西
天
皇
と
仲
が
悪
く
、
む
し
ろ
霊
元
天
皇
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ
た
か
ら
、

霊
元
天
皇
か
ら
賜
与
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

（
21
）
酒
井
ｄ
論
文
に
表
一
と
し
て
三
三
点
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、他
に
Ｈ

－

六
〇
〇

－

九
二
四『
続

草
庵
和
歌
集
』
が
加
え
ら
れ
る
。
な
お
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
目
録
』（
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館

二
〇
〇
九
年
）
で
は
、Ｈ

－

六
〇
〇

－

七
一
三
『
一
人
三
臣
和
歌
』
に
つ
い
て
「
明
暦
」

印
と
「
幸
」
印
の
印
記
記
載
が
漏
れ
て
い
る
。

（
22
）
酒
井
氏
は
「
幸
仁
」
印
を
持
つ
Ｈ

－

六
〇
〇

－
五
七
〇
『
宗
良
親
王
千
首
』（
外
題
「
信
太

社
千
首
）
に
つ
い
て
、「
元
禄
末
年
頃
成
立
と
さ
れ
る
東
山
御
文
庫
本
『
歌
書
目
録
』（
勅
封

一
〇
二

－

三

－

三
八
）
に
、

為
家
千
首

一
ー

信
太
（
マ
マ
）

一
ー

為
尹
千
首

一
ー

と
見
え
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
酒
井
ｄ
〕
が
、『
歌
書
目
録
』（
ⅱ
）
に
こ
の
記
載
は
見

え
な
い
。
註
（
15
）
の
事
例
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
も
勅
封
一
〇
五

－

七

－

六
八
外
題
桜
町
天
皇

筆
『
歌
書
御
目
録
』（
ⅵ
）
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
同
目
録
に
は
「
信
太
」
の
下

に
「
社
」
字
が
あ
る
）。
同
様
の
記
載
は
外
題
霊
元
天
皇
筆
『
歌
道
目
録
』（
ⅲ
）
お
よ
び
勅
封

一
〇
四

－
三

－

一
一

－

三
中
御
門
天
皇
筆
『
歌
書
御
目
録
』（
ⅴ
）
に
も
見
え
る
の
で
、
酒
井

氏
が
考
え
る
よ
う
に
こ
の
書
目
が
現
高
松
宮
本
に
相
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
幸
仁
親
王
の
蔵
書

と
さ
れ
た
後
、
霊
元
天
皇
の
も
と
に
戻
り
、
中
御
門
天
皇
・
桜
町
天
皇
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の

後
、
あ
る
段
階
で
有
栖
川
宮
家
の
蔵
書
と
な
る
と
い
う
複
雑
な
動
き
を
た
ど
っ
た
（
も
し
く
は

あ
る
段
階
で
幸
仁
親
王
の
蔵
書
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
霊
元
上
皇
・
中
御
門
天
皇
・
桜

町
天
皇
の
蔵
書
目
録
に
転
記
さ
れ
続
け
た
）
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
詠

千
首
和
歌
』〔
五
〇
一

－

七
七
四
〕
の
外
題
は
後
に
補
筆
さ
れ
た
も
の
と
見
え
る
の
で
、
剥
離

し
た
題
簽
に
付
さ
れ
て
い
た
同
書
の
本
来
の
外
題
が
「
信
太
社
（
千
首
）」
で
あ
っ
た
と
い
う

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
目
録
掲
載
本
は
現
高
松
宮
本
と
は

別
書
で
あ
り
、
あ
る
段
階
で
禁
裏
文
庫
よ
り
流
出
し
た
可
能
性
を
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
か

ろ
う
か
。

（
23
）
こ
の
と
き
に
貸
し
出
し
て
い
る
『
岷
江
入
楚
』
が
現
高
松
宮
本
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
定
か

で
な
い
。
な
お
「
明
暦
」
印
を
持
つ
『
岷
江
入
楚
』
が
現
在
、
毘
沙
門
堂
に
伝
来
し
て
い
る
（
木

村
真
美
子
氏
の
御
教
示
）。

（
24
）
「
明
暦
」「
幸
仁
」
印
が
捺
さ
れ
る
Ｈ

－

六
〇
〇

－

五
一
〇
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）
野
村
玄
氏
は
「
記
録
進
上
の
実
現
ま
で
に
時
間
を
要
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
文
庫
の

修
復
と
後
西
上
皇
御
所
の
建
設
に
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
ま
で
か
か
っ
て
お
り
（
○
中
略
）、

そ
の
こ
と
が
影
響
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
説
明
す
る
が
、『
葉
室
頼
業
記
』
寛
文
六
年
二

月
二
六
日
条
・
三
月
二
四
日
条
に
記
さ
れ
る
後
西
上
皇
の
不
満
（
第
一
節
参
照
）、
ま
た
寛
文

六
年
の
進
上
後
も
古
写
本
は
所
持
し
続
け
、
さ
ら
に
新
た
な
写
本
も
作
成
し
て
い
る
こ
と
（
第

二
・
三
節
、
ま
た
平
林
論
文
等
参
照
）
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
従
え
な
い
。

（
26
）
後
西
上
皇
崩
御
後
、
霊
元
天
皇
は
そ
の
追
号
を
自
ら
選
定
し
た
。「
後
西
」
と
は
西
院
帝
と

呼
ば
れ
た
淳
和
天
皇
に
ち
な
ん
で
付
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
淳
和
天
皇
の

子
孫
が
皇
位
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
〔
兼
輝
公
記
貞
享
二
年
二
月
二
九
日
条
〕。

霊
元
天
皇
の
後
西
上
皇
に
対
す
る
姿
勢
を
示
す
一
例
と
言
え
よ
う
。

（
27
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
江
戸
写
本
に
よ
っ
た
。
酒
井
ａ
論
文
二
六
一
頁
、
ｂ
論
文
二
九
一
頁
の

翻
刻
と
は
異
同
が
あ
る
。
酒
井
氏
の
翻
刻
が
ど
の
写
本
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ

る
が
、
本
引
用
の
方
が
文
字
数
が
多
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
酒
井
翻
刻
の
脱
字
・
脱
文
と
判
断

し
て
お
き
た
い
。

（
28
）
但
し
実
際
に
は
目
録
の
み
の
進
上
で
、
書
物
が
完
全
に
進
上
さ
れ
た
の
は
、
禁
裏
の
文
庫
の

増
築
が
完
成
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
〔
石
田
（
俊
）〕。
石
田
氏
は
こ
の
時
期
に
禁
裏
文
庫
の
目
録

進
上
が
行
な
わ
れ
た
理
由
と
し
て
、
東
山
天
皇
の
親
政
開
始
に
向
け
た
準
備
作
業
と
解
さ
れ
て

い
る
。
な
お
酒
井
氏
は
、
石
田
俊
氏
の
批
判
に
対
し
、
即
位
時
と
は
別
に
元
禄
五
年
に
霊
元
上

皇
所
持
本
を
進
上
し
た
と
解
釈
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
〔
酒
井
ｂ
注
（
6
）〕
が
、
本
文
で
述
べ

た
よ
う
に
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

（
29
）
『
勧
慶
日
記
』
元
禄
五
年
六
月
二
七
日
条
に
は
国
史
部
類
・
年
代
記
類
・
律
令
格
式
の
箱
を

取
り
寄
せ
た
こ
と
が
見
え
、『
光
栄
卿
記
』
享
保
四
年
四
月
一
四
日
条
に
は
、「
依
レ
召
参
内
、

御
記〔
録
〕禄筥
諸
社
二
三
四
・
諸
社
祭
・
番
衆
所
日
記
、
以
上
五
合
従
二
御
文
庫
一
取
出
可
レ
献
由
、

被
二
仰
出
、一
議
奏
兼（中
山
）親卿
、
則
伴
二
俊（
坊
城
）将

一
当
番
、
向
二
御
文
庫
、一
取
出
上
了
、（
○
中
略
）
兼
親
卿
云
、

猶
晩
刻
可
レ
被
二
返
納
一
間
申
刻
可
レ
参
云
々
、
則
退
出
申
刻
参
内
処
、
諸
社
二
四
・
諸
社
祭
・
番

衆
所
日
記
、
以
上
四
合
、
公
卿
補
任
一
檐
子
、
可
レ
納
二
御
文
庫
一
由
被
二
仰
出
、一
則
伴
二
敦
孝
一

当
番
、
行
二
向
御
文
庫
、一
納
置
了
、
諸
社
三
被
レ
留
二
御
前
一
云
々
、」
と
見
え
、「
諸
社
二
三
四
・

諸
社
祭
・
番
衆
所
日
記
」
の
箱
と
「
公
卿
補
任
一
檐
子
」
が
禁
裏
文
庫
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
な
お
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、『
葉
室
頼
業
記
』
に
名
前
が
見
え
る
箱
で
も
そ
の
後
に

書
物
が
追
加
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
逆
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
箱
の
中
に
後
西
上
皇
旧
蔵
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書
が
入
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

（
30
）
な
お
勅
封
一
三
〇

－

一
〜
三
に
つ
い
て
は
か
つ
て
原
本
調
査
を
行
な
っ
た
際
、
爪
点
の
存
在

を
確
認
し
て
い
る
が
、
調
査
メ
モ
に
不
充
分
な
点
が
あ
っ
た
た
め
、
今
回
、
言
及
す
る
こ
と
は

控
え
た
。

（
31
）
な
お
宝
永
四
年
（
一
七
〇
四
）
段
階
の
禁
裏
文
庫
の
目
録
と
さ
れ
る
菊
亭
本
『
禁
裏
御
記
目

録
』
や
勅
封
五
九

－

三

－

一

－

二
中
御
門
天
皇
ほ
か
筆
『
御
文
庫
記
録
目
録
』
乙
（
Ⅱ
第
二
冊
）

に
は
2
と
同
内
容
が
記
さ
れ
、
一
二
冊
不
足
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
こ
れ
ら
の

目
録
を
作
成
し
た
時
に
は
現
物
が
確
認
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し

た
目
録
を
そ
の
ま
ま
書
き
上
げ
て
作
成
し
た
た
め
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
目

録
に
書
目
が
見
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
現
物
の
存
在
を
意
味
し
な
い
と
い
う
点
、
注
意
し
て

お
き
た
い
。
な
お
、『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』（
Ⅳ
）
で
は
や
は
り
2
に
つ
い
で
4
・
6
を
書
き
上

げ
た
後
、
3
を
年
月
日
部
分
を
除
い
て
写
し
て
い
る
。

（
32
）
こ
の
点
は
次
節
で
触
れ
る
『
光
栄
卿
記
』
享
保
一
七
年
一
〇
月
二
六
日
条
の
記
事
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

（
33
）
詫
間
氏
に
よ
れ
ば
、
伏
見
宮
本
の
写
本
は
霊
元
天
皇
譲
位
後
の
あ
る
時
期
ま
で
仙
洞
御
所
と

内
裏
と
に
分
か
れ
て
存
在
し
て
い
た
〔
詫
間
註
（
9
）〕。
石
田
実
洋
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
冷
泉
家
次
第
書
書
写
事
業
〔
石
田
（
実
）
ａ
〕
も
、
恐
ら
く
は
同
氏
の
推
測
通
り
、
霊
元

天
皇
の
譲
位
前
後
の
時
期
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

（
34
）
酒
井
氏
は
『
光
栄
卿
記
』
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
二
月
二
五
日
条
の
「
依
レ
召
参
内
、
御

歌
書
御
長
櫃
二
合
納
二
御
文
庫
一
了
、」
と
い
う
記
事
を
挙
げ
て
、
霊
元
上
皇
か
ら
禁
裏
御
文
庫

へ
の
歌
書
の
移
動
と
見
做
し
て
い
る
〔
酒
井
ａ
二
六
一
頁
〕。
そ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、

別
の
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
の
で
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
可
能
性
の
指
摘
だ
け
に
留
め
て
お

き
た
い
。
な
お
、
霊
元
天
皇
の
歌
書
書
写
活
動
に
つ
い
て
は
酒
井
ａ
ｃ
論
文
参
照
。

（
35
）
「
授
」
の
字
は
詫
間
論
文
註
（
11
）
の
翻
刻
で
は
「
控
」、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

二
〇
七
三

－

二
〇
九
や
同
所
所
蔵
押
小
路
本

－

む

－

4
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
三
五
〇

－

一
九
五
で
は
「
掟
」。

（
36
）
元
秀
に
対
し
て
は
、「
大
ふ
ん
こ
」
が
賜
与
さ
れ
て
い
る
が
、
書
か
れ
て
い
る
位
置
か
ら
判

断
し
て
、
い
わ
ゆ
る
手
箱
そ
の
も
の
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）
こ
の
他
、
行
平
御
太
刀
・
御
硯
文
台
・
御
厨
子
棚
・
屏
風
・
網
代
御
輿
等
も
贈
ら
れ
て
い
る

〔
有
栖
川
宮
日
記
、
職
仁
親
王
行
実
二
二
頁
〕
が
、『
御
遺
物
御
配
御
目
録
』
に
は
見
え
て
お
ら

ず
、
こ
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

（
38
）
二
〇
日
に
は
さ
ら
に
「
御
拝
領
之
御
装
束
」
も
虫
干
し
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）
享
保
一
三
年
の
『
有
栖
川
宮
日
記
』
は
七
〜
一
二
月
分
の
み
が
現
存
し
、
そ
の
中
に
書
籍
虫

干
し
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。

（
40
）
も
ち
ろ
ん
少
量
の
賜
与
は
こ
れ
以
外
に
も
存
し
た
。
た
と
え
ば
『
有
栖
川
宮
日
記
』
に
よ
れ

ば
享
保
六
年
一
二
月
一
二
日
に
「
青
蓮
院
宮
御
筆
拾
要
抄
一
冊
」
や
絵
画
を
拝
領
し
て
お
り
、

Ｈ

－

六
〇
〇

－
一
六
五
〇
『
霊
元
院
御
製
懐
紙
』
は
箱
蓋
裏
書
等
を
参
考
に
す
れ
ば
、
享
保

一
四
年
職
仁
親
王
王
子
音
仁
親
王
七
夜
お
よ
び
同
年
一
一
月
一
三
日
法
皇
御
幸
の
際
に
賜
わ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
〔
宸
翰
英
華
九
二
六
・
九
四
〇
〕。

（
41
）
全
体
の
構
成
を
比
較
す
る
と
、
①
前
者
に
は
冒
頭
に
箱
や
檐
子
の
目
録
が
あ
る
が
後
者
に
は

な
い
、
②
そ
れ
に
続
い
て
前
者
は
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・
雑
（
以
上
大
小
あ
り
）、
雑
春
・
雑
夏
・

雑
秋
・
雑
冬
・
雑
恋
・
雑
賀
、
和
歌
抄
、
歌
書
抄
、
和
歌
雑
々
、
の
檐
子
で
構
成
さ
れ
て
い
る

が
、
後
者
は
雑
賀
ま
で
で
終
わ
る
、
③
雑
冬
ま
で
の
書
目
は
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
（
増
減
あ
り
）

が
、
雑
恋
以
下
は
単
純
に
対
応
せ
ず
、
組
み
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
相
違
点
が

あ
る
（
前
者
の
雑
恋
以
下
に
掲
げ
ら
れ
た
書
目
で
、
後
者
の
雑
冬
以
前
に
入
れ
替
え
ら
れ
た
書

目
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
精
査
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
）。

（
42
）
春
大
〜
雑
冬
ま
で
は
書
目
に
不
審
紙
が
付
さ
れ
た
各
檐
子
末
尾
部
分
が
ほ
ぼ
高
松
宮
本
に
相

当
す
る
（
そ
の
他
に
も
若
干
高
松
宮
本
に
相
当
す
る
書
目
が
存
在
す
る
）。
冒
頭
の
箱
・
檐
子

部
分
や
雑
恋
以
下
は
不
審
紙
と
の
対
応
関
係
は
明
瞭
で
な
い
。『
歌
書
御
目
録
』（
ⅴ
）
に
見
え

な
い
書
目
の
中
に
は
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
本
に
相
当
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
別
置
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
43
）
職
仁
親
王
へ
の
譲
渡
分
が
例
外
的
存
在
と
な
っ
た
こ
と
に
は
、
本
来
、
有
栖
川
宮
家
に
伝
わ

る
べ
き
で
あ
っ
た
後
西
上
皇
旧
蔵
書
を
霊
元
天
皇
が
接
収
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ

る
（
ち
な
み
に
『
宗
建
卿
記
』
享
保
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
条
に
は
、
霊
元
法
皇
の
「
日
野
家

和
歌
伝
授
筥
一
合
、」
は
子
細
が
あ
っ
て
内
々
に
霊
元
上
皇
御
文
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
度
、
日
野
家
に
返
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
）。
そ
う

し
た
過
去
の
経
緯
が
あ
っ
た
た
め
に
、
霊
元
天
皇
は
有
栖
川
宮
家
当
主
で
あ
る
職
仁
親
王
に
一

定
量
の
書
籍
を
譲
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
朝
廷
内
に
お
い
て
も
当
然
視
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
本
文
・
注
で
所
蔵
先
等
に
つ
い
て
言
及
し
た
場
合
に
は
省
略
）

有
栖
川
宮
日
記

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
本
〔
有
栖
五
〇
八
〇
〕

槐
記
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
96
近
世
随
想
集
に
よ
る
）

兼
輝
公
記

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
〔
二
〇
七
三

－

一
二
九
〕

勧
慶
日
記

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
自
筆
本
〔
勧
修
寺
家
文
書
三
七
二
〕（
紙
焼
写
真
に
よ

る
）

堯
恕
法
親
王
日
記

妙
法
院
所
蔵
自
筆
本
（『
妙
法
院
史
料
』
二
の
翻
刻
に
よ
る
）

禁
裏
番
衆
所
日
記

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
〔
柳
一
七
四
〕（
紙
焼
写
真
に
よ
る
）

大
日
本
史
編
纂
記
録

京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
原
本
（
小
川
・
大
塚
論
文
翻
刻
に
よ
る
）

時
量
卿
御
記
後
西
院
御
喪
事

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
自
筆
本
〔
平
松
三

－

ト

－

一
〕（
京
都

史
料
依
拠
写
本
・
刊
本
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［「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程］……小倉慈司

大
学
電
子
図
書
館
画
像
に
よ
る
）

葉
室
頼
業
記

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
自
筆
本
〔
葉
一
〇
〇
四
〕（
紙
焼
写
真
に
よ
る
）

光
栄
卿
記

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
写
本
〔
二
六
〇

－

一
〕

无
上
法
院
殿
御
日
記

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
〔
二
〇
七
三

－

一
七
九
〕（
自
筆
原

本
は
陽
明
文
庫
所
蔵
）

宗
建
卿
記

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
歴
代
残
闕
日
記
巻
一
二
四
明
治
写
本〔
二
五
三

－

一
八
二
〕（
影

印
本
に
よ
る
）

基
量
卿
記

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
自
筆
本
〔
柳
五
八
〕（
紙
焼
写
真
に
よ
る
）

基
煕
公
記

陽
明
文
庫
所
蔵
自
筆
本
〔
元
函
、
二
二
九
四
九
号
〕（
紙
焼
写
真
に
よ
る
）

霊
元
上
皇
院
中
番
衆
所
日
記

東
山
御
文
庫
収
蔵
〔
勅
封
九
三

－

一
〕（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

作
成
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
る
）

な
お
、
東
山
御
文
庫
本
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
し
く
は
そ
れ
を
も
と
に

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
て
作
成
し
た
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
、
高
松
宮
本
に
つ
い
て
は
紙
焼
写
真
も
し

く
は
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画
像
に
よ
り
、
一
部
に
つ
い
て
原
本
調
査
を
行
な

っ
た
。

石
田

実
洋
ａ
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
所
蔵
『
朝
儀
諸
次
第
』
と
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」『
書
陵

部
紀
要
』
五
三

二
〇
〇
二
年

ｂ
「『
明
月
記
』
延
宝
奥
書
本
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
歴
史
』
六
四
七

二
〇
〇
二
年

ｃ
「『
明
月
記
』
の
自
筆
本
と
転
写
本
・
逸
文
」『
明
月
記
研
究
』
八

二
〇
〇
三
年

ｄ
「
東
山
御
文
庫
本
『
御
本
御
目
録
』
と
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
吉
岡
眞
之
・
小
川

剛
生
編
『
禁
裏
本
と
古
典
学
』
塙
書
房

二
〇
〇
九
年

石
田

俊

「
元
禄
期
の
朝
幕
関
係
と
綱
吉
政
権
」『
日
本
歴
史
』
七
二
五

二
〇
〇
八
年

（
伊
地
知
鐵
男
・
橋
本
不
美
男
）「「
桂
宮
本
叢
書
」
の
称
呼
に
つ
い
て
」
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
桂
宮

本
叢
書
』
二
〇

養
徳
社

一
九
六
〇
年

海
野

圭
介

「
東
山
御
文
庫
蔵
『
古
今
集
相
伝
之
箱
入
目
録
』・
同
『
追
加
』
考
」『
古
代
中
世
文

芸
論
考
』
六

新
典
社

二
〇
〇
一
年

小
川

幸
代
・
大
塚
統
子
「
大
日
本
史
編
纂
記
録
（
二
）」『
神
道
古
典
研
究
所
紀
要
』
七

二
〇
〇
一

年

小
川

剛
生
ａ
「
高
松
宮
家
伝
来
の
禁
裏
文
書
に
つ
い
て
」「
中
世
近
世
の
禁
裏
の
蔵
書
と
古
典

学
の
研
究
―
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
を
中
心
と
し
て
―
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

編
・
発
行
『
中
世
近
世
の
禁
裏
の
蔵
書
と
古
典
学
の
研
究

研
究
調
査
報
告
』

一
二
〇
〇
七
年

ｂ
「
禁
裏
本
・
禁
裏
文
庫
に
つ
い
て
」『
語
文
』
一
二
九

二
〇
〇
七
年

参
考
文
献

ｃ
「『
西
面
御
文
庫
宸
翰
古
筆
並
和
漢
書
籍
総
目
録
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
有
栖
川
宮

本
）」
吉
岡
眞
之
・
小
川
剛
生
編
『
禁
裏
本
と
古
典
学
』
塙
書
房

二
〇
〇
九
年

小
倉

慈
司
ａ
「「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
の
来
歴
と
そ
の
資
料
価
値
―
歴
史
資
料
を
中
心
に
」

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
目
録
﹇
八

－

二
﹈『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
目
録
』

奥
書
刊
記
集
成
・
解
説
編

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

二
〇
〇
九
年

初
出

二
〇
〇
七
年

ｂ
「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
に
つ
い
て
」
中
部
日
本
放
送
編
・
発
行
『
宮
廷
の
雅
』

二
〇
一
一
年

小
倉
真
紀
子
ａ
「
近
世
禁
裏
に
お
け
る
六
国
史
の
書
写
と
そ
の
伝
来
」
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文

庫
研
究
』
三

思
文
閣
出
版

二
〇
〇
九
年
年

初
出
二
〇
〇
六
年

ｂ
「『
記
録
目
録
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
吉
岡
眞
之
・

小
川
剛
生
編
『
禁
裏
本
と
古
典
学
』
塙
書
房

二
〇
〇
九
年

宮
内
省
図
書
寮
編
『
霊
元
天
皇
実
録
』
一
〜
三

ゆ
ま
に
書
房

二
〇
〇
五
年

原
本
刊
行
一
九
三

六
年
脱
稿

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
続
文
学
篇

養
徳
社

一
九
五
〇
年

『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
歴
史
篇

養
徳
社

一
九
五
〇
年

宮
内
府
図
書
寮
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
文
学
篇

国
立
書
院

一
九
四
八
年

久
保
木
秀
夫
ａ
「
万
治
四
年
禁
裏
焼
失
本
復
元
の
可
能
性
―
書
陵
部
御
所
本
私
家
集
に
基
づ
く
」
吉

岡
眞
之
・
小
川
剛
生
編
『
禁
裏
本
と
古
典
学
』
塙
書
房

二
〇
〇
九
年

ｂ
「
万
治
四
年
禁
裏
焼
失
本
復
元
の
可
能
性
―
歌
学
歌
論
書
・
定
数
歌
・
歌
会
の
場
合
」

『
武
蔵
野
文
学
』
五
七

二
〇
〇
九
年

小
池

一
行

「
御
所
本
」
井
上
宗
雄
ほ
か
編
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
岩
波
書
店

一
九
九

九
年

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
資
料
委
員
会
編
・
発
行
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
蔵
資
料
概
要
』
一
九

九
一
年

是
澤

恭
三
ａ
「
東
山
御
文
庫
御
秘
蔵
の
御
湯
殿
上
日
記
の
由
来
」『
歴
史
と
国
文
学
』
一
八

－

四

一
九
三
八
年

ｂ
「
御
湯
殿
上
日
記
の
研
究

伝
播
編
」
二
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
五

－

三

一
九

五
七
年

酒
井

茂
幸
ａ
「
霊
元
院
仙
洞
に
お
け
る
歌
書
の
書
写
活
動
」『
禁
裏
本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究
』

思
文
閣
出
版

二
〇
〇
九
年

初
出
二
〇
〇
五
年

ｂ
「
霊
元
院
仙
洞
に
お
け
る
古
記
録
の
収
書
活
動
」『
禁
裏
本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究
』

初
出
二
〇
〇
六
年

ｃ
「
江
戸
時
代
前
期
の
禁
裏
に
お
け
る
冷
泉
家
本
の
書
写
活
動
」『
禁
裏
本
歌
書
の
蔵

書
史
的
研
究
』
初
出
二
〇
〇
六
年

ｄ
「
後
西
天
皇
の
歌
書
の
書
写
活
動
」『
禁
裏
本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究
』
初
出
二
〇
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〇
九
年

ｅ
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
の
「
系
図
」
の
史
料
群
に
つ
い

て
」『
研
究
と
資
料
』
六
三

二
〇
一
〇
年

杉
栄
三
郎
ほ
か
『
職
仁
親
王
行
実
』
高
松
宮

一
九
三
八
年

高
田

義
人

「『
医
陰
系
図
』
解
題
」
詫
間
直
樹
・
高
田
義
人
編
『
陰
陽
道
関
係
史
料
』
汲
古
書

院

二
〇
〇
一
年

詫
間

直
樹

「
高
松
宮
家
旧
蔵
『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』
に
つ
い
て
」
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公

家
文
庫
研
究
』
二

思
文
閣
出
版

二
〇
〇
三
年

武
田

勝
蔵

「
高
松
宮
御
秘
蔵
品
拝
観
記
」『
中
央
史
壇
』
一
三

－

八

一
九
二
七
年

田
島

公

ａ
「
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
東
山
御
文
庫
の
蔵
書
」
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日

本
社
会
の
史
的
構
造
』
古
代
・
中
世

思
文
閣
出
版

一
九
九
七
年

ｂ
「
御
本
御
目
録
」
毎
日
新
聞
社
「
至
宝
」
委
員
会
事
務
局
編
『
皇
室
の
至
宝

東
山

御
文
庫
御
物
』
四

毎
日
新
聞
社

二
〇
〇
〇
年

ｃ
「
近
世
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
蔵
書
目
録
」
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
一

思
文
閣
出
版

二
〇
〇
三
年

初
出
二
〇
〇
〇
年

田
島

公
・
松
澤
克
行
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
国
宝
・
重
文
名
品
展
』

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

二
〇
〇
五
年

田
渕
句
美
子

「
新
古
今
和
歌
集
」
館
蔵
史
料
編
集
会
『〈
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
〉
貴
重
典
籍

叢
書
』
文
学
篇
四

臨
川
書
店

二
〇
〇
〇
年

帝
国
学
士
院
編
『
宸
翰
英
華
』
二

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会

一
九
四
四
年
（
思
文
閣
出
版

一
九
八
八
年
復
刻
）

中
村
健
太
郎

「
63
柿
本
人
麿
像
」
中
部
日
本
放
送
（
株
）
編
・
発
行
『
宮
廷
の
雅
』
二
〇
一
一
年

野
村

玄

「
後
西
天
皇
の
譲
位
と
「
天
子
御
作
法
」」『
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
』
清
文

堂
出
版

二
〇
〇
六
年

初
出
二
〇
〇
四
年

平
林

盛
得

「
後
西
天
皇
収
書
の
周
辺
」
岩
倉
規
夫
・
大
久
保
利
謙
編
『
近
代
文
書
学
へ
の
展
開
』

柏
書
房

一
九
八
二
年

福
田

秀
一

「
宮
内
庁
書
陵
部
及
び
東
山
御
文
庫
の「
歌
書
目
録
」に
つ
い
て
」『
日
本
文
学
逍
遥
』

新
典
社

二
〇
〇
七
年

初
出
一
九
六
三
年

本
田

慧
子

「
葉
室
頼
業
記
」『
日
本
歴
史
「
日
記
」
総
覧
』
新
人
物
往
来
社

一
九
九
四
年

山
崎

誠

「
禁
裡
御
蔵
書
目
録
稿
（
四
）
東
山
御
文
庫
蔵
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』
一
」『（
国
文

学
研
究
資
料
館
文
献
資
料
部
）
調
査
研
究
報
告
』
一
七

一
九
九
六
年

吉
岡

眞
之

「
東
山
御
文
庫
本
『
続
日
本
紀
』
の
周
辺
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
〇
〇

一
九
九
六
年

和
田

英
松

『
皇
室
御
撰
之
研
究
』
明
治
書
院

一
九
三
三
年

〔
付
記
〕

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
学
術
創
成
研
究
「
目
録
学
の
構
築
と
古
典
学

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
二
年
四
月
一
〇
日
受
付
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
五
日
審
査
終
了
）

の
再
生
―
天
皇
家
・
公
家
文
庫
の
実
態
復
原
と
伝
統
的
知
識
体
系
の
解
明
―
」（
田
島
公
代
表

二
〇
〇
七
〜
一
一
年
度
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
東
山
御
文
庫
本
の
拝
観
お
よ
び
写
真
（
一

点
）・
翻
刻
（
表
形
式
も
含
め
三
点
）
の
掲
載
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
宮
内
庁
侍
従
職
、ま
た
そ
の
他
、

史
料
閲
覧
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
各
史
料
所
蔵
機
関
に
は
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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番
号
函
内
訳

員
数

対
応
勅
封
番
号

『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』『
日
次
記
以
下
御
目
録
』

『
御
文
庫
記
録
目
録
』『
書
籍
御
目
録
』

1

続
日
本
紀

一
箱

勅
封
71

・72

10
続
日
本
紀
甲
・
乙

10
〜
11
続
日
本
記
甲
・
乙

2

続
日
本
後
紀

一
箱

勅
封
73

11
続
日
本
後
紀

12
続
日
本
後
記

3

三
代
実
録

一
箱

勅
封
51

－2

12
三
代
実
録

13
三
代
実
録

4

国
史
部
類

一
箱

勅
封
37

14
国
史
部
類

14
国
史
部
類

5

令
集
解

一
箱

勅
封
74

17
令
集
解

16
令
集
解

6

三
代
格

一
箱

勅
封
24

16
律
令
格
式

15
律
令
格
式

7

類
聚
国
史

一
箱

勅
封
25

13
類
聚
国
史

8

朝
野
群
載

一
箱

勅
封
165

19
朝
野
群
載
之
類

14
朝
野
群
載
之
類

9

西
宮
北
山
等
類

一
箱

勅
封
27

18
西
宮
北
山
之
類

36
西
宮
記
北
山
之
類

10

年
中
行
事
類

一
箱

勅
封
41

21
年
中
行
事

45
年
中
行
事

11

雑
々
記

二
箱
（
対
応
関
係
不
明
）

（
対
応
関
係
不
明
）

（
対
応
関
係
不
明
）

12

恒
例

一
箱

勅
封
128

22
恒
例

13

臨
時

一
箱

勅
封
162

23
臨
時

39
臨
時

14

節
会
記

一
箱

勅
封
147

24
節
会

40
節
会

15

叙
位
記

一
箱

勅
封
44

27
叙
位
記

16

除
目

二
箱

勅
封
153

28
除
目

17

大
間

一
箱

勅
封
36

－5
〜14

29
魚
魯

大
間

44
魚
魯

大
間

18

魚
魯

一
箱

勅
封
36

－2

・3
（+
国
立
公
文
書
館
）

29
魚
魯

大
間
・
30
魚
魯

44
魚
魯

大
間

19

諸
社
祭

一
箱

勅
封
127

8
諸
社
祭
記

6
諸
社
祭
記

20

御
神
楽

一
箱

勅
封
126

9
御
神
楽
記

9
御
神
楽
記

21

御
譲
位
記

一
箱

勅
封
157

39
御
譲
位

47
御
譲
位

22

御
即
位
記

二
箱

勅
封
141

・142

40
〜
41
御
即
位
記
甲
・
乙

23

天
皇
御
元
服
記

一
箱

勅
封
143
の
内

36
天
皇
元
服
記

24

親
王
御
元
服
記

一
箱

勅
封
143
の
内

37
親
王
元
服
記

46
親
王
御
元
服
記

25

行
幸
記

一
箱

勅
封
130
の
内

34
行
幸

御
幸
記

26

御
幸
記

一
箱

勅
封
130
の
内

34
行
幸

御
幸
記

42
御
幸

27

改
元

二
箱

勅
封
38

・39

31
〜
32
改
元
甲
・
乙

28

辛
酉
甲
子

一
箱

勅
封
148

・149

33
辛
酉
甲
子

29

女
院
号
記

一
箱

勅
封
158

42
宣
下

門
号
定

48
門
号
定

30

政
始
記

一
箱

勅
封
45

25
政
始

41
政
始

31

御
遊

一
箱

勅
封
155

35
御
遊

43
御
遊

32

宣
下

一
箱

勅
封
22

34
宣
下

33

大
饗

一
箱

勅
封
47

26
大
饗

表
一
『
葉
室
頼
業
日
記
』
の
七
〇
箱
と
現
東
山
御
文
庫
本
・『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』『
日
次
記
以
下
御
目
録
』
等
と
の
対
応
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番
号
函
内
訳

員
数

対
応
勅
封
番
号

『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』『
日
次
記
以
下
御
目
録
』

『
御
文
庫
記
録
目
録
』『
書
籍
御
目
録
』

34

御
八
講
記

一
箱

勅
封
33

・48

44
〜
45
八
講
一
・
二

49
八
講

35

懺
法
講
記

一
箱

勅
封
161

46
御
懺
法
講

36

野
府
記

一
箱

勅
封
1

1
日
次
記
一

19
日
次
記
一

37

左
経
記

一
箱

勅
封
3

－3

3
日
次
記
三
左
経
記

21
日
次
記
三
左
経
記

38

中
右
記

一
箱

勅
封
2

2
日
次
記
二

20
日
次
記
二

39

山
槐
記

一
箱

勅
封
9

－4

15
日
次
記
八
山
槐
記

26
日
次
記
八
山
槐
記

40

愚
昧
記

一
箱

勅
封
9

－5

〜7

14
日
次
記
八
愚
昧
記

26
日
次
記
八
愚
昧
記

41

勧
修
寺
家
記
（
註
）２

一
箱

勅
封
4

7
〜
9
日
次
記
四

22
日
次
記
四

42

平
戸
記

十
九
冊

一
箱

勅
封
9

－9

16
日
次
記
八
平
戸
記

26
日
次
記
八
平
戸
記

43

園
太
記

卅
三
冊

一
箱

勅
封
12

－3

20
日
次
記
十
二

30
日
次
記
十
二

44

薩
戒
記

一
箱

勅
封
13

－3

・4

21
日
次
記
十
三

31
日
次
記
十
三
薩
戒
記

45

甘
露
寺
家
記

一
箱

勅
封
15

24
〜
25
日
次
記
十
五

33
日
次
記
十
五

46

日
次
雑
々
記

四
箱

勅
封
3

－4、
13

－5、
16、
17
の
一
部、
18ヵ

5
日
次
記
三
長
秋
記
、
22
日
次
記
十
三
康
富
記
、
26
日
次

記
十
六
宣
胤
卿
記
、
27
日
次
記
十
六
二
水
記
、
28
日
次
記

十
七
、
29
〜
30
日
次
記
十
八
の
一
部
ヵ

21
日
次
記
三
長
秋
記
、
31
日
次
記
十
三
康
富
記
、
34
日

次
記
十
六
、
35
日
次
記
十
七
の
一
部
ヵ

47

御
ゆ
と
の
ゝ
上
ノ
日
記

二
箱

勅
封
19

・20

31
〜
32
御
湯
殿
上
日
記
甲
・
乙

17
御
湯
殿
記
乙

48

系
図

一
箱
（
高
松
宮
本
）

52
系
図

―

49

諸
家
伝

一
箱
（
高
松
宮
本
）

55
諸
家
伝

―

50

官
職
便
覧

五
十
五
冊

一
箱

勅
封
26

51
官
職
便
覧

57
官
職
便
覧

51

旧
記

一
箱

勅
封
23

58
旧
記

52

雑
々

一
箱
（
対
応
関
係
不
明
）

（
対
応
関
係
不
明
）

53

雑
々
神
祇

一
箱

勅
封
29

〜31
の
一
部

1
〜
3
神
祇
一
〜
三

1
神
祇

54

雑
々
神
社

二
箱

勅
封
43

・95

・123
の
一
部
ヵ

5
〜
7
諸
社
一
〜
三
ヵ

2
〜
5
諸
社
一
〜
四
ヵ

55

雑
々
釈
教

一
箱

勅
封
46

43
釈
教

56

雑
々
諸
寺

一
箱

勅
封
35

・49

・50

47
〜
50
諸
寺
一
〜
四

50
〜
54
諸
寺
一
〜
五

57

雑
々
無
目
録

五
箱

勅
封
119

・120

・163ヵ

59
〜
61
雑
々
上
〜
下
ヵ

13
雑
々
中
、
37
雑
々
下

（
註
）
1
一
部
推
定
を
含
む
。

2
『
葉
室
頼
業
日
記
』
本
文
に
「
永
昌
記
九
冊
、
吉
記
一
九
、
吉
続
記
十
七
冊
」
と
見
え
る
。

3
『
禁
裡
御
蔵
書
目
録
』（
Ⅳ
）『
日
次
記
以
下
御
目
録
』（
Ⅴ
）
の
箱
番
号
は
田
島
ａ
ｃ
論
文
に
よ
る
。
Ⅴ
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
表
記
。

4
『
御
文
庫
記
録
目
録
』（
Ⅱ
）『
書
籍
御
目
録
』（
Ⅲ
）
の
箱
番
号
は
田
島
ｃ
論
文
に
よ
る
。
Ⅲ
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
表
記
。
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表
二

勅
封
120

－

13

－

２
御
本
御
目
録
記
載
書
目
と
現
存
史
料
と
の
対
照
表

枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

1

－

1

1

○
神
皇
正
統
記

一
冊

○

東
山

勅
封
52

－16

2

○
続
神
皇
正
統
記

一

△

東
山

勅
封
52

－17

勅
封41

－30

は
外
題
霊
元
筆

3

○
皇
年
代
私
記

一

△

東
山

勅
封
41

－2

勅
封41

－1

入
記
目
録
に
記
載

｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆

｢

皇
年
代
私
記｣

4

○
紹
運
録

一
折

○

東
山

勅
封
41

－13

勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

｢

明
暦｣

印

包
紙
後
西
筆｢

皇
胤
紹
運
録｣

5

○
本
朝
皇
胤
紹
運
録

一
冊

○

東
山

勅
封
41

－16

勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆

6

○
帝
王
系
図

一

○

書
陵
部458

－11
｢

明
暦｣

印

後
西
手
沢

7

○
帝
王
御
次
第

一

○

東
山

勅
封
120

－54

外
題
後
西
筆

8

皇
代
記

一
折

○

東
山

勅
封
41

－12

勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

9

○
皇
年
代
記

後
柏
原
院
震
筆

一

○

東
山

勅
封
41

－10

勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

後
柏
原
筆

外
題｢

皇
年
代
記｣

10

○
天
地
人
集

一
折

○

東
山

勅
封
52

－18

11

○
天
子
御
諱
女
院
号

二
冊

△

東
山

勅
封
175

－5
－13

｢

明
暦｣

印

一
冊

残
り
一
冊
に
対
応
す
る
現
存
本
は
不
明

12

○
略
年
代
記

奥
欠

後
小
松
院
震
筆

一
巻

△

東
山

勅
封
41

－33

勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

尾
欠

古
写

本
か
否
か
不
明

13

○
醍
醐
天
皇
御
諱
ー

雅
久

一
枚

○

東
山

勅
封
119

－1

－3

小
槻
雅
久
勘
文

14

○
桓
武
天
皇

平
城
天
皇

嵯
峨
天
皇

淳
和

天
皇

私
、
日
本
後
記
抜
書
歟
、

二
冊

○

東
山

勅
封
41

－26

『
日
本
紀
略
』
勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

｢

明
暦｣

印

15

＼

扶
桑
略
記
「
別
箱
入
了
、」

十
一
冊

○

歴
博

H

－600

－1668

『
日
本
紀
略
』｢

明
暦｣

印

16

＼

三
代
格

五
、十
二
、
「
別
箱
入
了
、」

二
巻

○

書
陵
部553

－22

現
在
四
巻
に
分
巻

旧
別
置
御
物

勅
封24

－1

－2

御
本
新
加

目
録
（
桜
町
筆
）
に
新
加
と
し
て
記
載

17

△
＼

新
儀
式

四
、五
、

二
冊

△

東
山

勅
封
24

－7

外
題
後
西
筆

勅
封24

－1

－1

入
記
目
録
に
記
載

18

＼

西
宮
抄
「
別
箱
入
了
、」

一
巻

○

書
陵
部553

－24

旧
別
置
御
物

勅
封27

－1

－2

御
新
加
目
録
（
霊
元
筆
）
に
新

加
と
し
て
記
載

19

＼

行
類
抄
「
別
箱
入
了
、」

二
巻

○

東
山

勅
封
177

－42

『
江
家
次
第
』
外
題
後
西
筆｢

行
類
鈔｣

勅
封27

－1

－2

御

新
加
目
録
（
霊
元
筆
）
に
新
加
と
し
て
記
載

○

書
陵
部503

－163

外
題
後
西
筆

勅
封27

－1

－2

御
新
加
目
録
（
霊
元
筆
）
に
新

加
と
し
て
記
載

明
治
二
一
年
東
山
御
文
庫
よ
り
東
京
に
運
ば

れ
る

20

△
＼

行
類
抄

六
冊

―

10

－

追
20
の
項
参
照
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

1

－

1

21

＼

無
外
題
「
別
箱
入
了
、」

一
巻

○

書
陵
部553

－23

『
新
任
弁
官
抄
』
旧
別
置
御
物

勅
封27

－1

－2

御
新
加
目
録

（
霊
元
筆
）
に｢

端
云
正
殿
以
下
ー｣

と
見
え
る
こ
と
に
よ
り
比

定

付
札
に
よ
れ
ば
現
外
題
は
後
桜
町
筆

22

△

○
風
土
記

一
冊

○

東
山

勅
封
52

－23

『
都
遷
次
第

国
名
風
土
記
』
外
題
後
西
筆｢

風
土
記｣

｢

明

暦｣

印

23

△

○
出
雲
風
土
記

一
冊

○

東
山

勅
封
52

－24

外
題
後
西
筆

24

△

○
都
遷
次
第

一

○

東
山

勅
封
52

－22

『
都
遷
次
第

国
名
風
土
記
』
外
題
後
西
筆｢

都
遷
次
第｣

｢

明
暦｣

印

25

△

○
遷
都
次
第

一

？

東
山

勅
封
41

－27
乃
至

勅
封
41

－28

共
に
勅
封41

－1

入
記
目
録
桜
町
書
継
部
分
に
記
載

外
題
後

西
筆

勅
封41

－27

に
は｢

明
暦｣

印

追
26

天
子
御
諱

半
切

一
冊

○

東
山

勅
封
120

－33

霊
元
追
記
ヵ
『
天
皇
御
諱
並
女
院
号
』
書
出
「
天
子
御
諱
」

1

－

2

1

後
小
松
天
皇
御
記

御
即
位
日
神
秘
事

一
冊

○

東
山

勅
封
67

－5

－10

－1

後
西
筆

｢

明
暦｣

印

2

大
礼
秘
事

後
普
光
院
作

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－48

外
題
後
西
筆

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
新
加
と
し
て

記
載

3

後
福
照
院
関
白
消
息

御
即
位
神
秘
之
事

一

○

東
山

勅
封
66

－5

－3

外
題
・
扉
題
後
西
筆

4

仰
詞
案

寛
正
六
十
廿
六

一
枚

○

東
山

勅
封
66

－4

－5

『
御
即
位
日
神
秘
御
伝
受
御
下
問
状
写
』
端
裏
書｢

仰
詞
案

寛
正
六
十
廿
六｣

5

同
関
白

勅
答
之
写

一
枚

○

東
山

勅
封
66

－4

－12

－4

『
即
位
灌
頂
先
例
奉
答
書
』
端
裏｢

関
白｣

6

即
位
灌
頂
当
家
奉
授
例

一
枚

○

東
山

勅
封
66

－7

－5

－2

7

御
即
位
部
類
記

治
暦
四

一
冊

○

東
山

勅
封
141

－4

行
間
補
書

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

8

・

御
即
位
部
類
記

永
観
長
和

野
府
記

一
冊

○

東
山

勅
封
141

－2

外
題
後
西
筆

9

・

御
即
位
記

嘉
承

中
右
記

一

○

東
山

勅
封
141

－6

外
題
後
西
筆

10

・

○
山
槐
記

治
承

御
即
位

一

○

東
山

勅
封
141

－11

外
題
後
西
筆

11

・

○
御
即
位
記

治
承

吉
記

一

○

東
山

勅
封
141

－13

外
題
後
西
筆

12

・

○
御
即
位
記

建
久
九

三
長
記

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－43

13

・

即
位
記

端
奥
欠

建
久
九

一

○

東
山

勅
封
141

－102

首
尾
欠

14

・

御
即
位
部
類
記

寛
元
経
俊
卿
記
、
顕
朝
卿
記
、
経

光
卿
記
、
師
兼
記
、

一
冊

○

東
山

勅
封
141

－26

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

15

・

同

永
仁
公
衡
公
記
、
貞
和
松
亜
記
、

一

○

東
山

勅
封
141

－41

外
題
後
西
筆

16

・

二
水
記

永
正
十
八
御
即
位

一

○

東
山

勅
封
141

－56

外
題
後
西
筆

17

・

御
即
位
記

寛
文
三
年

一
巻

△

東
山

勅
封
142

－33

18

・

正
元
々
年
十
二
月
七
日
記

後
小
松
院
震
筆

一
枚

○

東
山

勅
封
101

－1

－10
『
女
車
乗
御
勘
例
』
端
裏｢

正
元
々
年
十
二
月
七
日
記

後
小

松
院
宸
筆｣

江
戸
写

包
紙
後
西
筆

＼＼ ＼ ＼
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

1

－

2

19

・

御
即
位
記

年
紀
不
知

後
花
園
院
震
筆

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－45

端
裏
後
西
筆｢

御
即
位
記

年
紀
不
知

後
花
園
院
宸
筆
也｣

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

20

・

御
即
位
行
幸
御
見
物
部
類
記

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－35

外
題
後
西
筆

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

21

・

御
即
位
儀

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－46

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

22

・

大
礼
次
第

貞
和
、
永
享
、
寛
正
、
永
正
、

一
冊

○

東
山

勅
封
141

－83

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

23

・

御
即
位
擬
侍
従
定
次
第

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－51

－7

端
裏
後
西
筆

24

・

○
即
位
次
第

明
暦
二
正
廿
三

一
帖

△

東
山

勅
封
141

－89

外
題
後
西
筆
、｢

明
暦｣

印

25

・

即
位
式

寛
文
三

左
府
作
進

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－29
26

・

即
位
次
第

同

一

○

東
山

勅
封
141

－112

外
題
後
西
筆

27

・

次
第

一
帖

△

東
山

勅
封
120

－1

－2

『
御
即
位
次
第
』
後
西
筆

書
出｢

次
第｣

28

・

御
即
位

一
帖

△

東
山

勅
封
142

－19

『
御
歴
代
御
即
位
月
日
御
年
齢
場
所
一
覧
』
書
出｢

御
即
位｣

後
西
筆

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

29

・

即
位
雑
例
条
々
兼
日

上
下

二
冊

○

東
山

勅
封
141

－74

外
題
後
西
筆

勅
封141

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

30

・

同
当
日

上
下

二

○

東
山

勅
封
141

－75

外
題
後
西
筆
等

勅
封141

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

31

・

○
即
位
条
々

兼
日
、
当
日
、

二

○

東
山

勅
封
141

－76

・77

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

勅
封141

－2

御
入
記
新
加
目
録

に
新
加
と
し
て
記
載

32

・

御
即
位
支
干

日
事

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－51

－1

33

・

御
即
位
年
例

月
例
日
例
等

一
帖

○

東
山

勅
封
142

－20

－1

『
歴
代
御
即
位
御
年
齢
並
月
日
干
支
一
覧
』
後
西
筆

34

・

廃
務
日
即
位
例

一
枚

○

東
山

勅
封
141

－107

勅
封141

－2

御
入
記
新
加
目
録
に
新
加
と
し
て
記
載

35

・

御
即
位
参
役
人
重
軽
服
例

一
枚

△

東
山

勅
封
141

－108

『
中
原
師
象
勘
例
注
進
』
勅
封141

－2

御
入
記
新
加
目
録
に
新

加
と
し
て
記
載

他
に
勅
封142

－51

－10

も
可
能
性
あ
り

36

・

御
即
位
職
掌
類
聚
抄

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－55

外
題
後
西
筆

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

37

・

即
位
職
掌
部
類
抄

一
冊

？

東
山

勅
封
141

－61
乃
至

勅
封
141

－62

共
に
外
題
後
西
筆
（

－61

は｢

明
暦｣

印
）
勅
封141

－2

御

入
記
新
加
目
録
に
新
加
と
し
て
記
載

38

・

代
々
御
即
位
褰
帳
人

御
即
位
役
者
事

一
冊

○

東
山

勅
封
141

－63

『
御
即
位
役
者
部
類
』
代
々
御
即
位
褰
帳
人
と
御
即
位
役
人
事

よ
り
な
る

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

勅
封141

－2

御
入

記
新
加
目
録
に
新
加
と
し
て
記
載

39

・

○
代
々
御
即
位
役
者
部
類

一

○

東
山

勅
封
141

－64

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

勅
封141

－1

－1

御
入
記
目
録
に

記
載

40

・

御
即
位
職
掌
人

貞
和
五

一

○

東
山

勅
封
141

－67

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

勅
封141

－1

－1

御
入
記
目
録
に

記
載

41

・

御
即
位
散
状

一

○

東
山

勅
封
142

－15
｢

明
暦｣

印

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
記
載

42

・

次
将
散
状

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－1

－3
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

1

－

2

43

・

永
徳
御
即
位
職
掌
人

一
巻

○

東
山

勅
封
141

－110

『
御
即
位
散
状
』
端
裏｢

永
徳
御
即
位
職
掌
人｣

外
題
後
西
筆

44

・

近
代
御
即
位
役
者
部
類

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－54

45

・

即
位
役
者

天
文
五

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－52

－1

後
西
筆

端
裏｢

即
位
役
者

天
文
五｣

46

・

○
御
即
位

慶
長
十
六

仙
洞
御
即
位

二
枚

○

東
山

勅
封
142

－52

－2

・3

47

・

○
新
院
御
即
位

寛
永
七
年
九
月
十
二
日

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－52

－4
48

・

後
光
明
院
御
即
位

寛
永
廿
年
十
月
廿
一
日

二
枚

○

東
山

勅
封
142

－52

－6

書
出｢

後
光
明
院
御
即
位/

地
下
之
役
者｣

2

紙

49

・

寛
永
廿

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－51

－5

端
裏｢

寛
永
廿｣

50

・

内
弁
右
大
臣
康
道
公
ー
ー

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－1

－4

書
出｢

内
弁
右
大
臣
康
道
公｣

51

・

後
光
明
院
御
即
位
褰
帳

一
枚

○

東
山

勅
封
142

－52

－5

書
出
「
後
光
明
院
御
即
位/

褰
帳
」

52

・

御
即
位
内
弁
ー
ー
明
暦

一
閉

○

東
山

勅
封
142

－52

－7

書
出｢

御
即
位/

内
弁｣

53

・

御
御
装
束
絵
様

新
古

二
巻

○

東
山

勅
封
142

－47

外
題
後
西
筆

勅
封142

－2

－1

御
入
記
目
録
に
新
加
と
し
て

記
載

○

書
陵
部512

－267

『
御
即
位
記
並
絵
図
』
の
内

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

石

田
実
洋
氏
の
御
教
示
に
よ
る

54

・

高
御
座
絵
図

新
古

二
巻

○

東
山

勅
封
142

－51

－8

・9

勅
封142

－51

－8

は｢

明
暦｣

印

55

・

勅
答

一
包

○

東
山

勅
封
120

－1

－1

『
御
即
位
条
々
勅
問
申
詞
』
包
紙
後
西
筆｢

勅
答｣

56

・

目
録
案

一
枚

△

東
山

勅
封
142

－51

－2

57

・

応
安
七
年

宿
紙
横
折

親
長
卿
筆

一
枚

―

58

・

即
位
指
図

明
暦

一
个

―

1

－

3
1
抹
×

天
皇
元
服
部
類
記

一
巻

○

陽
明

41484

2
抹
×

天
皇
元
服
記

嘉
応
三

坊
槐
記

一

○

陽
明

41486

3
抹
×

天
皇
元
服
記

文
治

玉
葉
記

一
冊

―

4
抹
×

天
皇
元
服
後
宴
部
類
記

一

○

陽
明

41482

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

5
抹
×

天
皇
元
服
式

仁
治

一
巻

○

陽
明

41488

『
天
子
冠
儀
式
』
内
題｢

御
元
服
式｣

6
抹
×

御
元
服
後
宴
記

建
長

一

○

陽
明

41490

7
抹
×

天
皇
御
元
服
記

建
治

一

○

陽
明

41491

『
信
輔
卿
記
』

8
抹
×

主
上
御
元
服
定
部
類

延
慶

一

○

陽
明

41494

9
抹
×

天
皇
御
元
服
部
類
記

同

一

○

陽
明

41493

外
題
後
西
筆

10
抹
×

天
皇
元
服
式

永
享

一

○

陽
明

41496
｢

明
暦｣

印
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

1

－

3
11
抹
×

主
上
御
元
服
上
寿
作
法
抄

一

○

陽
明

41503

12
抹
×

天
子
冠
礼
部
類
記
惣
録

一
冊

？

東
山

勅
封
143

－22

扉
題
後
西
筆

13
抹
×

天
皇
御
元
服

加
冠
、
理
髪
、

一
冊

―

14
抹
×

空
頂
黒
幘

一
个

―

か
つ
て
近
衛
家
に
伝
来
（
宗
建
卿
記
享
保
一
八
年
二
月
一
日
条
）

15

・

○
代
々
御
元
服

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－44

後
西
筆

勅
封143

－1

－4

桜
町
筆
目
録
に
新
加
と
し
て
記
載

さ
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
か

16

・

○
親
王
御
元
服
部
類
記

一
冊

○

東
山

勅
封
143

－33

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

17

御
元
服
記

応
安

一
巻

―

18

・

○
後
円
融
院
ー
ー

一

○

東
山

勅
封
143

－114

『
壬
生
忠
利
親
王
御
元
服
勘
例
』
勅
封142

－1

－2

親
王
御
元

服
記
録
御
入
記
目
録
に
記
載

19

・

○
永
正
九
年
ー
ー
ー

一

○

東
山

勅
封
143

－115

『
押
小
路
師
定
親
王
御
元
服
勘
例
』

20

・

○
親
王
御
元
服
記

永
正
九
守
光
卿
記

一

○

東
山

勅
封
143

－111

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

21

・

○
御
元
服
事

永
正
九
ー

一
冊

○

東
山

勅
封
182

－9

－14

『
和
長
卿
記
』

22

・

○
御
元
服
次
第

寛
正
親
王
御
元
服
被
用
次
第

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－55

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

勅
封143

－1

－4

桜
町
筆
目
録
に

新
加
と
し
て
記
載

23

・

○
同

慶
長

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－53

外
題
後
西
筆

24

・

○
親
王
御
元
服
次
第

寛
永
廿

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－67

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

25

・

○
親
王
御
元
服
仮
名
記

同

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－68

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

26

・

○
同

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－69

勅
封143

－68

と
同
文

27

・

○
親
王
御
元
服
次
第

寛
文
二

一
帖

○

東
山

勅
封
143

－63

外
題
後
西
筆

勅
封143

－1

－4

桜
町
筆
目
録
に
新
加
と
し
て

記
載

28

・

○
親
王
御
元
服
加
冠
理
髪
例

一
冊

○

東
山

勅
封
143

－64

外
題
後
西
筆

29

・

○
同
理
髪
事

一
巻

○

東
山

勅
封
143

－110

『
親
王
御
元
服
羽
林
及
弁
官
理
髪
例
』
端
裏｢

親
王
御
元
服
理

髪
事｣

30

・

○
光
豊
卿
記

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－4

－8

31

親
長
卿
筆

禅
閤
へ
被
尋
条
々

横
折

二
枚

○

東
山

勅
封
120

－6

－8

・9

32

○
御
元
服
風
記

二
枚

―

33

○
寛
文
二
御
元
服

役
者
、
指
図
、

一
結

―

34

○
源
久
良
王
ー
ー

一
枚

○

東
山

勅
封
22

－47

－9

後
西
筆

35

○
貞
清
親
王
ー
ー

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－4

－13

36

○
邦
道
親
王
ー
ー

一
枚

○

東
山

勅
封
143

－119

－1

後
西
筆
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

1

－

3

37

・

普
賢
院
関
白
元
服
記

一
冊

？

東
山

勅
封
163

－10

『
後
香
園
院
関
白
元
服
記
』
の
誤
り
？

38

・

○
元
服
部
類
記

吉
続
記
、
薩
戒
記
、

一
冊

○

東
山

勅
封
143

－42

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

追
39

周
賢

一
枚

○

東
山

勅
封
22

－44

－1

追
記

後
西
筆

追
40

親
王
家
称
号

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－4

－15

追
記

追
41

穏
仁
親
王
元
服

一
枚

○

東
山

勅
封
143

－119

－3

追
記

追
42

元
服
作
法

端
欠

古
筆

一
巻

○

東
山

勅
封
163

－60

－7

追
記

2

1

・

○
後
深
草
院
御
記

弘
長

一
枚

○

東
山

勅
封
130

－56

勅
封130

－6

御
新
加
目
録
（
桜
町
筆
）
に
新
加
と
見
え
る

外

題
後
西
筆

2

＼

光
明
院
御
記

康
永
、
暦
応
、

「
御
所
へ
ま
い
ら
せ
了
、」

二
巻

○

東
山

勅
封
115

－7

箱
書
霊
元
筆

3

・

○
同
新
写

一
包

△

東
山

勅
封
67

－5

－8

－4

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

他
の
冊
は
霊
元
筆
等

4

・

○
旧
院
御
記

通
村
公
筆

一
巻

―

5

・

○
元
弘
二
年

一
冊

○

東
山

勅
封
141

－45

『
元
弘
御
即
位
記
』
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

6

・

○
後
円
融
院
御
記

永
徳

一
冊

？

東
山

勅
封
67

－5
－9

－2

7

・

○
後
柏
原
院
御
記

三
冊

○

東
山

勅
封
67

－5

－11

－1

〜

3

後
西
筆

8

同
震
筆
御
記

十
一
月
朔
日

一
巻

―

9

・

○
後
奈
良
院
御
記
抜
書

一
冊

△

円
照
寺

10

・

○
天
正
三
年

正
親
町
院
震
筆

一
冊

○

東
山

勅
封
101

－1

－7

－1

『
会
始
読
師
講
師
事
御
抜
書
』

11

・

○
無
外
題

一
め
て
た
事
ー

正
親
町
院
震
筆

半
切

一

△

東
山

勅
封
101

－1

－7

－4

－2

『
七
月
御
め
て
た
事
の
事
』
一
通

包
紙
後
西
筆

12

・

○
同

一
神
々
の
ー

同
震
筆

同

一

△

東
山

勅
封
101

－1

－7

－4

－7

『
神
々
の
巻
数
御
い
た
た
き
の
事
等
御
覚
書
』
一
通

包
紙
後

西
筆

13

・

○
後
奈
良
院
・
正
親
町
院

御
記
之
類

一
結

○

東
山

勅
封
101

－1

－5

14

・

正
親
町
院
よ
り
後
陽
成
院
へ
ま
い
ら
せ
ら

る
ゝ
御
覚
書
共

一
結

○

東
山

勅
封
101

－1

－7

－2

〜

5

畳
紙
後
西
筆｢

正
親
町
院
よ
り
後
陽
成
院
へ
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ

御
覚
書
共｣

勅
封101

－1

－7

－4

－2

・7

は
含
ま
れ
な
い
か

15

・

○
御
ゆ
と
の
ゝ
う
へ
の
日
記
ぬ
き
か
き

一
結

○

東
山

勅
封
67

－6

－11

包
紙｢

御
ゆ
と
の
ゝ
う
へ
の
日
記
ぬ
き
か
き｣

一
部
後
西
筆

16

・

○
寛
永
二
年

御
ゆ
と
の
ゝ
う
へ
の
日
記

一
冊

？

東
山

勅
封
62

－11

－2

－8

－4

霊
元
筆

17

○
正
親
町
院
御
判

一
包

―

18

○
後
陽
成
院
御
判

一
包

―

19

女
房
奉
書
人
に
よ
り
か
く
へ
き
様

後
柏
原
院
震
筆

一
枚

―
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

3

1

・

○
勝
ー
親
王

親
王
宣
下
一
通
、
叙
品
一
通
、

一
包

○

東
山

勅
封
22

－47

－2

包
紙
後
西
筆

2

・

○
知
ー
親
王

御
名
字
折
紙
一
枚
、
親
王
宣
下
一
通
、
叙

品
一
通
、

一

―

3

・

○
方
ー
親
王

宣
下

一
通

一

○

東
山

勅
封
22

－47

－3

包
紙
後
西
筆

4

・

○
誠
ー
親
王

宣
下

一
通

一

○

東
山

勅
封
22

－47

－4

包
紙
後
西
筆

5

・

○
政
ー
親
王
家
勅
別
当
宣
旨

一
通

○

東
山

勅
封
22

－48

－5

後
西
筆

勅
封22

－1

入
記
目
録
（
霊
元
天
皇
宸
筆
）
に
新
加

と
し
て
記
載

6

・

○
御
名
字
勘
文

知
ー
、
誠
ー
、

二
通

―

7

○
親
王
宣
下
風
記

二

―

8

・

○
当
今
御
諱
勘
文

勅
答
等

一
包

？

東
山

勅
封
143

－112

－2

『
後
西
天
皇
御
諱
勘
文
書
類
』
包
紙
後
西
筆

9

・

○
立
親
王
宣
下
次
第

明
暦
四
正
廿
八

一
帖

○

東
山

勅
封
22

－47

－8

外
題
後
西
筆

10

○
同
散
状
之
写

一
枚

―

11

・

○
親
王
宣
下
次
第

慶
安
元
七
十
九

一
帖

○

東
山

勅
封
22

－47

－6

外
題
後
西
筆

12

・

○
親
王
宣
下

式
部
卿

一
包

○

東
山

勅
封
22

－47

－5

包
紙
後
西
筆｢

親
王
宣
下/

式
部
卿｣

13

・

○
三
品
位
記

一
巻

―

14

・

○
雑
々

元
服
諱
称
号
等
之
事

一
包

―

15

・

○
智
仁
親
王
伝

一
枚

△

東
山

勅
封
163

－57

－3

『
八
条
宮
智
仁
親
王
親
王
宣
下
叙
品
年
記
』

16

・

○
穏
仁
親
王

名
字
折
紙
下
書

一
枚

△

東
山

勅
封
163

－57

－6

『
後
西
天
皇
後
水
尾
天
皇
御
贈
答
状
』

17

・

○
同

諱
勘
文
之
写

一
枚

○

東
山

勅
封
163

－57

－5

後
西
筆

18

・

○
親
王
宣
下

応
永
十
五
年
三
月
八
日

一
通

○

東
山

勅
封
22

－47

－1

『
沙
弥
義
仁
立
親
王
宣
下
宣
旨
』

19

○
名
字
勘
文

四
通

？

東
山

勅
封
22

－48

－1

勅
封22

－48

－1

は
一
通
二
紙

20

○
親
王
宣
下
散
状

二
枚

？

東
山

（
備
考
参
照
）

東
山
勅
封22

－48

－2

〜4

、
勅
封163

－57

－7

あ
り
、
各
一

通

21

・

○
親
王
宣
下
付
行
例

一
通

○

東
山

勅
封
120

－4

－4

『
外
記
史
親
王
宣
下
付
行
勘
例
』
書
出
「
親
王
宣
下
付
行
之
例
」

22

・

○
貞
致
親
王

宣
下
之
事

文

一
包

？

東
山

勅
封
51

－6

23

○
承
応
二
年
正
月
廿
一
日

一
枚

○

東
山

勅
封
163

－57

－4

『
式
部
卿
良
仁
親
王
一
品
宣
下
例
書
』

24

・

○
准
后
与
親
王
座
次
之
事

一
冊

○

東
山

勅
封
70

－5

－1

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

25

・

○
親
王
准
后
之
事

一
包

○

東
山

勅
封
119

－1

－11

包
紙
後
西
筆｢

親
王
准
后
之
事｣

26

・

○
親
王
与
大
臣
座
次

慶
長
年
中
条
々

後
中
院
自
筆

写

一
巻

△

東
山

勅
封
119

－2

－3

後
西
筆
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番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

3

27

・

○
関
白
勅
答

冬
良
公
筆

一
枚

△

歴
博

H

－600

－196

－40

折
紙
『
記
録
目
録
』400

－14

追
28

○
女
院
外
母
后
等
御
名
字
同
訓
事

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－3

－4

追
29

○
立
親
王
次
第

二
枚

△

東
山

勅
封
120

－4

－2

一
通
二
紙

追
30

○
継
嗣
令
集
解
云
々

一
巻

○

東
山

勅
封
74

－4

『
親
王
御
事
令
式
等
抜
書
』
書
出
「
継
嗣
令
集
解
云
」
勅
封

74

－2

御
不
足
新
加
目
録
に
記
載

追
31

○
昭
子
賀
子
内
親
王
宣
下
宣
下
写

二
包

―

4

1

○
禁
秘
抄

一
冊

？

歴
博

H

－600

－934

こ
の
他
に
も
東
山
・
歴
博
に
『
禁
秘
抄
』
あ
り

2

○
雲
図
抄

一
巻

○

歴
博

H

－600

－119
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』404

東
山
御
文
庫
本
は
二
巻
本

3

禁
掖
秘
抄

一
冊

○

歴
博

H

－600

－839
｢

明
暦｣

印

4

○
名
目
鈔

三

○

東
山

勅
封
67

－6

－17

・18、
勅
封
119

－12

勅
封67

－6

－18

は
久
我
内
府
進
上
（
後
西
筆
付
札
）
勅
封

119

－12

に
は｢

明
暦｣

印
あ
り

5

○
名
目
抄
之
内
不
審

半
切

一
巻

○

東
山

勅
封
163

－60

－13

6
抹

＼

類
聚
雑
要
抄

四
巻

―

流
布
本
本
奥
書
に
よ
れ
ば
、
後
西
院
所
蔵
本
は
巻
一
甘
露
寺
親

長
筆
、
巻
二
三
条
西
実
隆
筆
、
巻
三
町
広
光
筆
、
巻
四
中
御
門

宣
胤
筆
で
あ
っ
た
。
国
会
図
書
館
本
は
こ
れ
と
は
別

7

○
丞
相
名
字

一
冊

○

歴
博

H

－600

－777
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』417

8

○
吉
口
伝

一
冊

○

東
山

勅
封
163

－22

外
題
後
西
筆

9

○
吉
口
伝
目
録

一

○

東
山

勅
封
52

－6

外
題
後
西
筆

10

○
＼

吉
口
伝
故
実
抄
「
輪
王
寺
宮
借
用
、」

一

―

11

○
夕
拝
備
急
抄

二
冊

○

歴
博

H

－600

－133
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』411

12

○
＼

弁
官
至
用
集
「
左
府
借
進
、」

一

―

13

○
貫
首
秘
抄

一

○

東
山

勅
封
52

－7

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

14

○
愚
聞
抄

龍
山
筆

  

半
切

一

○

東
山

勅
封
120

－42

勅
封174

－2

－25

禁
裡
御
蔵
書
目
録
の
雑
々
上
に
記
載

15

○
雑
要
抄

一

○

歴
博

H

－600

－937
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』419

16

○
同

青
松

一

―

17

○
雑
事

一

○

東
山

勅
封
113

－5

－3

－5

18

○
＼

同

三
光
院
内
府
被
書
遣
具
房
朝
臣

「
輪
王
寺
宮
借
用
、」

一

―

19

○
舞
踏
作
法

後
陽
成
院
宸
筆

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－7

－10

後
陽
成
筆

包
紙
後
西
筆

＼



389

［「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程］……小倉慈司

枝
番
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爪

書
目
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員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

4

20

○
飾
抄

一
冊

？

東
山

歴
博

勅
封
120

－75
乃
至

H

－600

－789

共
に｢

明
暦｣

印

21

○
当
家
着
用
装
束
以
下
事

一
冊

△

国
会

わ
210.09

－52

歴
博H

－600

－103

は
外
題
『
桃
花
蘂
葉

附
胡
曹
抄
』（
後

西
筆
）
な
の
で
異
な
る
か

勅
封174

－2

－25

禁
裡
御
蔵
書
目

録
の
雑
々
上
に
記
載

22

○
物
具
装
束
抄

一
冊

○

歴
博

H

－600

－1510

奥
書
後
西
筆

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』418

23

○
衣
服
事

一

○

歴
博

H

－600

－1494

『
三
条
家
装
束
抄
』
内
題｢

衣
服
事｣

24

○
女
房
の
官
の
し
な

一
冊

？

東
山

勅
封
67

－5

－16

－2

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

他
に
勅
封67

－5

－16

－1

に
も

｢

明
暦｣

印
あ
り

25

○
わ
か
宮
御
わ
ら
ハ
し
や
う
そ
く
の
事

冬
良
公
筆

一
枚

○

東
山

勅
封
157

－81

『
若
宮
童
装
束
注
文
』

26

○
衣
の
ゑ

一
折

―

27

○
萌
木
匂
打
交
ー
ー

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－6

－14

『
馬
具
書
付
』
書
出｢

萌
木
匂
打
交｣

28

○
冬
御
扇

永
家
卿
筆

一
枚

○

東
山

勅
封
120

－6

－12

『
御
扇
覚
書
』
書
出｢

冬/

御
檜
扇｣

29

○
か
も
社
指
貫
之
事

二
枚

―

「
御
装
束
之
事
」「
装
束
之
事
」
を
墨
抺

30

○
素
然
文

一
通

○

東
山

勅
封
163

－60

－12

31

○
装
束
方
之
事

高
倉
、
山
科
、

一
結

―

32
抹

＼

車
図
「
別
箱
入
了
、」

三
巻

？

東
山

勅
封
120

－25

二
巻
、
共
に
外
題
霊
元
筆

勅
封174

－2

－25

禁
裡
御
蔵
書
目

録
の
雑
々
上
に
も
二
巻
と
見
え
る

33

○
日
野
大
納
言
殿

光
平

一
包

○

東
山

勅
封
130

－90

『
二
条
光
平
勅
問
申
詞
』
包
紙｢

日
野
大
納
言
殿
へ

光
平｣

勅
封130

－5

御
追
加
目
録
（
桜
町
筆
）
に
新
加
と
記
載

34

○
清
凉
殿
御
厨
子
図

一
巻

○

東
山

勅
封
167

－25
｢

明
暦｣

印

追
35

女
房
名

一
巻

○

東
山

勅
封
120

－14

－5

後
西
筆

追
36

指
貫
切

一
包

△

歴
博

H

－600

－201

－20

『
大
紋
キ
レ
』
『
記
録
目
録
』455

5

1

・

礼
服
御
覧
次
第

明
暦

一
帖

○

東
山

勅
封
141

－88

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

2

・

同

寛
文
三

一
巻

○

東
山

勅
封
142

－30

勅
封142

－1

御
入
記
目
録
に
新
加
一
包
と
あ
る
も
の
に
相
当
か

3

・

同
指
図

寛
永
廿

一
个

○

東
山

勅
封
120

－1

－5

4

・

入
目
録
草

白
紙

二
通

―

5

・

同

清
書

宿
紙

一
通

―

6

・

御
即
位
御
祈

明
暦

十
个
寺
等
之
例

一
包

一
枚

一
枚

△

東
山

勅
封
142

－52

－8

・9

勅
封142

－52

－10

の
可
能
性
も
あ
り

追
7

貞
享
御
即
位
灌
頂
之
事

一
結

―

霊
元
天
皇
の
追
記
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爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

6

1

・

御
伝
国
部
類
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－162

外
題
後
西
筆
ヵ｢

御
伝
国
部
類
記｣

｢

明
暦｣

印

H

－600

－

245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

2

・

御
譲
位
部
類
記

一
冊

△

歴
博

H

－600

－158

外
題
後
西
筆
ヵ

3

・

御
譲
位
部
類
記

一

△

歴
博

H

－600

－159

外
題
後
西
筆

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

勅
封120

－13

－4

御
記
類
目
録
（
中
御
門
筆
）
に｢

此
分
後

西
院
御
時
分
ヨ
リ
有
之
由｣

と
記
載

4

・

同

長
和
、
治
承
、
文
保
、
貞
和
、

一

○

歴
博

H

－600

－157

外
題
後
西
筆
ヵ

5

・

脱
屣
部
類
記

永
万

一
巻

○

歴
博

H

－600

－143

－1

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

6

・

同

承
元

一

○

歴
博

H

－600

－143

－2

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

7

・

同

正
元

一

○

歴
博

H

－600

－143

－3

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

8

・

同

永
仁
六

一

○

歴
博

H

－600

－143

－4

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

9

・

○
同

正
安

一

○

歴
博

H

－600

－143

－5

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

10

・

同

貞
和
四

一

○

歴
博

H
－600

－143
－6

外
題
後
西
筆
ヵ

H
－600

－245
－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

11

・

譲
位
即
位
記

永
徳

一
冊

○

歴
博

H

－600

－156
｢

明
暦｣

印

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

12

・

践
祚
同
日
御
元
服
部
類
記

一

○

歴
博

H

－600

－164

外
題
後
西
筆
ヵ

13

・

践
祚
部
類
記

明
応
、
大
永
、

一

○

歴
博

H

－600

－166

外
題
後
西
筆
ヵ

14

・

践
祚
部
類
抄

一
巻

○

歴
博

H

－600

－147
H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

15

・

受
禅
践
祚
年
之
例

一
冊

？

歴
博

H

－600

－1565

霊
元
筆

内
題｢

受
禅
践
祚
年
之
例｣

16

・

践
祚
御
即
位
等
奉
行
人
部
類

一

○

歴
博

H

－600

－165
｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等

記
録
目
録
に
記
載

17

・

御
譲
位

内
弁

一
帖

○

歴
博

H

－600

－993

後
西
筆

外
題｢

御
譲
位

内
弁｣

18

・

院
中
記

一
冊

△

東
山

勅
封
157

－3

外
題
後
西
筆

外
題
「
延
久
四
年
十
二
月
脱
屣/

同
五
年
正
月
院
中

記
」H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載
か

19

・

院
中
事
抄
出
記

御
幸
始
部
類
記

一

○

東
山

勅
封
52

－4

外
題
後
西
筆｢

院
中
事
抄
出
記/

御
幸
始
部
類
記｣

｢

明
暦｣

印

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

勅
封

120

－13

－4

御
記
類
目
録
（
中
御
門
筆
）
に
記
載

20

・

布
衣
始
部
類
記

一

○

歴
博

H

－600

－168

外
題
・
奥
書
後
西
筆

21

・

御
幸
始
布
衣
始
等
部
類
記

一

○

東
山

勅
封
52

－3

外
題
後
西
筆

勅
封120

－13

－4

御
記
類
目
録
（
中
御
門
筆
）

に｢

此
分
後
西
院
御
時
分
ヨ
リ
有
之
由｣

と
記
載
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対
応

所
蔵

番
号

備
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6

22

・

御
幸
始
布
衣
始
記

文
永
十
一

一
巻

○

歴
博

H

－600

－146

外
題
後
西
筆
ヵ

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記

載

23

・

譲
位
以
後
被
補
院
司
事

一
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－12

『
院
殿
上
始
次
第
』
書
出
朱
書｢

譲
位
已
後
被
補
院
司
事｣

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

24

・

○
建
久
院
司
事

一
枚

？

歴
博

H

－600

－203

－13

『
院
司
交
名
写
』
霊
元
筆

書
出｢

建
久
院
司
事｣

25

・

御
幸
始
行
列

寛
文
三

二
巻

？

歴
博

H

－600

－82

－10

〜11

26

・

受
禅
践
祚

一
折

○

歴
博

H

－600

－992

後
西
筆

内
題｢

受
禅
践
祚｣

27

・

御
譲
位

一

○

歴
博

H

－600

－203

－15

後
西
筆

内
題｢

御
譲
位｣

28

・

践
祚
仮
名
次
第

明
応
九

一
折

○

歴
博

H

－600

－1512
｢

明
暦｣

印

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

29

・

同

承
応
三

一

○

歴
博

H

－600

－1587
｢

明
暦｣

印

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

30

・

陪
膳
次
第

同

一

○

歴
博

H

－600

－1586
｢

明
暦｣

印

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

31

・

吉
書
御
覧
次
第

同

一

○

歴
博

H

－600

－1513

後
西
筆

｢

明
暦｣

印

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目

録
に
記
載

32

・

御
譲
位
次
第

寛
文

警
固
々
関
之
儀

一

○

歴
博

H

－600

－203

－16

－1

33

・

同

寛
文
三

一

○

歴
博

H

－600

－203

－16

－3

34

・

勅
符
官
符
之
写

同

一
包七
枚

○

歴
博

H
－600

－204
－2

『
警
固
固
関
勅
符
官
符
写
』
包
紙｢

勅
符
官
符
之
写

七
枚｣

現
状
六
通

35

・

御
譲
位
次
第

寛
文
三

剣
璽
渡
御
之
儀

一
折

○

歴
博

H

－600

－203

－16

－2

36

・

尊
号
宣
下
次
第

一
巻

○

歴
博

H

－600

－82

－15

37

・

同

宣
命

寛
文

一
枚

△

歴
博

H

－600

－245

－6

38

・

散
状

寛
文
三

二
枚

？

歴
博

H

－600

－199

－8

－16

・

17

『
記
録
目
録
』436

ヵ

H

－600

－201

－15

の
可
能
性
も
あ
り

（
で
あ
れ
ば
『
記
録
目
録
』527

－1

・2

）

39

・

同
参
陣

二
枚

△

歴
博

H

－600

－203

－9

後
西
筆

書
出｢

警
固
々
関
参
陣
」｢

御
譲
位
参
陣｣

40

・

○
践
祚
散
状

白
紙

一
枚

△

歴
博

H

－600

－203

－14

41

・

後
陽
成
院

三
月
ー

一
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－5

後
西
筆

書
出｢

後
陽
成
院
〈
三
月
廿
五
日
…
…
〉｣

42

・

後
陽
成
院

慶
長
十
六
年
三
月
ー

一
閉

○

歴
博

H

－600

－203

－4

後
西
筆

書
出｢

後
陽
成
院/

慶
長
十
六
年
…
…｣

43

・

剣
璽
渡
御
散
状
之
写

寛
永
廿

一
閉

○

歴
博

H

－600

－203

－7
の
内

二
紙
一
綴

書
出｢

剣
璽
渡
御｣

H

－600

－245

－3

部
類
記

等
記
録
目
録
に
記
載

44

・

御
譲
位
散
状
之
写

寛
永
廿

一

○

歴
博

H

－600

－203

－7
の
内

一
紙

書
出｢

御
譲
位｣

H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録

目
録
に
記
載

45

・

同
指
図

寛
永
廿

二
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－8
H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

46

・

御
譲
位

後
陽
成
院

一
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－6

後
西
筆

端
裏｢

御
譲
位

後
陽
成
院｣
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考

6

47

・

御
譲
位
前
日
ー
ー

二
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－10

後
西
筆

書
出｢

一
御
譲
位
前
日｣

48

・

剣
璽
渡
御
行
列

寛
文
、
承
応
、

二
巻

○

歴
博

H

－600

－82

－5

・9
H

－600

－245

－3

部
類
記
等
記
録
目
録
に
記
載

49

・

内
侍
所
渡
御
行
列

明
暦
二
巻
、
万
治
、

三
巻

？

歴
博

H

－600

－82

－6

・8

・

13

御
本
御
目
録
の
記
載
、
明
暦
二
巻
万
治
一
巻
計
三
巻
の
意
か

追
50

寛
文
三
年
正
月
廿
七
日
布
衣
始

一
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－17

後
西
筆

書
出｢

寛
文
三
年
正
月
廿
七
日
布
衣
始｣

追
51

布
衣
始
之
例

一
枚

○

歴
博

H

－600

－203

－11

霊
元
筆

書
出｢

布
衣
初
之
例｣

追
52

拝
御
部
類
記
目
六

一
巻

○

東
山

勅
封
66

－4

－6

－1

後
西
筆

｢

明
暦｣

印

7

1

・
＼

行
幸
部
類
記

大
記
、
永
昌
記
、

一
冊

○

歴
博

H

－600

－173

外
題
・
奥
書
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

2

・
＼

行
幸
部
類
記

年
紀
不
同

一

○

歴
博

H

－600

－174

外
題
・
奥
書
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

3

・
＼

遷
幸
部
類
記

一

○

歴
博

H

－600

－181

外
題
後
西
筆

4

・
＼

雅
氏
朝
臣
記

永
徳
元

行
幸

一

○

歴
博

H

－600

－112

外
題
後
西
筆
ヵ

5

○

北
山
殿
行
幸
記

応
永
十
五

仮
名

一

△

国
会

わ
210.4

－54

外
題
後
西
筆｢

北
山
殿
行
幸
記
応
永
十
五
年/

仮
名｣

東
山
御
文

庫
本
勅
封130

－42

あ
る
も
外
題｢

北
山
行
幸
記

仮
名｣

6

○

行
幸
記

永
享
九
十
廿
一
花
御
所

一

△

東
山

勅
封
120

－17

外
題
後
西
筆

7

・
＼

御
方
違
行
幸
記

永
享
十
一

建
聖
院
内
府
記

一
巻

○

歴
博

H

－600

－145

外
題
後
西
筆
ヵ

8

・
○

聚
楽
行
幸
仮
名
記

一
巻

―

9

・
＼

還
幸
伝
奏
事

文
明
十
一
親
長

二
冊

○

歴
博

H

－600

－154

10

・
＼

同

無
表
紙

二

○

歴
博

H

－600

－97

『
親
長
卿
記
』
共
紙
表
紙
、
外
題
無
し

11

・
＼

羽
林
要
抄

雨
皮
事

一

○

歴
博

H

－600

－139
｢

明
暦｣

印

12

・
＼

行
幸
次
第

寛
永
元
三
廿
五

一
折

○

歴
博

H

－600

－1508

外
題
後
西
筆

13

・
＼

同

慶
安
四
二
廿
五

一
巻

○

歴
博

H

－600

－81

14

・
＼

遷
幸
次
第

明
暦
元

一
折

○

歴
博

H

－600

－203

－18

15

・
＼

行
幸
出
御
儀

一
折

○

歴
博

H

－600

－1511

外
題｢

行
幸
出
御
儀｣

16

＼

散
状

白
紙
二
、
宿
紙
二
時
房
公
筆
、

四
枚

○

歴
博

H

－600

－2

－5

－2

－1
〜4

17

・
＼

行
列

一
巻
不
足

八
巻

？

歴
博

H

－600

－82

－1

〜4

・

7

・14、
H

－600

－202

－11

寛
永
七
年
一
二
月
一
〇
日

巻
紙
『
記
録
目
録
』439

・527

－

6

ヵ

18

・
＼

二
条
大
閤
状

大
殿
祭
事

一
枚

○

歴
博

H

－600

－201

－9

19

＼

天
正
十
八
年
ー

一
通

○

歴
博

H

－600

－203

－3
『
晴
豊
卿
記
光
豊
卿
記
抜
書
』
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所
蔵

番
号

備
考

7

20

○

日
時
勘
文
之
写

四
枚

―

21

・
＼

寛
永
行
幸
記

二
条
亭

二
冊

△

歴
博

H

－600

－177
H

－600

－805

－7

22

・
＼

八
幡
御
幸
御
記

水
早
宸
記

一
巻

○

東
山

勅
封
67

－6

－3

外
題
後
西
筆

23

・
＼

八
幡
御
幸
記

一
巻

○

東
山

勅
封
67

－6

－4

外
題
後
西
筆

24

・
＼

神
社
御
幸
部
類
記

中
右
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－179

－1

外
題
後
西
筆

25

・
＼

同

継
塵
記

一

○

歴
博

H

－600

－179

－2

外
題
後
西
筆

26

・
＼

神
社
御
幸
部
類
記

一

○

歴
博

H

－600

－178

外
題
後
西
筆

27

・
＼

諸
院
御
幸
部
類
記

山
槐

一
巻

○

歴
博

H

－600

－144

28

・
＼

所
々
御
幸
部
類
記

継
塵

一
冊

○

歴
博

H

－600

－176

外
題
後
西
筆
ヵ

29

・
＼

御
幸
記

建
保
六

頼
資
記

一
巻

？

東
山

勅
封
130

－55

『
御
幸
部
類
記
』
書
出｢

権
中
納
言
頼
資｣

他
に
『
有
栖
川
宮

御
書
類
目
録
』に｢

御
幸
記
建
保
六/

頼
資
卿
記｣

一
軸
見
え
る（『
西

面
御
文
庫
宸
翰
古
筆
並
和
漢
書
籍
総
目
録
』788

ヵ
）

30

・
＼

無
外
題

端
云
日
次
事

一

○

歴
博

H

－600

－245

－1

『
大
臣
大
饗
次
第
注
文
』

31

・
＼

御
移
徙
御
幸
行
列

不
被
用
之
、

「
本
院
御
所

寛
文
二
、」

一

―

8

1

四
方
拝
次
第

後
柏
原
院
震
筆

一
巻

―

2

四
方
拝
呪

正
親
町
院
震
筆

一
枚

△

東
山

勅
封
66

－8

－42

－1

3

・
＼

御
笏
紙

四
方
拝
次
第

内
一
枚
進
之
、

二
枚

○

歴
博

H

－600

－199

－1

『
記
録
目
録
』410

4

○

笏
紙
之
写

四
方
拝
次
第

一
枚

―

5

・
＼

四
方
拝
者
不
可
為
神
事
ー

覚
恵
筆

一
枚

○

歴
博

H

－600

－201

－10

『
一
条
兼
良
書
状
』
本
文
書
出｢

四
方
拝
者
不
可
為
神
事
候｣

『
記
録
目
録
』461

6

○

同
御
剣
将

一
巻

？

歴
博

H

－600

－205

－2

－9

『
四
方
拝
散
状
』
書
出｢

四
方
拝/

御
剣｣

7

・
＼

御
ゆ
と
の
ゝ
う
へ
の
日
記
抜
書

四
方
拝
の
事

一
冊

○

東
山

勅
封
118

－2

－12

8

・
＼

四
方
拝
諸
役

一
冊

？

歴
博

H

－600

－1594

『
四
方
拝
之
例
』
後
西
筆
『
記
録
目
録
』431

－2

9

○

同
下
行
之
事

一
巻

―

10

○

小
朝
拝
之
事

後
陽
成
院
震
筆

一
枚

―

11

・
＼

節
会
部
類
記

端
欠

白
馬
、
踏
歌
、

一
冊

○

歴
博

H

－600

－169

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』422

12

・
＼

愚
昧
記

節
会
部
類

一
冊

○

歴
博

H

－600

－170
｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』414

13

・
＼

節
会
勘
例

宣
胤
卿
筆

一

○

歴
博

H

－600

－58

中
御
門
宣
胤
筆
ヵ

｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆
『
記
録
目
録
』

415

＼
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蔵

番
号

備
考

8

14

・
＼

玉
葉
抄

節
会
勘
例

一

○

歴
博

H

－600

－72
｢

明
暦｣

印

15

・
＼

三
節
会
略
次
第

直
房
朝
臣
筆

一

△

歴
博

H

－600

－38
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』425

16

・
＼

元
日
節
会
次
第

一
折

△

歴
博

H

－600

－46
｢

明
暦｣

｢

官
庫｣

印

外
題
後
西
筆
ヵ

17

・
＼

元
日
節
会
次
第

一
冊

△

歴
博

H

－600

－1536
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』429

18

・
＼

元
日
節
会
略
次
第

親
長
卿
筆

一
巻

○

歴
博

H

－600

－78

甘
露
寺
親
長
筆

｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』

438

－2
19

白
馬
節
会
次
第

端
欠

親
長
卿
筆

一

―

20

・
＼

踏
歌
節
会
次
第

政
家
公
筆

一
折

―

21

・
＼

同

一
折

？

歴
博

H

－600

－40
乃
至

H

－600

－44
H

－600

－40

は
後
西
筆
、｢

明
暦｣

印
（『
記
録
目
録
』441

）、

H

－600

－44

は
外
題
後
西
筆
、｢

官
庫｣

｢

明
暦｣

印

22

節
会
御
膳
次
第

職
事
要

兼
秀
公
筆

一
巻

―

23

節
会
御
膳
次
第

一
折

―

24

＼

登
子
利
之
譜

持
通
公
筆

一
枚

―

25

・
＼

指
図

西
礼

一
枚

―

26

舞
妓
事

宗
賢
朝
臣
勘
例

後
花
園
院
震
筆

一
枚

―

27

文
和
五
年
正
月
大

親
長
卿
筆

一
枚

―

28

＼

長
寛
二
年
正
月

宣
胤
卿
筆

一
枚

○

歴
博

H

－600

－199

－4

『
中
納
言
節
会
外
弁
勤
仕
例
』
中
御
門
宣
胤
筆
『
記
録
目
録
』

445

29

下
名

一
通

―

30

＼

踏
歌
節
会

親
長
卿
筆

横
折

一
枚

○

歴
博

H

－600

－199

－2

甘
露
寺
親
長
筆
『
記
録
目
録
』446

31

・
＼

節
会
散
状
之
写

一
冊

○

歴
博

H

－600

－994

後
西
筆
『
記
録
目
録
』412

32

・
＼

同

後
光
明
院
御
代

半
切

一
冊

○

歴
博

H

－600

－1604

外
題｢

後
光
明
院
御
代/

節
会
散
状
写｣

『
記
録
目
録
』432

33

・
＼

同
散
状
之
写
諸
役
等

一
冊
不
足

四
冊

―

34

・
＼

同

二
包

―

35

・
＼

節
会
散
状

明
暦
、
万
治
、

一十
七

包

△

歴
博

H

－600

－199

－8

－1
〜15

H

－600

－189

－8

－1

〜15

は
一
五
通
で
二
通
不
足
『
記
録

目
録
』436

36

白
馬
奏

古
キ

四
通

―

37

白
馬
奏

明
暦
、
万
治
、

一十
二

包

―

38

坊
家
奏

古
キ

二
通

―

39

坊
家
奏

明
暦
、
万
治
、

一十
一

包

―
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8

40

せ
ち
ゑ
も
し
く
さ
り

二
枚

―

41

朔
旦
冬
至
加
表

天
文
五

一
巻

―

42

同
写

慶
安
三

一

―

43

文
共

横
折

四
ツ

―

追
44

節
会
諸
役
人

一
冊

○

歴
博

H

‐600

‐

00
55

後
西
筆
『
記
録
目
録
』431

の
内

追
45

元
秘
抄

五
冊

○

歴
博

H

－600

－781

外
題
霊
元
筆
『
記
録
目
録
』420

追
46

元
秘
別
録

一
冊

○

歴
博

H

－600

－1012

外
題
後
西
筆
『
記
録
目
録
』423

追
47

改
元
仗
儀

一
巻

○

歴
博

H

－600

－150

『
記
録
目
録
』407

追
48

元
年
辛
丑

一
巻

○

歴
博

H

－600

－149

書
出｢

文
武
元
年
辛
丑
…
…｣

『
記
録
目
録
』406

追
49

改
元
月
日
例

一
折

○

歴
博

H

－600

－151

－2

書
出｢

改
元
月
日
例｣

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』426

ヵ

追
50

改
元
日
例

一
折

○

歴
博

H

－600

－151

－1

外
題｢

改
元
日
例｣

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』426

ヵ

追
51

改
元
散
状
之
写

八
枚

○

歴
博

H

－600

－201

－11

霊
元
筆
『
記
録
目
録
』456

9

1

＼

三
槐
抄

三
巻

？

歴
博

東
山

H
－600

－77
乃
至

勅
封
153

－58

歴
博
本
は
後
西
天
皇
奥
書
、｢

明
暦｣

あ
り
、外
題
後
西
筆
ヵ
（『
記

録
目
録
』405

）

2

＼

県
召
除
目
次
第

愚
作

三
冊

○

歴
博

H

－600

－49

『
記
録
目
録
』434

3

後
陽
成
院
御
記

慶
長
六
叙
位

一
冊

○

歴
博

H

－600

－52

外
題
後
西
筆
ヵ

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』416

4

＼

叙
位
記

延
徳
四
年
禅
光
院
相
国
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－71

外
題
後
西
筆

5

＼

叙
位
次
第

一
条
禅
閤
次
第

一

○

歴
博

H

－600

－70

外
題
後
西
筆

6

右
少
弁
時
範
記

寛
治
八
除
目

一

○

歴
博

H

－600

－61

外
題
後
西
筆
『
記
録
目
録
』413

7

＼

春
除
目
初
竟
夜
参
事

文
明
七

一
巻

○

歴
博

H

－600

－80

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』408

8

＼

叙
位
入
眼
奉
行
略
次
第

元
長
卿
筆

一

○

歴
博

H

－600

－79

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』438

－1

9

臨
時
叙
位
略
次
第

経
元
卿
筆

一

―

10

＼

除
目
奏
聞

撰
定
次
第

一
帖

○

歴
博

H

－600

－205

－10

『
記
録
目
録
』427

11

＼

叙
位
略
次
第

仮
名

一
帖

？

歴
博

東
山

H

－600

－43
乃
至

勅
封
44

－48

歴
博
本
は
後
西
筆
（『
記
録
目
録
』428

）、
東
山
御
文
庫
本
は
外

題
後
西
筆
、｢

明
暦｣

印

12

＼

県
召
除
目
次
第

二
条
大
閤

一
帖

○

歴
博

H
-
600

－45

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』430

13

＼

除
目
諸
給
秘
抄

一
冊

○

歴
博

H

－600

－76

外
題
後
西
筆
ヵ
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

9

14

＼

叙
位
除
目
執
筆
抄

一
冊

○

歴
博

H

－600

－57
｢

明
暦｣

印

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』421

15

＼

刻
限
昼
御
座
ー
着
御
次
第

一
枚

○

歴
博

H

－600

－201

－12

『
叙
位
略
次
第
』
書
出｢

刻
限
昼
御
座
に
着
御｣

『
記
録
目
録
』

463

16

叙
位
聞
書

八
巻

―

17

＼

女
叙
位
聞
書

三
巻

○

歴
博

H

－600

－200

－3

『
記
録
目
録
』464

18

＼

除
目
聞
書

三
巻

○

歴
博

H

－600

－200

－1

・9

・

11

『
記
録
目
録
』472

〜474
19

十
年
労

二

―

東
山
御
文
庫
勅
封44

－22

は
扉
題
後
西
筆
だ
が
冊
子
本

20

＼

加
階
叙
位
例

二

○

歴
博

H

－600

－200

－7
･
14

『
記
録
目
録
』470

・471

21

＼

兼
国
例

二

○

歴
博

H

－600

－200

－6

・10

『
記
録
目
録
』468

・469

22

＼

申
文

札
有

一五

結

○

歴
博

H

－600

－200

－4

・5

・

8

・12

・13

『
記
録
目
録
』467

－1

〜5

23

＼

掌
侍
加
級
例

横
折

一
枚

○

歴
博

H

－600

－201

－2

『
東
坊
城
和
長
勘
例
』
書
出｢

掌
侍
加
級
次
第
例｣

『
記
録
目

録
』457

24

＼

女
叙
位
散
状

一
枚

○

歴
博

H

－600

－201

－3

『
記
録
目
録
』458

25

＼

叙
位
々
記

宿
紙

一
巻

○

歴
博

H

－600

－201

－15

『
持
明
院
基
連
位
記
』
『
記
録
目
録
』475

26

＼

諸
国
主
典
已
上
補
任
帳

一

○

歴
博

H

－600

－200

－17

『
記
録
目
録
』466

27

好
仁
親
王
申
文
之
写

寛
永
五
除
目

一
枚

―

28

＼

魚
魯
愚
抄
第
二
端
欠

奥
少
々
有
、
正
平
奥
書
有
、

一
包

○

歴
博

H

－600

－194

－11

『
記
録
目
録
』437

29

魚
魯

キ
レ
〳
〵

一
包

○

歴
博

H

－600

－194

－12

『
記
録
目
録
』344

追
30

＼

後
柏
原
院
宸
翰

三
枚

―

10

1

○
年
中
行
事

一
冊

？

歴
博

H

－600

－771
乃
至

H

－600

－776

『
記
録
目
録
』264

2

○
年
中
行
事

後
醍
醐
院

一

○

歴
博

H

－600

－838

外
題｢

年
中
行
事

後
醍
醐
院｣

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』

263

3

○
令
書
聞
書

一

？

10

－

4
に
記
し
た
内
の
一
冊
に
該
当
す
る
可
能
性
あ
り

但
し

10

－

4
に｢

半
切｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
10

－

3
は｢

半

切｣

本
で
な
い
と
考
え
る
べ
き
か

4

○
同

半
切

一

？

歴
博

東
山

H

－600

－1564
乃
至

勅
封
119

－5

歴
博
本
は｢

明
暦｣

印
（『
記
録
目
録
』327

）
東
山
御
文
庫
本

は
後
西
筆
、｢

明
暦｣

印

5

＼
○
日
中
行
事

仮
名

通
村
公
筆

一
冊

○

歴
博

H

－600

－877
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』290

6

＼
○
同

雅
章
卿
筆

一

△

歴
博

H

－600

－954

『
記
録
目
録
』328

他
に｢

日
中
行
事｣

の
外
題
を
持
つ
写
本

に
は
東
山
御
文
庫
本
（
勅
封144

－16

外
題
後
西
筆
）、
歴
博

H

－600

－786

等
あ
り
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枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

10

7

＼
○
大
槐
抄

一

△

歴
博

H

－600

－836

『
記
録
目
録
』330

他
に
東
山
御
文
庫
本
（
勅
封113

－5

－6

－18

）
も
あ
り

8

○
大
化
抄

一

○

歴
博

H

－600

－783
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』288

9

○
職
原
抄

注

一

○

歴
博

H

－600

－1008
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』266

の
内

10

○
同

一

―

『
記
録
目
録
』266

の
一
冊
に
相
当
か

11

○
同

一

―

『
記
録
目
録
』267

に
相
当
か

12

○
職
原
抄
両
冊
全

一

―

13

○
官
位
職

抄
物

二

○

歴
博

H

－600

－775

『
職
原
鈔
注
』
外
題｢

官
位
職

抄
物

上
（
下
）｣

『
記
録
目

録
』268

14

○
官
職
秘
抄

一

―

『
記
録
目
録
』275

に
相
当
か

15

○
同

一

―

16

○
百
寮
訓
要
抄

一

○

歴
博

H

－600

－926
｢

明
暦｣

印

17

○
男
女
官
秘
抄

一

○

歴
博

H

－600

－782
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』273

18

＼

世
諺
問
答

一

―

追
19

○
新
儀
式

二

―

『
記
録
目
録
』283

・284

に
相
当
か

追
20

○
行
類
抄

六
冊

？

歴
博

東
山

H
－600

－191
乃
至

H

－600

－193
乃
至

勅
封
147

－34

H
－600

－191

は
外
題
霊
元
筆
、H

－600
－193

は
原
表
紙

後
西
筆
、
外
題
霊
元
筆
、｢

明
暦｣

印
（『
記
録
目
録
』297

〜

301

）、
東
山
勅
封147

－34

は
外
題
霊
元
筆

追
21

半
切

略
頌

一
冊

―

11

1

○
摂
関
補
任
次
第

一
冊

○

歴
博

H

－600

－141
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』274

2

○
公
卿
補
任

正
保
元
二
三
四

一

○

歴
博

H

－600

－86

『
記
録
目
録
』286

3

○
同

寛
文
二
年

横
折

二
枚

○

歴
博

H

－600

－194

－4

行
間
補
書

後
西
筆
『
記
録
目
録
』336

4

○
職
事
補
任

三

○

歴
博

H

－600

－798

・893

『
記
録
目
録
』269

・270

・302

5

○
歴
名
土
代

二

△

歴
博

H

－600

－745

『
記
録
目
録
』260

東
山
御
文
庫
本
勅
封129

－9

（
外
題
霊
元

筆
）
の
可
能
性
も
あ
り

6

○
廷
尉
佐
補
任

二

○

歴
博

H

－600

－135

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』261

・262

7

○
台
伝

私

一

○

歴
博

H

－600

－134

外
題
後
西
筆
ヵ

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』277

8

○
六
条
家
当
家
略
勘
例

一

○

歴
博

H

－600

－1010

『
記
録
目
録
』291

9

○
当
家
加
級
雑
例

一

○

歴
博

H

－600

－127

行
間
補
書
『
記
録
目
録
』293

10

○
無
外
題

半
切

一

○

歴
博

H

－600

－194

－7

行
間
補
書
『
六
条
家
加
級
例
』
『
記
録
目
録
』332

＼
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本
表
は勅

封
120

－13

－2

－1

〜11

の
目
録
に
記
載
さ
れ
る
書
目
と
東
山
御
文
庫
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
宮
内
庁
書
陵
部
・
国
会
図
書
館
等
に
蔵
さ
れ
る
現
存
史
料
と
の
対
照
表
で
あ
る
。

・｢

枝
番｣

欄
は勅

封
120

－13

－2

御
本
目
録
の
枝
番
号
を
示
す
。

・｢

合
点｣

欄
は
書
目
に
付
さ
れ
た
圏
点
や
合
点
等
の
符
号
を
示
す
。
右
傍
線
は
そ
の
符
号
を
抹
消
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
×
は
書
名
自
体
を
抹
消
し
た
も
の
。

・｢

対
応｣

欄
の
○
は
目
録
と
現
史
料
と
が
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
△
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
も
の
、
？
は
対
応
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
も
の
、
―
は
対
応
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
も
の

を
意
味
す
る
。

・
現
存
史
料
の
タ
イ
ト
ル
が
目
録
所
載
の
書
目
名
と
大
き
く
異
な
る
場
合
、
備
考
欄
に
参
考
と
し
て
現
存
史
料
の
タ
イ
ト
ル
を
『

』
を
付
し
て
記
し
た
。

・
備
考
欄
の
『
記
録
目
録
』
の
番
号
に
つ
い
て
は
、
小
倉
真
紀
子
論
文
の
翻
刻
に
よ
る（
以
下
の
表
に
つ
い
て
も
同
じ
）。

枝
番

№

合
点
爪

書
目
名

員
数

対
応

所
蔵

番
号

備
考

11

11

○
大
館
家
伝

一

○

歴
博

H

－600

－801

『
記
録
目
録
』292

12

○
元
長
卿
記

永
正
四

資
直
仙
籍
事

一

○

歴
博

H

－600

－98

『
記
録
目
録
』296

13
抹
＼
×

元
秘
抄

五

―

14
抹
＼
×

元
秘
別
録

一

―

15
抹
＼
×

年
号

改
元
月
日

一
折

―

16

＼
○
院
号
定
部
類
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－171

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』282

17

＼
○
東
洞
院
殿
ー

親
長
卿
筆

一
枚

○

歴
博

H

－600

－194

－8

書
出｢

一
東
洞
院
殿｣

端
裏
甘
露
寺
親
長
筆
『
記
録
目
録
』

333

18

＼
○
女
院
号

－

大
閤

一
枚

○

歴
博

H

－600

－194

－9

書
出｢

一
女
院
号
可
奉
称｣

『
記
録
目
録
』335

19

＼
○
女
御
入
内
次
第

一
折

○

歴
博

H

－600

－194

－3
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』334

20

○
大
臣
大
饗
記

仁
安
三

一
冊

○

歴
博

H

－600

－105

外
題
霊
元
筆
『
記
録
目
録
』281

21

○
贈
官
位
宣
下
記

一

○

歴
博

H

－600

－1509

外
題
後
西
筆
『
記
録
目
録
』315

22

○
中
山
内
府
記

長
寛
二
年

一
巻

○

歴
博

H
－600

－245
－2

『
記
録
目
録
』339

23

○
列
考
次
第

一
巻

○

歴
博

H

－600

－29

－1
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』338

24

○
摂
政
宣
下
記

一
枚

○

歴
博

H

－600

－247

後
西
筆

25

○
関
白
宣
下
次
第

一
折

○

歴
博

H

－600

－1514

外
題
後
西
筆
『
記
録
目
録
』316

26

○
准
后
宣
下
関
白
宣
下

一
冊

○

歴
博

H

－600

－784

『
記
録
目
録
』324

27

○
参
議
初
拝
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－138
｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』280

28

○
五
位
蔵
人
拝
賀
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－172

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』172

29

○
五
位
蔵
人
初
拝
五
代
之
記

一
冊

○

歴
博

H

－600

－137

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印
『
記
録
目
録
』279

30

○
越
出
家
父
其
子
昇
進
例

一
枚

○

歴
博

H

－600

－194

－2

『
記
録
目
録
』343

31

○
敷
政
門
院
々
号
御
時
条
々

一
枚

○

歴
博

H

－600

－194

－1

書
出｢

文
安
五
年
三
月
四
日/

敷
政
門
院
々
号
御
時
条
々｣

『
記

録
目
録
』341
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表
三

勅
封
130

－

1
〜
6
御
入
記
目
録
記
載
書
目
と
現
存
史
料
と
の
対
照
表

書

目

現
存
本
と
の
対
応

備

考

1

行
幸
（
霊
元
筆
）

1
行
幸
部
類
記
嘉
承
二
師
時
卿
記
、
康
治
三
、
安
貞
三
灌
記
、
達
幸

故
実
抄
第
三
、
院
司
公
卿
作
法
、
正
和
三
後
光
明
照
院
記
、

一
冊

勅
封
139

－8

扉
題
後
西
筆

2
行
幸
記
永
享
九
十
月
廿
一
花
御
所

一

勅
封
139

－17

外
題
後
西
筆

3
行
幸
記
常
盤
井
殿
、
石
清
水
社
、

一

勅
封
139

－24

扉
題
後
西
筆
ヵ

4
行
幸
部
類
記

三
中
記

一

勅
封
139

－29

外
題
後
西
筆

5
行
幸
部
類
記
長
治
二
、
長
承
四
、
寿
永
二
、
文
永
四
、
永
仁
六
、

乾
元
二
、
延
慶
三
、
康
永
三
、
貞
和
四
、

一

勅
封
139

－7

扉
題
後
西
筆

6
行
幸
部
類
記

玉
海

一

勅
封
139

－18

扉
題
後
西
筆

7
行
幸
部
類
記

端
欠

一

勅
封
139

－9

外
題
後
西
筆

8
行
幸
部
類
記
承
安
五
朝
覲
、
建
久
元
朝
覲
、
安
貞
二
朝
覲
第
二
度
、

一

勅
封
139

－12

外
題
後
西
筆

9
行
幸
記
康
永
三
園
太
暦
、
貞
和
四
通
冬
卿
記
、

一

勅
封
139

－15

外
題
後
西
筆

10
行
幸
記
仮
名
年
紀
未
詳
、
端
図
欠
、
後
深
草
院
院
御
代
歟
、

一

勅
封
139

－13

外
題
後
西
筆

11
行
幸
記
端
云
行
幸
年
之
例
、

一

勅
封
139

－11

外
題
後
西
筆

12
行
幸
次
第

記

一

勅
封
139

－22

扉
題
後
西
筆

13
朝
覲
行
幸
供
奉
人
交
名

正
応
二

一

勅
封
139

－14

外
題
後
西
筆

14
遷
幸
部
類
記
江
記
承
保
二
、
春
記
永
承
六
、
野
記
寛
治
七
、

一

勅
封
139

－29

外
題
後
西
筆

15
御
方
違
行
幸
供
奉
雑
事

延
慶
二
十
二
廿
七

一

勅
封
139

－25

外
題
後
西
筆

16
関
白
経
嗣
公
記

行
幸
記

一

勅
封
139

－16

外
題
後
西
筆

17
朝
覲
行
幸
記

宇
治
左
府

一

勅
封
139

－19

外
題
後
西
筆

18
行
幸
次
第

一
折

勅
封
139

－43ヵ

外
題
後
西
筆

19
行
幸
次
第

一

勅
封
139

－44ヵ

外
題
後
西
筆

20
行
幸
次
第
寛
永
元
三
廿
五
、
関
白
作
進

一

勅
封
139

－45

外
題
後
西
筆

21
行
幸
日
内
竪
列
所
事

康
道
公
筆
写

半

一
冊

勅
封
139

－49

外
題
後
西
筆

22
行
幸

永
享
九

半

一
冊

勅
封
139

－41

外
題
後
西
筆

23
無
外
題

遷
幸
次
第

一
折

勅
封
139

－47

24
行
幸
日
御
進
退
事

一

勅
封
139

－48ヵ

も
し
く
は
勅
封130

－83

－3

25
御
移
徙
行
幸
儀

一
巻

勅
封
139

－63

奥
書
後
西
筆
（
明
暦
元
年
）

26
臨
幸
私
記

夢
窓
（
抹
消
）

一

－

↓
2
御
幸
記
40

27
行
幸
留
守
弁
帯
事

一
巻

勅
封
139

－69

外
題
後
西
筆

28
行
幸
行
列

一

勅
封
139

－71ヵ

29
来
七
日
為
御
方
違
ー

一
枚

勅
封
139

－78

30

（
抹
消
）

一

－
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目

現
存
本
と
の
対
応

備

考

1
31
図

一
枚

勅
封
139

－199ヵ

32
遷
幸

内
侍
所
渡
御
日
時
定
次
第
同
日
事

一

勅
封
139

－87
の
内

33
行
幸
儀

一

勅
封
139

－83

－1

後
西
筆

｢

明
暦｣

印

34
正
嘉
三
年
三
月
ー

一

勅
封
139

－87
の
内

35
行
幸
行
列
事

一

勅
封
139

－87
の
内

36
行
幸
仙
洞
下
御
南
階
例
事

一

勅
封
139

－87
の
内

37
寛
永
十
二
九
廿
ー

一

勅
封
139

－87
の
内

38
慶
長
十
八
年
ー

一

勅
封
139

－81

39
石
清
水
行
幸
供
奉
人
事

一
巻

勅
封
139

－61

40
聚
楽
行
幸
記

新
加

一
冊

勅
封
139

－39

扉
題
後
西
筆

41
行
幸
記
延
慶
二
年
十
二
月
、
同
三
年
八
月
、

古

新
加

一
巻

勅
封
139

－59

外
題
後
西
筆

室
町
写

42
行
幸
部
類
記

古

新
加

一

勅
封
139

－53

外
題
後
西
筆

鎌
倉
写

43
行
幸
記
慶
安
四
年
十
一
月
廿
二
日
大
外
記
宗
季
記

古

新
加

一

勅
封
139

－62

外
題
後
西
筆

室
町
写

44
行
幸

北
山
抄

古

新
加

一

勅
封
139

－51

外
題
後
西
筆

鎌
倉
写

45
朝
覲
行
幸
記

古

新
加

一

勅
封
139

－58

外
題
後
西
筆

鎌
倉
写

46
西
礼
御
所
中
門
下
御
ー

古

新
加

一
枚

勅
封
139

－76

鎌
倉
末
写

47
自
今
日
行
幸
仙
洞
ー

古

新
加

一

勅
封
139

－75

－4

室
町
写

48
還
幸
散
状

古

新
加

続

二

勅
封
139

－89

－3ヵ

49
同

古

新
加

一

勅
封
139

－89

－2ヵ

50
官
司
行
幸
散
状

古

新
加

続

二

勅
封
139

－89

－1

51

（
抹
消
）

一

－

52
遷
幸
行
類
抄

新
加

一
冊

勅
封
139

－28

外
題
霊
元
筆

53
朝
覲
行
幸
部
類
記

新
加

一

勅
封
139

－27

外
題
霊
元
筆

54
庭
槐
記

新
加

一

勅
封
139

－19

外
題
霊
元
筆

55
北
山
行
幸
記

仮
名

半
切

新
加

一

勅
封
139

－42

外
題
後
西
筆

56
行
幸
記
（
抹
消
）

一

－
57
石
清
水
行
幸
次
第

古

新
加

一
包

勅
封
139

－54

58
雨
儀
行
幸
御
輿
雨
皮
事

新
加

一
冊

勅
封
139

－23

外
題
霊
元
筆

59
別
て
ん
御
と
も
ー

新
加

一
枚

勅
封
139

－77

60
御
方
違
行
幸
事

新
加

一

勅
封
139

－83

－2

61
朝
覲
行
幸
次
第

切

新
加

二
枚
一
包

勅
封
139

－83

－4
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書

目

現
存
本
と
の
対
応

備

考

1
62
行
幸
記
永
享
九
年

一
冊

勅
封
139

－26

外
題
霊
元
筆

63
行
幸
記
端
云
十
七
日
丁
卯

端
欠

一
巻

（
不
明
）

2

御
幸
記
（
霊
元
筆
）

1
御
幸
始
次
第

一
冊

勅
封
139

－33

外
題
後
西
筆

2
御
幸
次
第
元
弘
四
応
永
廿
九

一

勅
封
139

－32

外
題
後
西
筆

｢

明
暦｣

印

3
御
幸
部
類
記
自
延
慶
四
至
元
応
三
継
塵
記

一

勅
封
139

－31

外
題
後
西
筆

○
4
宇
治
御
幸
記
宝
治
二
通
雅
公
記

一

H

－699

－196

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』480

○
5
神
社
御
幸
記
自
応
長
元
至
元
応
三
継
塵
記

一

H

－699

－124

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』483

○
6
神
社
御
幸
記
保
延
中
右
記

一

H

－699

－69

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』479

○
7
新
院
御
幸
初
記
公
衡
公
記

一

H

－699

－149

『
記
録
目
録
』488

○
8
八
幡
御
幸
御
記
弘
長
三
、
文
永
六
、
水
旱
震
記

一

H

－699

－93

外
題
後
西
筆
『
記
録
目
録
』486

○
9
御
幸
部
類
記
資
経
卿
記
、
実
宣
卿
記
、
通
雅
公
記
歟
、

一

（
不
明
）

『
記
録
目
録
』489

の
一
冊
ヵ

○
10
同
端
云
八
幡
御
幸
次
第
、

一

H

－699

－175

行
間
補
書
外
題
霊
元
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』489

の
内

○
11
御
幸
始
次
第
端
云
御
幸
次
第
、
元
弘
四
正
廿
九

一

H

－699

－778

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』481

12
無
外
題
日
次
事

一

勅
封
139

－21

○
13
御
幸
記
八
幡
御
幸
記
、
水
旱
震
記
、
弘
長
三
、
文
永
六
、
同
、
水
旱
震
記
、
文
永
十
一
御
幸
始
記
、

一

H
－699

－779

外
題
後
西
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』487

14
春
日
御
幸
次
第

半

一

勅
封
139

－59

外
題
後
西
筆

15
御
幸
始
次
第

一
折

勅
封
139

－49ヵ

外
題
後
西
筆

16
八
幡
御
幸
次
第
（
抹
消
）

新
加

一
巻

－

17
端
云
右
大
臣
宗
忠
記
云
ー

一

勅
封
139

－64

18
端
云
権
中
納
言
頼
資
ー

一

勅
封
139

－55

19
端
云
中
右
記
云
天
永
二
年
ー

一

勅
封
139

－73ヵ

包
紙
霊
元
筆

20
端
云
中
右
記
云
長
承
四
年
ー

一

勅
封
139

－52

21
御
幸
次
第
貞
和
五
年
端
欠

新
加

一
折

勅
封
139

－46

外
題
霊
元
筆

22
八
幡
御
幸
次
第

応
永
廿
九

新
加

古

一
巻

勅
封
139

－68

外
題
後
西
筆

室
町
写

○
23
御
幸
始
次
第

新
加

古

一
巻

（
不
明
）

『
記
録
目
録
』504

ヵ

24
院
御
幸
次
第

新
加

古

一
勅
封
139

－69

外
題
後
西
筆

室
町
写

｢

明
暦｣

印

25
御
幸
始
部
類
記
資
経
卿
記

新
加

古

一
勅
封
139

－66ヵ

外
題
後
西
筆

鎌
倉
写

26
御
幸
始
時
両
惣
官
参
勤
例

新
加

古

一

勅
封
139

－75

－3

室
町
写

27
実
躬
卿
記

新
加

古

一

勅
封
139

－75

－1

室
町
末
写

28
院
中
執
事
以
下
事
端
云

新
加

古

一

勅
封
139

－57ヵ

室
町
写
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目

現
存
本
と
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対
応

備

考

2
29
御
幸
御
教
書
端
云
来
廿
八
日
ー
、

新
加

古

一

勅
封
139

－75

－5

室
町
写

30
端
云
御
随
身
左
将
曹
ー

新
加

一
枚

勅
封
139

－79

室
町
写

31
端
云
賀
已
在
輿
後
、

殿
上
人
ー

新
加

一
枚

勅
封
139

－75

－2

室
町
写

32
熊
野
御
幸
記

新
加

一
巻

勅
封
139

－65

外
題
霊
元
筆

○
33
行
幸
記

御
幸

新
加

一
冊

（
不
明
）

あ
る
い
はＨ

－600

－110

ヵ
（
外
題
後
西
筆
『
記

録
目
録
』482

）

34
仙
洞
禁
中
御
幸
始
慶
安
四

新
加

一
巻

勅
封
139

－79

外
題
霊
元
筆

35
慶
安
四
年
良
仁
親
王
行
啓
次
第

新
加

一
折

勅
封
139

－91

霊
元
筆
ヵ

36
新
院
御
所
御
移
徙
新
殿
御
幸
行
列

新
加

一

勅
封
139

－96

37
親
王
渡
御
行
列
寛
文
三

新
加

一

勅
封
139

－92

38
新
院
御
幸
于
禁
闕
行
列
寛
文
三
二
六

新
加

一

勅
封
139

－95

39
新
院
御
幸

法
皇
行
列
寛
文
三
二
一

新
加

一

勅
封
139

－94

40
臨
幸
私
記
夢
想
写

貞
和
二
年

新
加

一
巻

勅
封
139

－67

外
題
後
西
筆

41
石
清
水
御
幸
同
社
御
幸
八
幡
御
幸

新
加

一
冊

勅
封
139

－34ヵ

外
題
霊
元
筆

○
42
御
幸
始
部
類
記

新
加

一
冊

H
－699

－789

外
題
霊
元
筆
ヵ
『
記
録
目
録
』490

4

御
幸
（
中
御
門
筆
）

1
頼
親
卿
記

賀
茂
御
幸

一
冊

勅
封
139

－39

外
題
後
西
筆

2
御
幸
記
弘
安
、
正
応
、
康
永
、

一

勅
封
139

－37

外
題
後
西
筆

3
御
幸
記
賀
茂

一

勅
封
139

－35

外
題
後
西
筆

4
御
幸
記
鴨

一

勅
封
139

－36

外
題
後
西
筆

5
御
幸
記
八
幡

一

勅
封
139

－38

外
題
後
西
筆

右
之
五
冊
享
保
六
年
六
月
八
日
此
記
之
一
合
入
、
元
自
旧
院
参
御
本
之
中
也
、

5

行
幸
（
桜
町
筆
）

1
石
清
水
行
幸
次
第

一
包

勅
封
139

－82ヵ

2
行
幸

一
結

勅
封
139

－72ヵ

右
新
加

3
御
幸

一
結
五

勅
封
139

－84

〜86、
93

等
ヵ

右
新
加

4
寛
永
記
甲
乙
／
康
道
記

二
巻

勅
封
157

－59ヵ

5
日
野
大
納
言
光
平
ト
ア
ル
一
封

勅
封
139

－99
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目
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備

考

5

右
新
加
、

6

御
幸

一
合
（
桜
町
筆
）

1
東
宮
行
啓
始
行
列
天
和
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A Study on the Constructing Process of the Takamatsu-no-miya  Library Collectiona

OGURA Shigeji 

This paper clarifies the process by which the compilations of Emperor Gosai , who copied various good manuscriptsi

and compiled old manuscripts in early modern times, were passed on to Emperor Reigen , Emperor Nakamikado and o

Imperial Prince Arisugawa-no-miya Yorihito . Upon receiving the order from Cloistered Emperor Gomizunoo in 1666,o

the Retired Emperor Gosai  presented 70 boxes of various newly manuscripts to Emperori Reigen , not including old 

manuscripts or literatures, which were left to Retired Emperor Gosai . The Library Collection of Retired Emperor i Gosai , 

which also included these manuscripts, was confiscated by Emperor Reigen  after the death of Retired Emperor n Gosai ini

1685, and Emperor Reigen  further rearranged the manuscripts before incorporating them into his own library. Moreover,n

parts of the Library Collection of Retired Emperor Gosai  were given to people such as Imperial Prince i Yukihito and o

Konoe Motohiro . As for the reason why Emperor Gosai  produced copies of Imperial Palace books, up until now it hadi

been thought that copies were made as a precaution in case of fire at the Imperial Palace. Now, however, we understand 

that Emperor Gosai  made these copies to increase his own personal library for preservation even after his abdication,i

and books other than those which were presented to Emperor Reigen  were, with some exceptions, ultimately intended n

to be handed over to Imperial Prince Yukihito  (or Imperial Princeo Hachijo-no-miya Naohito ). After confiscating the

Old Library Collection of Retired Emperor Gosai , Emperor i Reigen  classified historical books in addition to the booksn

presented to the Retired Emperor Gosai  in 1666, but this was then handed over to Emperor Higashiyama five years i

after Emperor Gosai's  abdication without the work having been completed (incomplete parts were left out). Even after s

that, however, boxes were returned from the Imperial Palace and books were recovered as necessary. On the other hand, 

literature books continued to be managed at the Sento (the Imperial Palace Retired Emperor Reigen) without changen

even after the abdication. Following the death of Cloistered Emperor Reigen , a huge quantity of historical and literature

books ware conferred to Emperor Nakamikado , including items that had been separated from the Old Library Collection

of Retired Emperor Gosai  as well as newly acquired books from Emperor i Reigen , among which were also items that had

been presented to Emperor Nakamikado  after having been temporarily distributed as mementos to Imperial Princes ando

Princesses. Books were given to Imperial Prince Arisugawa-no-miya Yorihito  between 1727 and 1729, and again after o

his death. These books included items intentionally selected by Cloistered Emperor Reigen  as gifts for Imperial Princen

Yorihito , and, after his death, items that came into the hands of Imperial PrinceYorihito  by chance.o
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